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           午前10時00分 開会 

 

 ◎開会・開議 

○議長（作間七郎君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は41人であります。 

 平成17年第３回中能登町議会定例会を開会

いたします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（作間七郎君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

118条の規定によって、５番 宮下為幸君、

６番 平岡志朗君を指名いたします。 

 

 ◎会期の決定 

○議長（作間七郎君） 日程第２ 会期の決

定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月29日まで

の14日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、会期は本日から６月29日までの

14日間とすることに決定をいたしました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 日程第３ 議案一括

上程 

 報告第29号 平成16年度中能登町一般会計

繰越明許費繰越計算書について 

 議案第５号 政治倫理の確立のための中能

登町長の資産公開に関する条例の制定につい

て 

 議案第６号 中能登町不妊治療費の助成に

関する条例の制定について 

 議案第７号 中能登町ひとり親家庭等医療

費給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第８号 中能登町出産祝金交付条例の

一部を改正する条例について 

 議案第９号 中能登町墓地公苑条例の一部

を改正する条例について 

 議案第10号 石川県農業信用基金協会の会

員になることについて 

 議案第11号 石川県町村議会議員公務災害

補償組合規約の一部を改正する規約について 

 議案第12号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の変更について 

 議案第13号 七尾鹿島広域圏事務組合規約

の変更について 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算 

 議案第15号 平成17年度中能登町老人保健

特別会計予算 

 議案第16号 平成17度中能登町介護保険特

別会計予算 

 議案第17号 平成17年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第18号 平成17年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第19号 平成17年度中能登町水道事業

会計予算 

 請願第１号 進行性化骨筋炎の難病指定を

求める請願 

 請願第２号 最低賃金の引き上げを求める

請願 

 請願第３号 乳幼児医療費助成への国保国

庫負担の減額調整の廃止を求める国への意見

書採択を求める請願 

 請願第４号 永住外国人住民の住民投票権

付与を求める請願 

 請願第５号 分権時代の新しい地方議会制
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度の構築を求める請願 

 請願第６号 義務教育費国庫負担制度の堅

持を求める請願 

 以上、報告１件、議案15件、請願６件を一

括して議題といたします。 

 町長より報告及び議案についての提案理由

の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 皆さん、おはようご

ざいます。 

 本日より14日間、よろしくお願いを申し上

げます。 

 提案理由の説明を申し上げます。 

 本日ここに、平成17年第３回中能登町議会

定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私ともに何かとご多用の中ご出席をい

ただきましてまことにありがとうございま

す。 

 本定例会に提案いたしました議案等につき

まして、その概要を述べ、あわせて町政運営

について所信の一端を申し上げます。 

 さて、国が進めてきた金融、税制、規制、

財政の各分野における改革により、不良債権

処理問題が着実に進展しており、企業収益の

改善、設備投資や個人消費の増加や雇用の持

ち直しの動きなどが見られ、日本経済は民間

需要を中心に徐々に回復しつつあります。 

 国は、こうした民間主導による経済成長の

持続的な確保を図るものとし、国、地方を合

わせた基礎的財政収支の黒字化を図るため、

官から民へ、国から地方へと構造改革の取り

組みを拡大させることとしております。 

 地方に対しては、国の補助金削減、国から

地方への税源移譲、地方の歳出合理化とあわ

せた地方交付税の見直しの３つを同時に進め

る三位一体改革を通じて行政のスリム化を求

めております。また、ここ中能登町を初め全

国では平成の大合併が進んでおり、いよいよ

地方分権社会にふさわしい、より簡素で効率

的な自治体が誕生し、市、町の特性や個性を

最大限に生かし、競い合うまちづくりの競争

時代が本格的に到来しようとしています。 

 そのような中で、中能登町にとりましても

厳しい財政環境が強いられる状況ではありま

すが、町議会を初め町民の皆さんの英知を集

結し、豊かな自然、歴史資源、地域の人材と

いった中能登町の持つよさをさらに進化さ

せ、町民がさらに誇りを持って暮らしていけ

るまちづくりを進めていくこととしておりま

す。 

 中能登町の平成17年度予算の編成に当たり

ましては、活力ある地域社会の実現を目指し

て、各種施策を積極的に推進する予算を編成

をいたしました。 

 歳出面では、「ふるさと ふれあい 心育

む中能登町」の実現を目指して、重点事業を

優先枠に掲げた「にぎわいと活力あるまちづ

くり」「健康でいきいきと暮らせるまちづく

り」「地域の風土を活かしたまちづくり」

「強い絆を育むまちづくり」の４つを将来像

としてその実現のための予算としました。 

 予算規模といたしましては、一般会計で95

億9,950万円、４つの特別会計で63億7,084万

4,000円、水道事業会計で７億9,280万2,000

円、これら６つの会計を合わせた総額では

167億6,314万6,000円となるものでありま

す。 

 それでは、今回提案いたしました主な内容

について順次説明をいたします。 

 まず、報告第29号は平成16年度中能登町一

般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

であります。道路新設改良事業を含めた９件

について、年度内完成が不可能となったため

に繰越事業として対応したものであり、地方

自治法施行令第146条第２項の規定により報

告するものであります。 

 次に、議案第５号 政治倫理確立のための

中能登町長の資産公開に関する条例の制定に

ついてであります。この条例は、旧町におい
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ても制定されておりました政治倫理確立のた

めの国会議員の資産等の公開に関する法律第

７条に基づき、国会議員の資産の公開の措置

に準じて、町長職にあるものの資産につきま

しても公開するものであります。 

 次に、議案第６号 中能登町不妊治療費の

助成に関する条例の制定についてでありま

す。この条例は、不妊治療を受けている夫婦

に対し、不妊治療費に要する費用の一部を助

成し、少子化対策の充実を図ることを目的と

して制定するものであります。 

 次に、議案第７号 中能登町ひとり親家庭

等医療費給付に関する条例の一部を改正する

条例についてであります。今回の改正は児童

福祉法の一部を改正する法律が施行されたこ

とに伴い、里親の定義条項が改正されたため

今回改正するものであります。 

 次に、議案第８号 中能登町出産祝金交付

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。この条例は、さらなる少子化対策として

３月にさかのぼり第１子に５万円給付してい

たものを10万円に、第２子に10万円給付して

いたものを20万円に増額し、給付するもので

あります。 

 次に、議案第９号 中能登町墓地公苑条例

の一部を改正する条例についてであります。

現在、二宮地内にて造成を行っています墓地

公苑が７月末に完成いたしますので、新設墓

地公苑の名称及び使用料の規定を加える所要

の改正を行うものであります。 

 次に、議案第10号 石川県農業信用基金協

会の会員になることについてであります。平

成17年３月１日に中能登町を設置したことに

より、これまで３町で加入していたものを継

承し、農業信用保証保険法第14条第２項の規

定に基づき新たに会員となるため、議会の議

決を求めるものであります。 

 次に、議案第11号 石川県町村議会議員公

務災害補償組合規約の一部を改正する規約に

ついて、及び議案第12号 石川県市町村職員

退職手当組合規約の変更についてでありま

す。本組合を組織する市町のうち、平成17年

９月１日に富来町と志賀町が合併し志賀町

に、平成17年10月１日に加賀市と山中町が合

併し加賀市となるために、組合規約の変更を

行うものであります。 

 次に、議案第13号 七尾鹿島広域圏事務組

合規約の変更についてであります。組合を組

織する市町の数が１市１町となったことに伴

い、組合議員の定数を見直しするものであり

ます。 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算についてであります。 

 最初に、「にぎわいと活力あるまちづく

り」では、地域情報発信事業として幼児から

高齢者までの広範囲な年齢層の住民が操作で

きるような双方向コミュニケーションを実現

するために、地域イントラネット整備事業と

して各公共施設を光ファイバーで結ぶ事業費

４億2,900万円を計上いたしました。 

 次に、「強い絆を育むまちづくり」では、

交流機会の拡大、支援として中能登町合併記

念イベント事業費に3,500万円を計上いたし

ました。内容につきましては、曳山、みこし

及びおにぎり等と旧町のイベントの特色を融

合し、中能登町の町祭として開催する予定で

あります。 

 次に、「健康でいきいきと暮らせるまちづ

くり」では、少子化対策と子育て支援の充実

として現行の出産祝い金を引き上げるととも

に、母子保健医療の充実として、高額となり

ます不妊治療費の助成として１件20万円を上

限として、石川県の助成額を差し引いたもの

を町として追加助成する経費400万円を計上

いたしました。 

 その他、サービスは高く、負担は低くの合

併時の調整により、保健、介護、福祉事業な

どの民生事業及び上下水道事業も含め住みよ

いまちづくりを進めるため、各種施策の充実

に伴う事業費を計上いたしました。 
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 続きまして、歳入予算の内容についてご説

明いたします。 

 歳入では、地方譲与税や各種交付金並びに

地方交付税は国の制度改正や過去の交付実

績、景気動向などを踏まえ、年間収入見込み

額を計上し、国県支出金、町債など事業に対

する特定財源としてそれぞれ適正額を計上い

たしました。 

 よって、平成17年度中能登町一般会計歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億

9,950万円としたものであります。 

 次に、議案第15号についてであります。平

成17年度中能登町老人保健特別会計予算につ

きましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

21億9,277万3,000円としたものであります。 

 次に、議案第16号についてであります。平

成17年度中能登町介護保険特別会計予算にお

いて歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定の

歳入歳出それぞれ13億3,867万円、介護サー

ビス事業勘定の歳入歳出をそれぞれ21万円と

したものです。 

 次に、議案第17号 平成17年度中能登町国

民健康保険特別会計予算についてでありま

す。歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

14億9,097万6,000円としたものであります。 

 次に、議案第18号 平成17年度中能登町下

水道事業特別会計予算についてであります。

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億

4,821万5,000円としたものであります。 

 次に、議案第19号 平成17年度中能登町水

道事業会計予算についてであります。収益的

収入及び支出でそれぞれ３億6,391万9,000

円、また資本的収入で２億9,223万7,000円、

資本的支出で４億2,888万3,000円としたもの

であります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては慎重なるご審議をい

ただき、適切なるご承認とご裁可を賜ります

ようお願いをいたしまして、提案理由の説明

を終わります。 

 よろしくお願いをいたします。ありがとう

ございました。 

○議長（作間七郎君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 

 ◎散   会 

○議長（作間七郎君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 あす17日午前10時より本会議を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午前10時20分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（作間七郎君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は41人であります。

定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

 

 ◎議案の質疑 

○議長（作間七郎君） 日程第１ 議案質

疑。 

 これより、報告第29号及び議案第５号から

議案第19号までについて一括して議案の質疑

を行います。 

 杉本議員、五十嵐議員については質疑が多

岐にわたっておりますので、各部門ごとに質

疑をし、答弁を求めたいとの希望でありま

す。こうした方法で質疑をしてよろしいか伺

います。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） それでは、そのよう

にさせていただきますので、ご了承を願いま

す。 

 それでは、通告順に質疑を行います。 

 38番 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） 中能登町議会といた

しましては、今年度初めての議会定例会であ

ります。 

 そういう中で提出された議案につきまして

質疑を行う次第であります。 

 何分にも以前の鹿西町の議会の中では、議

案に対する質疑というのは、予算委員会を一

日持っておりまして、そういう中で自由に自

席において質疑を行った経過があるわけでご

ざいまして、このように一般質問と同様に壇

上で議案質疑をするというのは初めてでござ

います。何分にも今回がトップバッターとい

う関係もありまして、いろんな意味で質疑を

行う次第でありますが、担当課長の皆さん方

にもその意を体していただきまして、適切な

答弁をお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、私、部門別に何項目かにわたり

まして質疑を行うということを通告してあり

ますので、その順番に従って行いたいと思い

ます。 

 まず初めに、総務関係でございます。 

 １番目に43ページでございますが、町有林

の管理1,000万円の予算を支出することにな

っておりますが、町有林の所在地と面積及び

現在の状況、どのようになっておるのか報告

を求めたいと思います。 

 次、ページ数が47ページでございます。企

画費でございます。19節の２補助金でござい

ますが、良川駅無人化対策として100万円、

良川駅を愛する会に５万円、能登部駅振興会

に10万円、金丸駅振興会に10万円という予算

が組まれております。 

 私は、中能登町は能登二宮駅を入れまして

も４つの駅があろうかと思います。駅という

のはご承知のように町の玄関口であります。

お客さんがおりて町の玄関が汚れていた場

合、やはりイメージがダウンするという、そ

ういう中でこの企画費の振興補助金というの

は盛られたと思うんですが、この中で金額的

に大変な差があるわけであります。 

 良川駅無人化対策、私は、良川駅は能登部

駅と同じように無人化ということでなしに、

ＪＲと交渉いたしまして、雇用された駅員の

方が多分おられるのではないかと思うんで

す。能登部の駅は必ず１人おいでるわけであ

ります。そういう中で、同じ能登部の駅、良

川の駅の対策費というのは、統一した考えに

ならないのかどうか。また、能登二宮駅がな

ぜにこの企画費の中から抜けているのか。こ

ういう点について担当課の答弁を求めたいの

であります。 

 次、ページ数が48ページであります。同じ

企画費で、男女共同参画推進事業というので
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２万5,000円打ってあります。私、これを見

ましてゼロが２つほど足らないのではないか

なと、そう思ったんです。 

 きのうの朝のテレビ、きょうの朝のＮＨＫ

のテレビでも男女の共同参画事業について放

送いたしております。私は、こういう中で２

万5,000円の金額でどのような事業を企画の

方で構想しているのか。これについて伺いた

いと思います。 

 以上で総務関係を終わる次第であります。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） 町有林の

質疑につきましてお答えをいたします。 

 町有林は石動山の原山、小竹、井田、能登

部上、上後山、瀬戸地内に約56.7ヘクタール

ございます。そのほかに、瀬戸地内に学校林

としまして約14ヘクタールほど借地がござい

ます。これは、町が植林をした山林でござい

ます。 

 このうち石動山の原山の町有林につきまし

ては、毎年間伐、枝打ち、下刈り等を行って

おります。その他の山林につきましては、近

年の管理の実績はございません。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 駅関係

の補助金予算額の内訳は、良川駅無人化対策

に100万円、良川駅を愛する会に５万円、能

登部駅振興会に10万円、金丸駅振興会に10万

円、合計125万円となっております。 

 その内容をご説明いたしますと、まず良川

駅無人化対策費でございますが、良川駅管理

組合という組織を設けておりまして、そこで

切符販売及び駅舎の管理を行っております。

この組織は、駅の無人化を回避するため平成

13年度に組織されたものです。町が事務を行

っております。補助金は、切符販売の委託駅

員の人件費とそれに伴う電話代、光熱費など

の管理費に充てております。切符販売手数料

につきましては、ＪＲから管理組合に直接入

るという、そういう方式をとっております。

経費等の差額を無人化対策費として補助して

いるものでございます。 

 次に、良川駅を愛する会でございますが、

良川の区長さんが代表者となられまして、春

から秋の期間にかけまして駅舎やその周辺の

美化清掃、花壇の整備などを行っているもの

でございます。町補助金の以外に良川区から

の補助金も上乗せして活動を行っているとい

うふうにお聞きしております。 

 それから、能登部駅振興会につきまして

は、駅舎の一部を町が無償で借り受けまして

改装して、ギャラリーとか特産品の展示コー

ナーを設けたものでございまして、それに伴

いその運営を図るため、能登部駅振興会とい

う組織を設けたものでございます。その運営

費について10万円を補助しているということ

でございます。 

 なお、能登部駅の無人化対策は、町からシ

ルバー人材センターに委託しまして駅員を配

置して切符の販売や駅舎の管理を行っており

ます。その経費につきましては、補助金では

なく委託料に計上してあるところであり、Ｊ

Ｒからの切符販売手数料については、町の歳

入予算に計上してあるところでございます。 

 金丸駅振興会につきましては、先月完成い

たしました金丸駅舎のギャラリー運営、それ

から駅舎の維持管理費、それから周辺の環境

の維持管理を行うために組織したものでござ

いまして、それに対する運営補助を10万円計

上したものでございます。 

 なお、これらの補助金以外に能登二宮駅で

は、女子高校生によるクリーンアップガール

制度というものを設けまして、週１回ボラン

ティアで清掃を行ってもらっております。そ

の謝礼について予算計上しているところでご

ざいます。 

 能登二宮駅については駅員もいなく、また
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クリーンアップガール制度以外に駅振興会と

いうそういう組織がないわけでございますの

で、日常管理はなされていないということ

で、トイレの清掃につきましてはシルバー人

材センターに週１回委託しているところでご

ざいます。ただ、その能登二宮の駅舎は夢お

り展示館という、そういう名称を持っており

まして、ホーム側には繊維製品の生地をディ

スプレイ展示しておりまして、それを年２回

模様がえする費用についても委託料に計上し

てございます。 

 このように、中能登町には４つの駅があり

ますが、ＪＲ所有の駅舎もあり、また町所有

の駅もあるわけでございまして、これまでの

歴史や経緯も異なるため、現状では補助金の

形態や金額も異なるわけでございます。 

 良川駅と能登部駅の切符販売委託について

は、来年度以降統一した考えで運営補助を図

れないか、また無人駅である能登二宮駅と金

丸駅についても統一的な考えで運営補助を図

れないか検討したいと考えておりますので、

どうかご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） 予算書の48ペ

ージでありますけれども、男女共同参画推進

事業ということで聞かれておるわけでござい

ますが、事業の内容を聞くと同時に、共同参

画事業をこれからどのように発展させるかと

いうことでございます。 

 男女共同参画推進事業の内容につきまして

は、本年度の予算については県が主催する男

女共同参画研修会や講習会、それぞれのそう

いう周知する会議に参加をする旅費等を計上

しております。また、その広報推進のための

講演会や研修会の開催の補助的な経費を計上

させていただきました。 

 また、今後どのように発展させるかという

質問でございますが、現在、中能登町では石

川県の男女共同参画推進員として４名の方を

推薦させていただいております。また、公募

による２名の方がおいでまして、合計６名の

方が県の推進事業に合わせてただいま活動を

されている状況でございます。男性２名で女

性４名でございます。 

 今年度は、その推進員の方々との連絡をと

り合いながら、情報の提供や情報収集をし、

今後の活動について検討を考えたいと思って

おります。 

 また、将来的には中能登町男女共同参画推

進プランというような、県が推奨しておりま

すそういうプラン策定についても視野に入れ

て、今後体制づくりを考えていきたいという

ことを考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 再質問をさせていた

だきます。 

 以前、配られました質疑のあり方、やり方

についてのプリントをいただきました。その

プリントを見ますと、質疑における回数は２

回ということに表示してありました。議長の

許しがあれば３回までは可能であるという、

そういうことも書いてあるわけでありまし

て、私はなるべくなら２回で終わりたいと思

っております。 

 それから、まず初めに皆さん方にお伝えい

たしたいのは、議会運営委員会で所属してい

る委員会の質疑については、なるべく避ける

ようにしようではないかということで議運で

決められておりますので、私は所属している

民生については質問の提出はしておりませ

ん。本当は私の一番大事なところなんです

が、これは委員会の審議の中でやりたいと思

います。 

 それでは、再質問に入ります。 

 まず、町有林の管理、56.7ヘクタール、こ

れについては整備されている。あとの14ヘク

タールについては今のところ整備は未整備だ
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ということでございますが、この1,000万円

という予算で町有林の整備を行って、具体的

に町として町有林の現在の簿価。買ったとき

の価格でなく、現在、毎年1,000万円ずつ投

入いたしまして、この町有林の山林が現在ど

のように価格的に考えられるのか、評価した

ことがあるのかどうか。この点について私伺

いたいと思います。 

 私も山林を持っておりますが、毎年、十

五、六万円投資しているわけでありますが、

果たして売った場合、投資している15万円に

も売れるのかどうかという、そういう懸念も

しておりながら、山を守らなければ自然が守

れないという、そういう気持ちで私は山林に

お金を投資しているわけであります。 

 町といたしましても、そのような自然を愛

する中での1,000万円という投資として考え

ておられるのか、また売った場合は２億円に

もなるのではということで考えておられるの

か。その辺をひとつ、町のお考えを伺いたい

と思います。 

 それから、48ページの企画費、男女共同参

画推進事業、吉田課長の答弁を聞いておりま

すと、中能登町独自の考えというのは全然出

てこない。県の考えを待っておるという待ち

の姿勢ではないかと思うんです。積極的にこ

の問題について町がどう考えてこれからいく

のか、私、そういう点についてこれからの大

事な事業でございます。政府も法律をつくっ

て乗り出しているわけでありますから、この

点について積極的に推進をしていただきた

い。 

 予算書の、持っておられますと見ていただ

きたいと思いますが、中能登町の予算書、ペ

ージ数、146ページ。この中に行政職の職員

数が263名となっております。５級から８級

まで４段階の職員数というのは課長補佐以上

の職員の数でございます。70名、263名のう

ち70名おられるわけであります。そういう中

で、中能登町の女性の管理職の職員は何人お

られるか。女性は６人であります。70名の職

員の中で女性の職員は管理職、課長補佐以上

６人しかおられない。パーセンテージにすれ

ば１割以下なんです。 

 これは町長にもきちんと頭の中へ入れてお

いてほしいと思うんです。1999年に男女共同

参画社会の実現は21世紀の我が国の最重要課

題であるとして男女共同参画社会基本法が制

定されたのであります。翌年には基本計画、

2003年には女性のチャレンジャー支援策の推

進、2020年までに指導的地位に女性が占める

割合を少なくとも30％にしなければいけな

い、こういうことが内閣で法律上決めたわけ

であります。 

 私、中能登町が先ほど言いました男女共同

参画推進事業１項目を設けたのはそれでいい

んですが、果たして今、国が2020年度までに

指導的立場に立つ女性を全職場の中に占める

割合を30％に高めなければいけないという、

そういうことが果たして町長初め中能登町の

行政の中で論議されているのかどうか。私

は、この点について先ほど吉田課長が答弁い

たしました。県の方針を待っておるのじゃな

しに、中能登町が積極的にそういう方向に動

いていくことを私は強く求めたいのでありま

す。 

 また同時に、雇用における均等化につきま

しても町長に申し入れをいたしましたが、旧

町の中では男女の退職年齢に差がありまし

た。これらにつきましても、男女共同参画社

会の中で、法律の中でしてはいけないという

ことになっているわけであります。この点に

ついてもどのように考えているのか。でき得

ればこの点につきましては町の責任者である

町長の答弁を私求めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本平治議員の質疑

にお答えしたいと思います。 
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 山林の件でありますけれども、今、56ヘク

タールと14ヘクタール、これ全部を町で整備

いたしますと、１億二、三千万円かかるので

はないかと思っております。そういう中で、

地球の温暖化が叫ばれ、そして自然に優しい

中能登町づくりのためには、やはりこれらを

年々整備をしなければなりません。そういう

ことで今の簿価は、また実際のお金は幾らか

かるかわかりませんけれども、そういう意味

で1,000万円計上をさせていただきました。

余裕があれば年々そういう形で町の山林を整

備をしたいなと、そう思っております。 

 また、男女共同参画事業についてでありま

すけれども、男女共同参画社会は町のみでは

実現できるものではないと思っております。

県、町あるいは市町村、企業、団体等が一体

となりながら進めていかなければならない、

これが一番重要であると思っております。 

 先ほど言われましたように、平成12年の男

女共同参画基本法が制定をされまして、確か

に女性の地位は重要な位置づけとなっており

ます。町といたしましても、県あるいは団

体、各種企業と話もしながら一歩一歩進めて

いきたいと、そう思っております。 

 町におきましても、これからその基本法に

のっとりましてできるだけ進めていきたいな

と、そう思っております。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） それでは、続きまし

て新たな質問をさせていただきます。 

 その先に一言だけ町長にお願いをしておき

たいと思います。 

 きょうのこの議場で説明員として行政側に

出席しているのは女性１人であります。私

は、町長４年間の在職中にせめて30％はいか

なくても、これは難しいと思うんですけれど

も、10％を超える女性をこの議会の説明員の

中に加えていくように努力をしていただきた

い。これを要望しておきます。 

 それでは、続きまして農林水産業費につい

て担当課長からの答弁を求めます。 

 ページ数は92ページであります。その中に

負担金といたしまして１億8,848万8,000円が

計上してあります。現在、中能登町は旧の鹿

西町を除きまして土地改良事業を行ってい

る。町を回りますとそういうことを感じるわ

けでありますが、中能登町の農地の中で土地

改良事業、いわゆる基盤整備を行った農地と

いうのは全体で何％になるのか。また、17年

度予算に１億8,000万円余を予算化しており

ますが、これ以外に今後町として基盤整備、

土地改良を実現するような、そういう考え、

地域の要望があるのかどうか。この点につい

て第１点目として伺いたいと思います。 

 次は、中能登町で農業従事者の年齢別デー

タはどうなっているのか。皆さんもご承知の

ように、農業の従事者は大変高齢化いたして

おります。私も鹿西町のその中で農業を現在

１町４反ほど経営しているわけであります

が、私の集落で若者が農業従事者になってい

るという方は１人もいられないのでありま

す。 

 そういう中で、年齢別は中能登町はどのよ

うになっているのか。これを示していただき

たい。その中で、町が認定した認定農家はど

のような数字を示しているのか。この点につ

いても伺いたいと思います。 

 次に、農業従事者の高齢化率であります。

私は、日本の国は今後の農業を認定農家の方

へ集積を図って日本の農業を行っていくとい

う方針を持っているわけでありますが、私は

そういう点につきまして２点目に言ったよう

に、中能登町としてそういう点につきまして

どのように今後の課題として考えているの

か。打開する施策というものを持っておられ

るのかどうか。この点について伺いたいと思

います。 

 次、91ページでございますが、生産調整推

進対策事業として2,773万3,000円を予算化し
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ておりますが、この補助金は具体的に今日ま

で鹿南３町の中での補助金を上乗せして、上

乗せというか集合いたしまして予算化されて

いるのではないかと、そう思います。 

 私は、そういう中で中能登町として独自の

ブランドをつくる、そういうことを農林課の

方で考えておいでなのかどうか。そういうこ

とを積極的に提案しようとしておいでなのか

どうか。こういうことを私、担当課に伺いた

いのであります。 

 新聞で今、羽咋市の神子原米、どぶろく特

区など羽咋市は全国的に発信をいたしており

ます。 

 皆さん方も持っておいでると思うんです

が、中能登町まちづくり計画、平成16年７月

にこれをつくったものでございます。この中

に、このように農村居住ゾーンという計画で

うたっているわけであります。ページ数は20

ページでありますが、私は中能登町はこうい

う立派な地域別整備方針というのをつくった

わけであります。３つに分けまして農村居住

ゾーンというのを計画しているわけでありま

すが、これの具体化というのを今後積極的に

進めていっていただきたい、このように思う

わけであります。 

 この中に、中能登町として瀬戸、花見月、

後山地区という地名まで挙げているわけであ

ります。私は、神子原という地名もこれも歴

史のある地名だなと、そう思っております

が、花見月という地名、これも立派な地名だ

と思うんです。どこかそこら辺にある、そう

いう地名でないと思うんです。私は、そうい

う意味でこの３つの地域を農業居住ゾーンの

中で生かしていただきたい。このことを強く

お願いをするわけであります。 

 以上で、農林水産業費に対する質問を終わ

る次第であります。 

○議長（作間七郎君） 表農業土木担当課長 

  〔農業土木担当課長（表 辰祐君）登壇〕 

○農業土木担当課長（表 辰祐君） 杉本議

員のご質問にお答えいたします。 

 第１点目の土地改良をした率でございま

す。 

 旧の鹿島町では、農業振興地域の農用地区

域の面積が880ヘクタールございます。その

うち１区画30アール以上の圃場整備を実施し

た面積は350ヘクタールでございます。率に

して39.7％。 

 旧の鳥屋地区でございますが、農振農用地

区域が474ヘクタール、うち鳥屋西部地区に

おきましては話し合いが進めております。今

月末には総会が開催され、県におきましても

近いうちに入札が行われるというふうに聞い

ておりますので、その59ヘクタールを加えさ

せていただきます。247.7ヘクタールが実施

率と理解をいたします。52.2％でございま

す。 

 それから、旧の鹿西地区におきましては、

農振農用地区域が300ヘクタール、うち実施

面積が102.4ヘクタールということで

34.1％。 

 旧３町をトータルいたしますと、農振農用

地区域が1,654ヘクタール、うち圃場整備実

施状況ですが700.1ヘクタール、42.3％と認

識をしております。 

 それから、今年度予算計上してある以外の

地区で今後の計画についてお尋ねがございま

した。 

 中能登町になりましてから早々に、東馬場

地区からお話がございまして、下井田地区の

一部を加えて約50ヘクタールの圃場整備実施

の要望が出されております。話を進めており

ますけれども、本年度は地区の組織づくり、

組織を立ち上げていただいて担い手の確保を

まずしていただくと。平成18年の３月に県の

ヒアリングを受けたいと思っております。18

年度に担い手の計画を樹立するための予算化

をお願いをいたしまして、順調にいけば19年

度の新規採択、そして19年度に国県の補助を

いただいて事業に着手していきたいと思いま
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す。 

 現在、区域の確定と地区内の耕作者、所有

者、あるいは賃貸借等々の調査をする準備を

内部で行っております。 

 それからもう一カ所、これは小竹地区でご

ざいますが、３年前にも説明会を行いまし

た。今、今月末をめどとしてアンケートを再

開したいという区長さんの要望があります。 

 以上２点が今後の直近した例でございま

す。 

○議長（作間七郎君） 澤農林課長 

  〔農林課長（澤 賢造君）登壇〕 

○農林課長（澤 賢造君） 中能登町の農業

従事者の年齢別データと、その中で認定農業

者の占める割合についての質疑にお答えをい

たします。 

 まず、25歳以下の農業者、農業従事者は

382人であります。その中で認定農業者の割

合は0.3％、30歳から39歳以下では329人、認

定農業者の割合はゼロ％、40歳から49歳以下

では647人、認定農業者の割合は0.6％、50歳

から59歳以下では850人、認定農業者の割合

は1.3％、60歳以上では1,695人、認定農業者

の割合は0.7％。全農業従事者3,903人に対し

まして認定農業者の割合は0.7％の現状でご

ざいます。 

 そういう中で、中能登町としてどのような

施策を持っているのかということでございま

すが、中能登町においても農業従事者が高齢

化しており、農作業の効率化を図るためにも

農地の基盤整備を促進するとともに、担い手

に対する農地の利用集積を図りながら認定農

業者の育成を推進し、集落営農の組織化や法

人化を進めていかなければならないと考えて

おります。 

 次に、生産調整推進対策事業費、その他に

中能登町独自の地域ブランドを考えることが

できないかとの質疑でございますが、地域水

田農業推進ビジョンの中で、シロネギ、丸イ

モ、コギクカボチャ、加工用カブラ、ころ

柿、源助ダイコン、花き、そばなどの振興作

物を推奨しております。 

 そういった中から、特に瀬戸、花見月、後 

山地区の農業振興についても、昨年、源助ダ

イコン３ヘクタールを契約栽培をいたしまし

た経緯もありますし、県及び農業者団体とも

連携して検討をしていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 答弁をいただきまし

て、私自身も現在、農業を子供のときからや

っておりますから、農業の今の現状というの

は十分わかるわけであります。大変難しい時

代に農業が今かかわっているなと、そう実感

いたしております。 

 特に、若者から農業が拒否をされている。

若者は農業を継がないという、そういう実

態、これについて、それではこれをどうする

のかということがこれからの大きな課題では

ないかと思っています。 

 そういう中で、認定農家に集約をする、集

積をする。また、集落営農を広げていく。い

ろんなものが考えられているのであります

が、これらについても先ほどデータで認定農

家のパーセンテージを言われました。一番数

字の大きいのは50歳から59歳、認定農家のパ

ーセンテージ1.3％、60歳以上は0.7％、合わ

せますと２％。中能登町の現在の農地を守っ

ている主たる労働力はそういう方々が担って

いるわけであります。 

 私は、そういう中で今後のこの農地を美田

をどう守っていくかということが、これは行

政に課せられた重要な私は課題だと思うんで

す。町長には、その点、しっかりと頭の中に

置いていただきまして、これについての方策

を考えていただきたい、このように思いま

す。 

 北陸農政局が地域の農業を考えるというこ

とでパンフレットを出しました。北陸農政局
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自体が深刻な問題が山積みしているという、

こういうパンフレットを農政局自体が配って

いるんです。その中で、65歳以上の割合は全

国平均から見れば、全国平均51.2％でありま

すが、北陸は58.4％になっているということ

を農政局自体が認めているんです。 

 私は、北陸３県は米どころ、コシヒカリの

発祥の地であります。その米どころの北陸が

こういう状態であるということについて深刻

に受けとめてどうそれを打開していくのか。

これをお願いをしておきたいと思います。 

 先ほど１番目に私、圃場整備、土地改良の

件で聞きましたら、今後の新たな地域として

旧の鹿島の東馬場と小竹を挙げられました。

まことに結構なことだと思うんです。この点

につきましても、ひとつ担当課の努力目標と

してお願いをしておきたいと思います。 

 東馬場地区は旧の鹿西の西馬場地区との隣

接している地域であります。また、小竹地区

もやはり隣接地であります。私、能登部上の

圃場整備を行ったときに小竹地区へ行きまし

て、ここにおられる大森議員と２人で小竹地

区へ行きました。何とかお互いに共同してや

ればどうかなと、そういうお願いに行ったこ

とがあるんです。なかなか話が合わなくて能

登部上だけが先にやったわけでありますが、

私は連担している地域は東馬場地区、小竹地

区もできるだけ水白地区も入れたり、そうい

う中での一つの地域の統合計画というのを考

えていっていただきたい。このことを切にお

願いをして、農林水産業費に対する再質問を

終わる次第であります。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） 続きまして、教育費

について質問を行いますのでよろしくお願い

をいたします。 

 まず初めに、ページ数115ページ、補助金

であります。鹿西高校教育振興費20万円とい

うのが打ってあります。私は、補助金という

のはこれからの行政の中で少しずつ削減して

いくということ、何でもかんでも補助金とい

うわけにはいかないという、そういう認識を

持っているんです。だが、それも問題により

けりだと思います。 

 鹿西高校教育振興費20万円、この20万円と

いう根拠はどこから出てきたのか。まずこれ

を担当課の課長から伺いたいと思います。中

能登町で高校があるということは大変大きな

町の振興策になるんです。高校もない町は若

者が寄ってこないんです。 

 今、中島高校、田鶴浜高校、いろんな問題

を抱えて県は統廃合をするのではないかとい

うことで、行政が戦々恐々としている。そう

いう中で、鹿西高校は倍率も七尾高校、羽咋

高校に負けない倍率はいつも確保しているん

です。この鹿西高校の位置づけというのは、

町長も含めてどのように考えておるのか。こ

れを私、20万円という金額。以前、鹿南３町

で鹿西町が20万円、鳥屋町が10万円、鹿島町

が10万円、合計40万円の鹿西高校振興補助金

を出していたんです。合併したら半分になっ

た。鹿西高校の関係する親御さんから、中能

登町は合併したら補助金を半分に減らしても

うた。鹿西高校をどうしていく。廃校になっ

てもいいのかと、そういう一つの問題点も父

兄の方から聞きました。 

 私はこういう点について、高校をどのよう

に考えているのか、町として必要欠くことの

できない教育施設として考えているのかどう

か。鹿西高校はなくなってもいい、どこかへ

行ってもいい、そういうことを思っているの

かどうか。これについて町長が具体的にどう

考えているのか伺いたい。 

 次に、136ページ、19節の２の補助金。こ

れも補助金でございます。県民体育大会ユニ

ホームの補助金700万円でございます。先ほ

どの教育振興費の20万円から見れば700万円

というのはこれは大きいですね、皆さん。具

体的にこの700万円は何に使うのか。これ担
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当課から詳細に説明をしていただきたい。大

きい金額です。補助金。 

 次に、19節の同じく125ページのこれも補

助金であります。町の実年会50万円、町の壮

年団協議会10万円、町の青年団協議会に30万

円。この金額、私は逆じゃないかと思うんで

す。議員の皆さん、個々にどのように考えて

おられるか知りませんが、私はそう思いま

す。団体の補助金のあり方として、実年会に

50万円。名前のとおり実った方々の集まりな

んですよ。実年会というのは。青年団、青い

年の方々の集まりなんです。実年会に50万

円、青い青年団の集まりに30万円、これも逆

転しなくてはいけないと思います。正直言っ

て。 

 町長も若いときに青年団の活動で石川県の

青年団の協議会の会長もしていた。理解ある

と思うんですが、この点につきまして、私は

率直に言いまして、この金額の査定は私はど

うかと思います。 

 次、ページ数は117ページ、地震補強工事

設計監理、鳥屋小学校補強工事430万円、同

じく118ページに15節として工事請負費6,762

万3,000円、同じく121ページの15節に工事請

負費585万円打ってありますが、この中で小

学校の補強工事というものを、具体的に公立

小中学校の補強工事というのを中能登町とし

てどのように考えているのか、教育長にこの

点についての考えを伺いたいと思います。 

 それと同時に、今、学校だけを予算化され

ておりますが、それと同時に中能登町におけ

る公共的施設の耐震化診断というのをどのよ

うに町は考えているのか。 

 先般の新聞によりますと、国土交通省はこ

としの３月23日の朝日新聞の報道によります

と、公共的施設の耐震化診断を自治体に命令

をする法律をつくるということなんです。学

校だけでなしに、体育館、いろんな施設あり

ますね。国土交通省の言っているのは、ホテ

ルだとか百貨店だとか映画館だとか、そうい

うもろもろの大衆が、お客さんが集まる、そ

ういう施設の耐震化診断をしなさい。診断を

して補強する必要があったら補強しなさい。

それの命令権を自治体に与えますよという、

そういう法律を国土交通省が今つくろうとし

ているわけです。 

 私は、中能登町に公立の小中学校以外に公

共施設と言われるもので昭和56年以前に建設

された建物は幾つあるのか、教育委員会とし

て把握されているかどうか。この点について

伺いたいと思います。 

 以上が教育に対する私の質問であります。 

○議長（作間七郎君） ここで10分間休憩い

たします。 

           午前11時05分 休憩 

 

           午前11時16分 再開 

○議長（作間七郎君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本平治議員の質疑

にお答えしたいと思います。 

 中能登町として鹿西高校の位置づけをどの

ように考えているかという質問であったかと

思います。 

 私は、鹿西高校は町にとっては大きな大き

な財産であると考えております。こういう意

味におきましても、鹿西高校は中能登地域で

は七尾高校、羽咋高校、そしてこの鹿西高校

が大きな期待をいたしております。第１次の

高校再編時におきましても、この３校は一番

先に残すということが決定もされております

し、２次、３次になってもまずなくなるとい

うことはないと確信をいたしております。 

 耐震も一番先にすべて終わっております

し、今、480名の生徒さんが本当に毎日中能

登町へ来て勉強してくれていることに対し、

本当に期待もいたしております。 

 町といたしましても、鹿西高校の振興発展
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にはいろんな面で協力をしてまいりたいと、

そう思っております。 

 その次、団体についての補助金の内容はこ

れでよいのかというような質問であったかと

思いますけれども、補助金はそれぞれの団体

が育成されるように、そしてその団体が発展

すれば、力をつければ少しずつでもいいけれ

ども毎年減らしていくのが理想であろうと、

そう思っておりますけれども、現実はこのよ

うにはなっていないようにも思っておりま

す。 

 今の質問にありました実年会、壮年団ある

いは青年団につきましては、昨年度の実績を

見ながらつけたものであります。特に青年団

にいたしましても、私も長い間青年団活動を

しておりました。そういう中で、私がしてお

った時分には、県下では３万数千人の登録団

員がいたわけでありますけれども、現在、

3,000名を切っているというのが現状であり

ます。 

 そういう中で、活動さえしていただければ

本当にどんな補助でもどんな協力でもした

い、それらを期待をいたしているわけであり

ますけれども、現実にはこの旧３町におきま

しても本当に青年団、壮年団としての実績が

見えないわけであります。そういう中で、こ

れからそういう実績が見えてくれば補助金で

あろうがいろんな協力であろうが育てていき

たい、そのように思っております。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○教育長（水谷内祝盛君） ご質問の中の補

助金の関係の点につきまして、私の方からお

答えいたします。 

 杉本議員の質問の中にもありましたよう

に、昨年度は旧鳥屋町、鹿島町がそれぞれ10

万円、それから旧鹿西町が20万円の合計40万

円を補助しておりました。 

 今年度の鹿西高校の補助金の主な使い道で

あります予算を見せていただきました。そう

しますと、17年度の繰越金が171万8,768円と

前年度と比較しまして37万4,642円増加して

おります。この主な支出の内容でございます

けれども、部活動の備品購入とか、あるいは

図書の充実のための図書購入、それから部活

動として北信越大会等に出る派遣費、これが

主なものでございます。 

 そういうことを勘案いたしまして、今年度

は20万円の補助をさせていただくということ

にしたものでございます。 

 なお、先ほど町長からもお話がありました

が、鹿西高校は地域の財産でございますし、

私も現場、中学校にいたときに普通科志望の

生徒は非常に多いわけです。その中で、羽

咋、七尾、そして鹿西を希望する人が多いの

でございます。そういう意味で、絶対鹿西高

校は先ほどのお話をかりますとなくなっても

いいのかという、とんでもないお話かと私は

思っております。絶対残していかなければな

らない大事な高校でございます。欲を言うな

らば、中学生の第一志望が鹿西高校、次が七

尾、羽咋と、それくらいになるように私たち

現場、３校の中学校はもとより、高校の先生

方も頑張っていただきたいし、地域の方々も

そういうように鹿西高校を育てていかなけれ

ばならないんじゃないかと、私はそう思って

おります。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） 県体の

ユニホームの件について説明させていただき

ます。 

 県民体育大会につきましては、今大会より

実施方法が変更されました。従来の市対抗、

町村対抗から市町対抗として一般の部、壮年

の部の２部門となり、来る８月６日、７日の

両日、かほく市を中心に夏季大会、平成18年
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３月上旬には白山市で冬季大会が開催されま

す。 

 中能登町として派遣可能な競技24種目、役

員及び男女選手団約679名を派遣する予定

で、現在単位スポーツ競技団体と協議を進め

ているところであります。 

 各競技によっては町名、番号など統一され

たユニホームの着用義務や濃淡、正副２種類

必要な競技もあります。中能登町の代表選手

として初参加いたしたく予算計上させていた

だきました。 

 内容につきましては、上限を１万円までと

し、50％補助するものであります。ただし、

県体のエントリー数以内とする条件で、あく

までも県体用ユニホーム購入費の一部を補助

するものでありますので、ご理解くださるよ

うお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 永源教育文化課長 

  〔教育文化課長（永源 勝君）登壇〕 

○教育文化課長（永源 勝君） 耐震化工事

について、中能登町としてどのような考えを

持っているか、各学校の診断はどうなってい

るかとのご質問でありますが、17年度に委託

料として計上した430万円につきましては、

鳥屋小学校の地震補強工事設計委託料であり

ます。今年度に実施設計を行い、18年度に耐

震工事を行う予定で、県を通じて国庫補助の

申請をお願いしております。 

 小学校工事請負費の6,762万3,000円であり

ますが、鹿西小学校の運動場改修工事費、越

路小学校の外壁吹きつけ工事費、鳥屋小学校

の屋根すき間工事費であります。 

 中学校工事請負費の585万円ですが、鳥屋

中学校体育館照明増設工事、鹿島中学校校内

ＬＡＮ工事費及び多目的室暗幕設置工事費で

ありまして、耐震工事関係の予算はございま

せん。 

 各学校の耐震診断でありますが、鹿西小中

学校は耐震基準をクリアしております。鳥屋

中学校は今年度の繰り越し事業としてこの夏

に工事を行いますし、小学校については前に

述べたとおりでございます。 

 旧鹿島地区の学校では、久江小学校が基準

をクリアしております。越路、滝尾、御祖小

学校及び鹿島中学校では、耐震診断を平成15

年に完了しています。その結果、一部現在の

基準に合わせますと工事が必要なところもご

ざいますが、いろいろな問題もあり、そのあ

たりを詰めて順次改善を進めていかねばなら

ないと考えております。 

 また、石川県の町への指導はどうなってい

るかとのご質問ですが、県の指導といたしま

しては、耐震診断を行い耐震工事が必要な場

合には順次工事を行うよう指導はあります

が、国庫補助金の枠がありまして、工事を行

いたいと手を挙げても希望の年度にすべて取

りかかれないのが現状であります。 

 ちなみに、通常の補助金は補助対象額の３

分の１でございます。 

 以上が学校関係の耐震関係の返事にさせて

いただきます。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 教育全般に対しまし

て再質問をさせていただきます。 

 具体的に、私の質問に前向きで答弁がなか

ったのではないかと、そう思うんです。言葉

のあやの中では大切だという、大事だという

ことを言葉に言われますけれども、実際にそ

れを数字であらわすという、そういう答弁が

なかったような気がするわけであります。 

 私は、鹿西高校は私のうちの後ろにあるわ

けでありまして、いつも高校のいろんな活動

を耳にしているわけでありまして、教育長も

その点につきましては大変大事な高校である

という認識は私と変わりないと思うんです

が、これらにつきましても今後の課題として

鹿西高校の教育振興につきまして考えていっ

ていただきたいなと、そう思うわけでありま

す。 

 次に、町長は青年団の活動について触れら
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れました。私は、これらの実態というのはわ

かっているんです。若者は職場を中能登町以

外に求めているわけでありますから、中能登

町に残っている若者というのは数少ないんで

す。だからこそ青い年のそういう団体に町が

積極的にてこ入れをしていく、そういうこと

が必要だと思うんです。金額30万円という

額、これはあらわれた金額であります。それ

以外にどのようにこの若者を中能登町に定住

するかという施策を私は考えていっていただ

きたい。 

 たまたま実年会が50万円で青年団が30万円

という数字にあらわれておりますので数字を

挙げましたが、実際に町長が言うように数少

ないんです。少ないからこそこれをどうする

のかということを考えていっていただきたい

のであります。このことを特にお願いをして

おきたいと思うわけであります。 

 次に、地震の補強工事でございますが、こ

の点につきまして先ほど担当課長から答弁を

いただきました。診断はしましたが、補強工

事の国の補助金がつかない。私もそれはその

ようであろうかと思います。だが、地震とい

うのは待っていないんです。いつ起きるかわ

からない。その点について、この耐震工事と

いうのを診断の結果具体的に越路小学校、鹿

島中学、滝尾、御祖、また鳥屋の小中、どう

いう方法でこの学校を改修していくのかとい

う一つの計画というものを私は示していただ

ければ、私もそういう点について一つの判断

材料として持つわけであります。 

 これは、石川県の県議会の議事録でありま

すが、山岸教育長はこのように共産党の尾西 

県議の質問に答えているのであります。「安

全な教育環境を整備することは大切でありま

して、中でも施設の耐震化は大変重要な事業

だと考えております。県では、これまでも学

校施設の耐震化の進捗を速やかに図るように

指導してきたところでございまして、今後と

も強く指導してまいりたい」と、そう答弁を

いたしております。 

 ちなみに、県立高校は100％耐震化の補強

工事完了したそうでございます。そうします

と、責任というのは地域の市町村に移ってく

るわけであります。県立高校は全部耐震化し

た。地震が来ても大丈夫。残っている自治体

の小中学校はその自治体がどうするかという

ことを方策を考えていく。県は、全部それを

自治体に任せているわけでありますから、こ

の点について教育長、ひとついろんな方法を

考えていただきまして、少しでも早く耐震化

補強工事を行っていただくことを希望するも

のであります。 

 これは、鹿西町に金丸小学校というのがあ

りました。廃校になりまして能登部小学校に

統合いたしました。今、金丸小学校を、せっ

かくあった小学校でございますが、取り壊し

をいたしております。私、いつも見てカメラ

に写しているわけでありますが、そのときに

金丸小学校の廃校につきまして地域から反対

の声が起きました。私もそれにかかわりまし

ていろんなことを行いました。正直言いまし

て、鹿島町の小学校は、久江小学校を除いて

３つの小学校はやはり昭和56年以前に建った

古しい学校でございます。 

 私は、そういう中で、金丸小学校を能登部

小学校に統合いたしまして鹿西小学校になっ

たわけであります。そのときに、県へ直接交

渉したことがあるんです。いろんな話が出ま

して、県の方から電話がかかりまして、さき

の答弁は訂正させていただきますという県の

教育委員会から電話がかかりました。という

のは、統合を目前にして、５年間で町村合併

する町については、統合については特別心配

しなくてもいい、そういう県の教育委員会の

そのときの答弁であります。訂正いたしまし

たということでかかってきたのは、山岸県教

育長は、「県の教育委員会といたしまして

は、合併を機に学校を統合する、そのような

指導はいたしておりません」という、そうい
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う県の教育委員会の方針であります。となり

ますと、越路小学校、鹿島中学、滝尾、御

祖、鳥屋の小中学校につきましても私は積極

的に地域の住民の賛同が得られない限り、耐

震工事を行いまして地域の学校として守って

いっていただきたい。そのことを私は町長に

要望いたしまして、教育関係に対する質問を

終わる次第であります。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） それでは、最後の質

問に入らせていただきます。 

 議長、質問が済むまでよろしくお願いをい

たします。 

 大至急行いますので、よろしくお願いいた

します。 

 上下水道の件でございます。 

 まず初めに水道。これにつきまして、合併

の一つの条件として水道料金の均一化をぜひ

とも図る必要があるという合併協議会の委員

の大勢の意見の中で、中能登町発足と同時に

料金の統一化が図られました。結構なことで

ございます。 

 そのときの前の合併協議会の会長の長屋さ

んの説明では、県へ行ってお願いしたら、特

別交付税が思わぬ金額以上に来たから、これ

を原資にして上水道の料金の格差をなくした

い、なくするように、そういうことで合併協

議会の中でお互いにその意見に賛成いたしま

して、３月１日から上水道は統一金額になり

ました。 

 ページ数221ページの上水道の件でござい

ますが、年間総配水量は196億4,000トン、１

日平均5,380トンを明記しておりますが、そ

の中で自己水として、鹿島町、鳥屋町、鹿西

町には自己水というのがあるわけでありま

す。端的に水道課長にお聞きをしたいのは、

その自己水だけで中能登町の町民の供給が賄

えるのかどうか。県の受水、今、県水の受水

をしておりますが、これらについては必要あ

るのかないのか、端的に水道課長に伺いたい

と思います。 

 次に、水道の中能登町の使用水量、数値は

今後順調に伸びていくと考えておられるの

か。また、減少する傾向にあるのかどうか。

これらについても見通しをひとつお願いをい

たしたいと思います。 

 次に、水道の大事なことでありますが、中

能登町の有収率は現状どうなっているのか。

どのようなパーセンテージになっているの

か。有収率というのは、基本的に水道の中で

パーセンテージ、どこら辺が順調な有収率と

して考えておられるのか。そこら辺もお願い

をいたしたいと思います。 

 また、供給単価、給水原価の数値も示して

いただきたい。今後の大きな課題になろうか

と考えておりますので、それをお願いをいた

したいと思います。 

 ４番目に、平成17年度以降の水道の収支計

算はどのようになっていくと予想しているの

か。収支計算はどのようになっていくと考え

ているのか。と申しますのは、先ほど申しま

したように合併と同時に水道料金の値下げを

したわけであります。そうなりますと、水道

の収支は今後どのようになると担当課長は考

えているのか。これについて意見を伺いたい

と思います。 

 次に、県水の受水を鹿西町がしておりまし

たので、そのまま中能登町へ移管されたわけ

でありますが、県水のトン当たりの単価とい

うのは県は平成18年度から見直しを考えてい

るわけであります。これについて、現時点で

担当課はどのように考えておられるのか。 

 また、責任水量制というのがあるわけであ

ります。これも平成17年のことしまでは石川

県の方は据え置くということで交渉は成り立

っておりますが、18年度からはこの石川県か

ら受水する責任水量制の量、これについてど

のように考えているのか。これについて伺い

たいと思います。 
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 数多くありますが、次、予算内示会の資

料、ページ数66ページで平成17年度末起債残

高見込み額15億5,299万7,000円を報告されま

した。平成16年度から見ればふえているわけ

でありますが、今後、どのような経過をたど

っていくのか、起債はどのようにたどってい

くのか、その点についてよろしく説明をお願

いしたいと思います。 

 次に、これは答弁は財政課長になるのかど

うなるのかわかりませんが、先ほど申しまし

たように当初５年間をかけて水道料金の均一

化を図りたいということを合併協議会の中で

論議されておりましたね。それが特別交付金

が入ったので即合併と同時に３月１日から統

一していこうと、そういうことになったわけ

でありますが、これらの金額、特別交付金と

いうのは平成16年度末にどれくらい特別交付

金として金額が中能登町へ来たのか。 

 長屋町長が言っていたように、水道料金の

補てんに振り向けるということでその金額を

あてにしておったのではないかと思うんです

よ。これは私わかりませんが、そこら辺は。

そこら辺は小山総務課長でもようございます

し、ひとつ。 

 と申しますのは、藤井担当課長から水道の

収支計算が私求めたわけでありますから、当

然、出てくると思うんです。今のままに料金

を引き下げていった場合、一般会計からでも

今年度補助をしておりますね。そこら辺が財

政上何年ぐらいまでそういうものに中能登町

が耐えられるのか。そこら辺をお聞きしたい

んです。そうしますと、特別交付金が、来た

交付金というのは一般会計へ入っているわけ

でしょう、今のところ。幾ばくかの金を水道

料金の予想される対策の基金として水道会計

に積み立てをできるという、そういうシステ

ムは体系上できないかどうか。そういうこと

を私お聞きしたい、意味はそういうことなん

です、総務課長。 

 それから、町長にお願いしておきますが、

長屋会長が中能登町発足と同時に水道料金の

引き下げを行った。町民は大変喜んでいるん

です。「ありゃ、水道料金が安くなったがい

や」ということで歓迎しておるんですよ。そ

れを中能登町が発足して２年ほどたったら、

どうしても赤字でやれないということで値上

げということになったら、これは杉本町長、

あんたの責任は大変大きいと思う。 

 値上げをしなくして町政をやっていく方

法、そういうものをぜひとも町長、考えてい

ただきたい。 

 次、下水道。下水道の件につきまして、下

水道課長、これも藤井さんですね。起債総額

をひとつ明示していただきたい。合併協議会

の席上でこの点につきまして大きく論議がさ

れました。中能登町の先般の全協の中で小山

総務課長から一般会計の起債残高、１人当た

りの残高どれくらいなのか、持ち寄った基金

の額、１人当たり幾らになるか、一覧表をい

ただきました。下水道はそのときいただいて

おりません。藤井課長、今日の下水道総事業

の中で起債残高がどのくらいあるのか。１人

当たりにしたら、人口１人当たりにしたら何

万円になるのか、それを教えていただきた

い。 

 また、209ページに一般会計から下水道会

計への繰入金は９億5,565万6,000円となって

おりますが、先ほどの水道会計と同じよう

に、下水道会計への今後の一般会計からの繰

り出しというのはやはり欠かすことのできな

いものなのかどうか。その点について伺いた

いと思います。 

 最後に、下水道の最終供用開始年は、旧の

鹿島町は平成16年12月、鳥屋町は平成16年２

月、鹿西町は平成15年12月と最終的な町民の

供用開始年月日というのは違っております。

これは工事に入ったわけでありますからいた

し方ないわけでありますが、それと同時に、

せっかく供用を開始したけれども、それに町

民の方々が接続しなければ事実上使用料とい



 －26－

うのは入ってこないわけですよね、藤井さ

ん。中能登町へ入ってこないのでしょう、接

続してくれないと。そうしますと、この接続

率をどうこれから高めていくのか。これにつ

いてもどういう方策を持っておられるのか。

今のところ接続率の一番高いのは旧の鹿西

町、次に鳥屋町、鹿島町が一番低いわけでご

ざいますが、これは当然施設も一番おしまい

に仕上がっておりますから低いわけでござい

ます。これはいたし方ないと思います。 

 だが、それについてどう接続を早めていく

のか。下水道の使用料金をもらうのをどうす

るのか。この点について方策ありましたら藤

井担当課長からの答弁を求めたいと思いま

す。 

 以上で終わります。 

○議長（作間七郎君） それでは、昼食のた

め１時30分まで休憩をいたします。 

           午前11時55分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（作間七郎君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

 藤井上下水道課長 

  〔上下水道課長（藤井博昭君）登壇〕 

○上下水道課長（藤井博昭君） 杉本議員の

質問にお答えをいたします。 

 まず最初に、上水道であります。 

 １番目に、料金改定に伴う質問でございま

した。 

 そういう中で、16年度の損益勘定の純利益

が約2,600万円ほど出ております。それで、

17年度４月から料金が改定されることにより

まして、財政的には大変厳しい状況になりま

すが、17年度につきましては一般会計から

4,200万円をいただいております。そうしま

すと、あくまでも予定予算ではございます

が、17年度につきましては損失は出てこない

と。それで、18年度以降につきましては、大

変厳しい状況になってくるかと思います。 

 参考ではありますが、私どもの試算しまし

た10カ年の計画では、約３億4,000万円ほど

の赤字が発生するんじゃないかと思っており

ます。 

 次に、自己水と県水の質問でございます。 

 それにつきましては、まず、自己水につき

ましては旧３町の施設能力が483万8,000トン

施設能力がございます。そういう中で、18年

度の総配水量につきましては227万3,000ト

ン、約50％の配水でございます。約50％でま

だ余力があるという、計算からすればあるわ

けなんですけれども、将来を見越しますと、

例えば水源の機能低下、また施設の老朽化等

が当然発生してまいります。そういうことを

考慮しますと、県水も大事な施設としての位

置づけをしていかねばならないと思っており

ます。 

 次に、３番目で使用水量の変化の質問であ

ります。 

 水道につきましては、下水が普及すれば私

どもは計算上は水量が伸びるのではないかと

思っておりました。そういう中で、旧３町の

水道使用料を計算してみますと、逆に年間約

２％ほど減になっております。そういう中

で、私どもは今、計算しておりますのが平成

23年まではそのまま推移していくんじゃない

かと。そういうことで一段落するという形に

なろうかと思いますが、人口の動態によって

はまた下がる可能性もございます。 

 次に、県水の責任水量の質問でございまし

た。 

 これにつきましては、県に対しまして県水

の受給市町、現在14市町ありますが、県に対

しましては受水料の凍結及び受水単価の引き

下げ等を要望しております。そういう中で、

県からは受水料の凍結については同意する旨

の回答がありましたが、詳細につきましては

また後日会議を開催するということでありま

すので、その結果を踏まえまして、受水市町

と今後の対応を検討していきたいと思ってお
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ります。 

 次は下水であります。 

 下水道で起債の残高、それと人口１人当た

りの金額であります。 

 下水道の起債の残高につきましては、174

億2,498万6,000円ございます。そういう中

で、１人当たりの額にしますと91万円になろ

うかと思います。 

 ちょっと参考ではありますが、旧町別に見

ますと鳥屋町では１人当たり102万1,000円、

鹿島町では89万9,000円、鹿西町では81万

5,000円になります。 

 次に、下水道会計への一般会計からの繰り

入れについての質問でございます。 

 これにつきましては、下水道事業は施設が

完成してからが本当の始まりと言われており

ます。そういう中で、下水道の管理は下水道

の維持管理や下水道処理の運転管理などの費

用と建設時の地方債の起債元利償還費とがあ

ります。この財源につきましては全国的であ

りますが、下水道の使用料と一般会計からの

繰入金によって賄われております。 

 また、繰り入れの見通しにつきましては、

下水道事業の費用が交付税の基準財政需要額

にも算入されておりますので、その制度が続

く限り永久に私は続く、繰り入れをしていた

だくことになろうかと思っております。 

 次に、接続率と接続率を高める施策であり

ます。 

 接続率につきましては、63.5％、これは17

年の４月１日現在であります。旧町ごとの件

につきましては、杉本議員がおっしゃったと

おりでございます。これにつきましては、次

の施策の中では当然これは反映していかねば

ならないなと思っておりますが、まず、第１

点目につきましては、町の広報誌を通じて下

水道の役割等を再度ＰＲをしていきたい。 

 また、未接続家庭につきましては、ダイレ

クトメールまたは家庭訪問等を行って下水道

への接続を再度していきたいなと。経済状況

が厳しい中で、各家庭でも大変ではございま

すが、何とか下水道についての理解を示して

いただくように今後お願いをしていきたいと

思っております。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） 午前中の質問が多岐

にわたっておりましたので、答弁される方に

も大変であったと、そう思うわけでありま

す。 

 私、初めに上水のことについて伺いたいの

でありますが、相対的に中能登町で確保でき

る上水の50％を使用今しているという、そう

いうことでございましたね。そうしますと、

あと余力があるわけであります。だが、答弁

ではいつこの自己水の使用が不可能になるお

それもあろうかということで、県水の必要性

もやはり認めざるを得ないという、そういう

答弁であったと思うんです。 

 私は、この自己水というのは現在中能登町

でさく泉を掘りまして汲み上げているのと、

川の水を飲んでおるのといろんな方法が現在

あるわけでありますが、そういう中で50％と

いう一つの確保であとは現在使われていない

という中、これは県水をもらっている自治体

におきましては、金沢市でも、それから小松

市でも加賀市でもそうですが、県水の責任水

量制という中で自己水をやはりさく泉ぐらい

は、私詳しいことはわかりませんが、常時揚

水をしておかなくては地下水をとめてしまっ

たらだめだという、そういうことがあるそう

でございます。だから、そういう意味におき

ましても、この50％ということで現在自己水

は使われていないという。 

 そうしますと、あとは県水で賄っていくと

いうことになろうかと思うんですが、先ほど

この県水につきまして県の土木委員会におき

ましては、単価については平成15年度に県水

は料金の引き下げをやったんですね。以前は

加賀と能登の格差があったわけです、料金に
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つきまして。それを一律に１トン134円とい

うことで加賀と能登の格差をなくしたわけで

あります。そういうことが能登の方からの要

望で、加賀の方を上げまして能登のを引き下

げして均一化をしたわけであります。 

 ただ、責任水量制というのは当然残ってい

るわけであります。これにつきましては、先

ほど答弁の中に課長は、責任水量制について

今のところ、県の方は具体的に協議にこれか

ら入るということで結論は出ておらないとい

う、そういう答弁でありました。 

 問題は、この責任水量制にあるわけであり

ます。県水は、旧の鹿島の方、鳥屋の方は関

係しておらないので、この点につきましてご

理解はなかなか得られないと思うんですが、

県水を鹿西町が初めて受水したのは昭和62年

なんです。それから県水をいただきまして、

鹿西町も自己水が確保できて、県水を使わな

くてもいいということになって、これにつき

ましても石川県に対しまして、企業局に対し

まして県水の受水について少し引き下げをし

ていただけないか、そういう要望を行ったの

であります。 

 平成８年から15年までの間、県水を凍結を

いたしました、受水量を。そして、16年、17

年が1,350トンの受水をしているわけであり

ますが、平成18年度にこの受水の責任水量制

が計画どおりに県の方はふやしていきたい、

増額していきたいという、そういう要望が強

いわけであります。１日県水は現在1,350ト

ン、使っても使わなくても責任水量制という

ことでお金を中能登町が払っていかなくては

いけないわけであります。最終的に2,500ト

ンを受水するという、そういう計画になって

おるわけであります。 

 そうしますと、先ほど担当課長から言いま

したように、年間今の現状にいきますと使用

水量が伸びていかない。いわば年間２％ほど

使用水量が低下するのではないかということ

になるわけであります。自己水は50％を確保

できる。総使用量の50％は自己水の使用で確

保できるということになりますと、上水が伸

びていかないということになっていきます

と、その県水の支払いというのはこれから中

能登町にとりましても大きな私は課題になる

のではないかと思うんです。 

 担当課長は、この責任水量制についてはこ

れからの協議の中で決まるということを言っ

ておられますが、この点につきまして町長に

ぜひともお願いして実現をしていただきたい

というのは、責任水量制を現在の水量で固定

をする、そういう要望を受水市町村一致協力

して県の方へ企業局の方へひとつ要望しても

らいたいと、そう思うわけであります。 

 県の企業局の方へ、私、共産党の尾西県議

を通じて、県の企業局の現在の状況について

聞いていただきました。県は、平成17年度か

ら単年度で今まで赤字体制であった企業局の

会計が黒字になる予定だそうでございます。

平成20年度には累積赤字も含めて黒字になる

という、そういう予定だそうでございます。

そうしますと、収支がとんとんになるわけで

あります。 

 私は、今まで県の企業局へ２回ほど行っ

て、この点につきまして交渉したことがある

んですが、県も赤字だからどうしても単価の

引き下げと責任水量制の変更はできない、そ

ういうことを言っておったわけであります

が、今ほど言いましたように、平成20年度に

は今までの累積赤字を含めて黒字になるとい

う、そういう予定を立てておるそうでござい

ますから、私はこの点につきましても町長に

ぜひともその実態を把握されまして、責任水

量制の固定というか、そういうことに努力を

していただきたいと、そう思います。 

 次に、先ほど企業債のことについて答弁を

いただきました。下水道の企業債は、旧の鹿

島町が現在起債残高が76億8,900万円、鳥屋

町が56億5,000万円、鹿西町が40億8,200万余

あるわけであります。１人当たり人口に合わ
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せますと、先ほど話ありましたように鹿島町

は70万円、鳥屋町は100万円、鹿西町は82万

円という、そういう数字が出てまいりまし

た。 

 先般の全協の席上で、小山総務課長に現在

の中能登町の基金現在高と合併持ち寄りの基

金についてお尋ねをいたしたわけでありま

す。そういう中で、小山課長は一般会計の起

債額、人口１人当たりの金額、鳥屋町が４万

9,000円、鹿島町が５万円、鹿西町が６万

8,000円という、そういうデータを示された

わけであります。 

 私、そのときに下水道の企業債の１人当た

りの金額と、それらを合わせるとどういうこ

とになるのかという、そういうことを合併協

議会の席上におきましても発言しておりまし

た。今、改めて下水道の企業債の残高、それ

らをいただきました。さきの総務課長の小山

課長の答弁とあわせますと、下水道企業債、

それから一般会計の起債合わせますと、１人

当たりの割りかえいたしますと鳥屋は150

万、鹿島は140万円、鹿西町は150万円とい

う、大体似通った起債額の残高になるわけで

あります。 

 私は、中能登町が発足した時点で大体似通

った借金で中能登町が生まれたということだ

け、これは私以前から合併協議会の席上でも

指摘しておったのでありますが、現実はその

ようになっているということであります。 

 また、先ほど課長は下水道事業に対しての

一般会計からの繰り入れは、これは会計上問

題はないという、そういう答弁をいただきま

した。私は、この点につきましても今後、中

能登町として下水道がやはり完備したわけで

ありますから、今後、下水道特別会計独自の

中で少しでも運営できるように担当課として

努力をしていっていただきたい、このように

希望するものであります。 

 また、この点につきまして、現在、鹿島

町、鹿西町、鳥屋町と接続率に開きがあるわ

けでありますが、この点につきましても町と

して接続をしたくてもでき得ない、そういう

ひとり暮らし、またお年寄り、高齢者の方々

に対しての一つの対応策というか、そういう

ものが必要ではないのかということを私思う

わけでありまして、これらにつきまして、担

当課長が鳥屋と鹿島と鹿西とこういう点につ

きましてどのような対策を講じておったの

か。３町の問題点というのはなかったのかど

うか。鹿島町が鳥屋町、鹿西町へ接続する場

合にどういう優遇策をしておったのか。何か

そういう点に把握されるものがあったらひと

つ担当課長から答弁を求めたいと思うわけで

あります。 

 最後に、町長にぜひとも責任水量制につき

まして、県の方はこれからの受水市町村の交

渉いかんによってこの問題についても考慮す

るということを言っております。ぜひとも現

時点の責任水量制の中でおさめられるように

強力な交渉をしていっていただきたいことを

強く要望しておきたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（作間七郎君） 藤井上下水道課長 

  〔上下水道課長（藤井博昭君）登壇〕 

○上下水道課長（藤井博昭君） ただいまの

質問に対してお答えいたします。 

 旧町で接続に対しての何がなかったかとい

う質問でございました。 

 まず、鹿島町に関しては供用して３年以内

に接続をすれば利子補給制度がございまし

た。これは、鹿西も同じだと聞いておりま

す。ただし、鳥屋町につきましては、分担金

というか負担金の減免措置がございました。

初年度につなげば25万が23万になるとか、そ

れも３カ年の制度でございますが、そういう

制度がございました。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 今、藤井課長から接

続のあり方について各町でまちまちなものが

あるという、そういう答弁でございます。 
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 また、加入の件につきましても、違ってい

るというような感じを受けておるわけであり

ますが、これらにつきましても今後中能登町

としてどうしていくのか。加入金を払ってお

らない、そういう方々もおられるとしたら、

これからどうしていくのか。また、せっかく

加入金を払って、25万ですが加入したけれど

も、接続しなくて現在おられる方、そういう

方々ばらばらでございます。 

 そういう中で、今後それらについても一定

の私は奨励策というか、そういうものを新た

につくられまして、せっかく加入されて受水

ますを受けたわけでありますから、これから

も使用していただくように接続の数のかさ上

げを強く要望しておきたいと思うわけであり

ます。 

 ともあれ下水道会計に大きな金額が一般会

計から出ているわけであります。中能登町の

会計は、今の予算を見ましても楽な会計でな

いと思うんです。そういう中で、下水道会計

が今後地域の方々に早急に接続をお願いをい

たしまして、収益の上がるようなそういう特

別会計にしていっていただくことを要望いた

しまして、私の質問を終わる次第でありま

す。答弁は要りません。 

 午前中から長時間にわたりまして貴重な時

間をいただきまして質疑をさせていただきま

した。ありがとうございました。これをもっ

て終わる次第であります。 

○議長（作間七郎君） 次に、41番 五十嵐

三朗君 

  〔41番（五十嵐三朗君）登壇〕 

○41番（五十嵐三朗君） それでは、ご指名

によりまして、ただいまから予算案に対する

質疑を行いたいと思います。 

 質疑の前に一言、意見を述べさせていただ

きたいと思いますけれども、一つは、この質

疑の通告書の提出日についての日程の変更が

必要なのではないかということであります。 

 通告書の締め切りは、質疑当日の前日の５

時というふうになっております。きょうもこ

れまでの私たちの経験からするならば、議会

が始まるまでに議員には通告書の配付がなさ

れてきたわけですけれども、きょうの場合に

はその配付がなかった。 

 考えてみますと、前日の５時締め切りとい

うことになってきますと、事務局もこれは準

備できないのは当然だというふうに私は思う

んです。同時にまた、これに対するところの

各担当課長、町長を初め答弁に対してもその

準備がほとんどできないという矛盾があると

いうふうに私は思うんです。 

 そういう点で、皆さん方のところに質疑の

各議員の通告書がお渡しされておるはずだと

思いますけれども、実は要請をしたわけで

す。したがいまして、この問題についてはぜ

ひ今後の運営委員会あたりで協議をしていた

だいて、是正をしていただきたいということ

をひとつお願いしたいと思います。 

 さらにまた、庁舎が３カ所に分かれている

のでいろんな面で非常に不自由を感じさせら

れたわけです。これは、議員だけではなくし

て町民も同じ立場に現在あるのではないかと

いう問題でございます。 

 一応、以上の２点にわたって感じたことを

ご報告を申し上げ、私の質疑に移りたいと思

います。 

 １つは、これは総務委員会に所属をする内

容ではありますけれども、一般質問との関係

でこの面について若干触れさせていただきた

いと思います。 

 ページ、47ページであります。中能登合併

記念イベント事業3,500万円についてであり

ます。この点についての事業内容、計画内容

を示していただきたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 五十嵐

議員からご質問がありましたイベント事業に
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ついてご説明を申し上げます。 

 今年度の町祭につきましては、合併による

中能登町誕生の記念イベントとしてとらえ、

地域住民の融和を図ることを目的としている

ところでございます。 

 従来は、旧３町ごとに全く別々の内容で実

施していたところであり、これを従来どおり

実施するということではなく、そういうこと

では交流が進みにくいと。また、予算や労力

も多くかかり、住民の融和を図るにも時間が

かかることが考えられます。これを一つの場

所で一つのイベントとして実施することによ

り交流が図られ、融和が進むことを期待する

ものであります。 

 合併しても統一イベントを開催する適当な

場所がない市町村がある中において、幸いに

も中能登町には従来から中心地として認識さ

れている運動公園というものがございますの

で、ぜひその施設を利用して、駐車場や休憩

場所の問題もあるわけですが、ここを第１回

目のイベントの開催地として考えておりま

す。 

 その中身でございますが、まず3,500万円

の予算でございますが、財源につきましては

特定財源としてオータムジャンボ宝くじの収

益配分金485万円と、ふるさと市町村圏基金

助成金135万円を予定しております。その差

額については、一般財源となっております。 

 次に、具体的な説明を申し上げます。 

 まず、主要な要素といたしましては、鳥屋

の曳山、鹿島のみこし、鹿西のおにぎりの要

素を融合し、町民及び地域の総参加型のもの

として住民の融和を図りたいと考えておりま

す。具体的には、ここが能登半郡とも言われ

るこの地域独自の共有財産であり、おめでた

いときにこそ曳かれるという曳山を旧町から

それぞれお出しいただきまして、また曳山を

出せないところにつきましてはみこしを出し

ていただき、地区参加でお願いしたいと考え

ております。 

 なお、おにぎりのことについては今後もう

少し検討を重ねたいというふうに思っており

ます。 

 そのほかには、保育園や小中学生の踊りや

演奏、それから歌謡ショー、総踊り、花火な

どを計画しております。 

 それで、次に具体的に歳出項目についてそ

の内容をご説明申し上げます。 

 報奨金1,276万9,000円につきましては、今

申し上げましたような曳山やみこし、太鼓、

獅子舞などの郷土芸能、それから小中学生生

徒、保育園児などの踊りの出演を想定しての

謝金が主な内容でございます。そのうちかな

りの部分を曳山に予定しております。 

 次に、コンテスト賞品代10万5,000円につ

きましては、イベントの中での写真などのコ

ンテストを想定しての賞品代でございます。 

 大きなものについてご説明申し上げます。 

 食料費168万7,000円につきましては、実行

委員会の会議費用や出演者、スタッフ、交通

整理員などの弁当代でございます。 

 印刷製本費は案内状やポスター、チラシな

どの印刷費でございます。 

 通信運搬費は切手代のほか、資材や出演関

係の運搬費、来場者のバス等の費用でござい

ます。 

 それから、広告料36万8,000円は、当日の

新聞広告、テレビやラジオのスポット等を想

定しての広告費でございます。 

 委託料の中での制作費781万8,000円は、ゲ

ストの出演料、子供向けのキャラクターショ

ー、司会者等の費用、イベント会社への企画

制作委託費などを内容としております。 

 会場設営費661万5,000円は、ステージの設

営、撤去、音響、照明、テント設営、仮設の

電気、水道、トイレなどを内容としておりま

す。 

 それから、看板制作費165万4,000円は、会

場内の看板や案内看板などを予定しておりま

す。 
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 主なものは大体以上のとおりでございま

す。現時点では、第１回の実行委員会を開催

したところでございまして、イベントの詳細

な内容は今後さらに詰めていきたいというふ

うに考えております。 

 今後、協議の中でこの予算のとおりいかな

い場合もあるかと思いますので、その際はぜ

ひともご理解、ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） さらに再質問いた

します。 

 私、聞き漏らしたのかもしれませんけれど

も、期日ですね。期日はいつなのか。 

 それと、これまでの鹿島町の例をとります

と、姉妹都市なんかあって、お互いに招待な

んかもしていたんですけれども、こういう点

についてはどのようにお考えになっているの

か。 

 以上の点についてお答えを願いたいと思い

ます。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 五十嵐

議員の再質問にお答えいたします。 

 期日を申し上げませんでした。大変失礼い

たしました。 

 期日は、８月13日土曜日一日を予定してお

ります。 

 それから、姉妹町のことでございますが、

旧鹿島町には富山県の大門町と姉妹提携を結

んでいたというふうに聞いております。それ

については、これまでは大門町の町長さんを

ご招待するとか、そういうことを聞いている

んですが、今年度につきましては、今後協議

したいというふうに思っております。現時点

ではまだはっきりしておりませんが、今後協

議の中で決定したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） 実は、これまでの

当局の報告では、日程は決まっていないと。

あくまでも予定であるというふうに、そうい

う報告があったわけですけれども、今の課長

の答弁では、８月13日というふうにはっきり

と日時が報告されたわけですね。というの

は、私あるところへ行ったところ、ある区か

ら区民の皆さんへということでもう既に祝賀

の内容とか、それからそういう内容について

各戸にビラが配布されておったんですよね。

そこで私、非常に不自然ではないかというよ

うなことを考えまして、質問をしたわけであ

ります。 

 この問題につきましては、まだ私以外に２

人の方から質問が出ているように感じますの

で、私はこの問題につきましては以上をもっ

て終わりたいと思います。 

 そこで、引き続いてちょっと逆になりまし

たけれども、37ページの地域イントラネット

４億2,900万円について質問をしたいと思い

ます。 

 私がいろいろと担当課から承った内容とし

ては、17年度内に完成をする予定であると。

そして、３庁舎間と学校と公民館、各施設等

をつなぎ、現在は線を借用している。年間そ

の借用料が約1,200万円を支払っている。し

たがって、自前の光ファイバーを敷き、３庁

舎と職員のいる場所のみが現在利用され、箇

所は24カ所である。将来はこれを45カ所に

し、図書館、児童館、テレビ電話、行政相談

等も可能にする仕掛けの基盤整備であると。

要するに、上下水道からするならば本管の布

設に値するものであると、こういうふうな答

弁をいただいておるわけであります。 

 そこで、お聞きをするわけですけれども、

公開用の端末を置き、情報を仕入れ、テレビ

電話や行政相談をできるまでにするには、ど

の程度の工事内容が必要なのか。そしてま
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た、現在予算化されておるところのこの事業

が完成された場合には、どれだけくらいの事

業料になるのか。さらに、管理運営費は幾ら

くらい見ているのか。 

 次は、県内での設置箇所、これがおわかり

だったら教えていただきたいと思います。 

 以上について答弁を願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 五十嵐議員

のご質問にお答えいたします。 

 まず、地域イントラネット事業の概要につ

いて簡単にご説明したいと思います。 

 この事業は、国の補助を受けまして実施す

る事業でありまして、ハード、ソフトあわせ

て先ほどおっしゃいましたように４億2,900

万円で実施いたします。これは、地域情報化

の推進を図るために実施するものでありま

す。 

 合併後の新町の速やかな一体化、住民サー

ビスの向上を図るため、３庁舎及び町内各施

設合わせて45カ所を光ファイバーで結ぶ事業

であります。 

 主な内容といたしましては、１つには主な

公共施設からテレビ電話を利用した行政相

談、公開端末を利用して各種行政情報を得る

ことができます。 

 ２つ目には、３庁舎にプラズマディスプレ

イを配置する予定でいます。それと、インタ

ーネットを通じて議会中継等を見ることがで

きるようになるということであります。 

 ３つ目には、町内の各学校間で遠隔授業が

できるテレビ会議システムを構築する予定で

あります。これらのシステムを有効に活用す

ることにより、双方向のコミュニケーション

の実現や電子自治体の実現を図りたいという

ふうに考えております。 

 それで、質問の内容ですが、公開用の端末

を置き、情報を仕入れ云々という話でした

が、これはあくまで現在24カ所、これは職員

が在駐している施設のみ民間の線を借り上げ

て、内部情報を伝達するのみに使っておりま

す。これをさらに広げまして、住民が対象に

なりまして公開用の端末、どなたでも操作で

きるような端末を配置いたしまして、それと

あわせてテレビ電話も配置したいというふう

に考えております。 

 そこで、最寄りの公共施設から各庁舎、直

接担当の方へいろいろ相談事ができるような

仕掛けにしたいというふうに考えておりま

す。 

 それと管理、年間の管理運営費というよう

なご質問でありましたが、管理に関しまして

は現在まだ積み上げの最中でございますが、

ハード機器の補修料はかかるかなというふう

に思います。その費用は大体導入経費の10％

ぐらいかかるんじゃないかなというふうに思

っております。 

 それともう１点、県内の設置箇所というよ

うな質問でありましたが、地域イントラネッ

ト事業といたしまして採択されたのは、平成

16年度に宝達志水町が採択されております。

今年度は中能登町と隣の七尾市が事業採択、

加賀の方では小松市、一応３市町が採択をさ

れております。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） 先ほど私がお尋ね

をしていた管理運営費、これは一応その管理

費は大体10％くらいを見る必要があるんじゃ

ないかということなんで、運営費がお答えが

なかったわけですね。運営費については大体

幾らほどかかるとお思いになっているのか。 

 それと、現在、1,200万円を支払っている

と。仮に今この施設を設備をした場合には、

結構な管理と運営費が必要になるのではない

かというふうに考えられるわけですね。どう

かすると非常用の発電工事、これが3,840万

円の上乗せになるわけですけれども、合計で

関係工事額４億6,740万円という金額になる
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わけです。 

 そうしますと、先ほども杉本議員が質問の

中にありましたけれども、決して今日の財政

状況は、そんなにたやすいものではないとい

うふうな立場からこういう質問をしておるわ

けですけれども、そういう面では、今は

1,200万円を支払っているけれども、当町で

今設備を終えたということになってきます

と、そういう範囲のつなぎ線といいましょう

か、こういうふうなものは大体仮に借用する

とした場合にはどれだけくらいの借用金額に

なるのか。この点について大体おわかりだっ

たらひとつ報告を願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 五十嵐議員

の再質問にお答えいたします。 

 運営費は幾らぐらいかかるかというような

ご質問ですが、これは何かをつくるとかとい

うものじゃなくて、こういう設備を整えて住

民や職員の皆さんに使っていただくというよ

うな趣旨のものでございます。 

 それで、運営費というのがかかるような予

定はしておりません。かかるのは、あくまで

機器の保守ということで、障害があったとき

のための保守費用のみ見込んでおります。 

 それと、線を借り上げた場合との比較でご

ざいますが、現在、庁舎間、３庁舎は100メ

ガ、出先は10メガで光の線を借り上げており

ます。これで年間1,200万円ということでご

ざいます。それを一応自前にするということ

で借上料はなくなるというようなことでござ

います。 

 今回整備する線でございますが、３庁舎は

１ギガ、それと各庁舎を100メガということ

で予定をしております。これはなぜかといい

ます、先ほども言ったように画像系のシステ

ムを導入いたしますので、できるだけ速い線

をということで現在思っております。 

 それで、それを借り上げたらどうなるかと

いうことでございますが、ちょっと手持ちに

比較した資料もございませんが、かなり、10

倍程度、もう少し上がるかもわかりません

が、何百万円というような現在の民間サービ

スでは非常に高い費用が発生するというふう

な思いでおります。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） 県内では今のとこ

ろ３カ所というふうにご報告がありましたけ

れども、私、この問題については一般質問に

も出してありますので、この問題については

以上で終わりたいと思います。 

 そこで、引き続いて民生費の58ページにな

ろうかと思いますけれども、大幅減額につい

てであります。 

 この問題については、私のいただいた資料

によりますと、３億5,354万3,000円の対前年

度比で減額かと思います。したがいまして、

その減額の内容について事業内容と工事額を

示していただきたい。 

 さらに、62ページですけれども、在宅福祉

対策事業について、平成17年度から国県補助

対象外ということで６件。しかし、この問題

につきましては、国県の補助がなくなっても

従来どおり町単事業として実施をしようとい

うふうに担当課ではご報告がありましたけれ

ども。 

 なお、63ページの老人ホーム入所措置事業

2,163万1,000円。これについても担当課の説

明によりますと、三位一体改革で廃止になっ

てしまったというふうな報告でありました。 

 こういう点について、町が町単事業として

この事業を継続するということについては敬

意を表したいと思いますけれども、こういう

ふうな県や国からの報告に対して町自体はど

のような態度をおとりになってきたのか。こ

の点について説明を願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 大村福祉課長 

  〔福祉課長（大村義一君）登壇〕 
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○福祉課長（大村義一君） 五十嵐議員から

のご質問３点につきましてご説明をさせてい

ただきます。 

 まず、民生費の大型減額についてでござい

ます。 

 先ほど五十嵐議員が申し上げられましたけ

れども、平成16年度の旧３町におきます民生

費の当初予算におきましては、旧の鳥屋町で

５億6,970万7,000円、旧鹿島町で９億1,051

万4,000円、旧鹿西町で８億384万9,000円の

合計22億8,407万円でありました。 

 中能登町での皆さんにお示しさせていただ

きました平成17年度民生費における予算は19

億3,052万7,000円であります。 

 これを比較いたしますと、五十嵐議員先ほ

ど申されましたけれども、３億5,354万3,000

円の減額であります。主な原因といたしまし

ては、旧の鹿島町におきます天平の里の増

設、改修工事に約8,700万円、それから旧の

鹿西町で建設されました健康ハウス憩建設事

業に３億18万4,000円、それからのとべ児童

館建設事業約8,700万円と、こういった大型

の事業がございましたので、こういったもの

につきましての減額となったものでありま

す。 

 それから、第２点目の在宅福祉対策事業の

国県補助の廃止でありますけれども、この中

の寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、軽度生活

援助事業、緊急通報装置整備事業、外出支援

サービス事業、訪問理美容サービス事業の５

件につきましては、国県の補助の廃止が平成

17年度から決まったものであります。 

 先ほど申されました老人ホーム入所者に対

する補助につきましても、これも国の三位一

体改革の一環として廃止となったものであり

ます。 

 この在宅福祉対策事業、それと老人ホーム

の入所者の国補助廃止となりますと、平成17

年度におきまして約1,900万円ほどの国県の

財源が減額と見込まれております。 

 これにつきましては、また国県、そういっ

たところへ交付税等で算出をいただけるよう

に要望していきたいというふうに考えており

ます。 

 それから、三位一体改革で国補助が廃止と

なったわけでありますけれども、在宅福祉対

策の事業、それから老人ホームの老人措置入

所者の入所につきましては、町として今後も

継続をしていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） 以上の質問と答弁

をいただきまして、私の質問をこれで終わり

たいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 次に、16番 武田純

一君 

 ここで10分休憩いたします。 

           午後２時41分 休憩 

 

           午後２時53分 再開 

○議長（作間七郎君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

  〔16番（武田純一君）登壇〕 

○16番（武田純一君） 前もって５番目のペ

ージ63ページ、これ私、民生の方に属してお

りますので、これはカットいたします。 

 まず最初に、ページ11ページ、町民税の徴

収率が99％、固定資産税97.1％と査定になっ

ております。合併協議会の資料によります

と、平成14年度の町民税に関しましては、鳥

屋が95.9％、鹿島97.9％、鹿西95.9％でござ

います。それから、固定資産税、鳥屋が

83.1％、鹿島92.1％、鹿西が88.9％でござい

ます。それが実態であります。 

 その実態の中で、徴収率を町民税99％、固

定資産税97.1％と査定されたのは特別な理由

があってされたものだと推察しております。

このことについてご答弁を願います。 
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○議長（作間七郎君） 林税務課長 

  〔税務課長（林富士雄君）登壇〕 

○税務課長（林富士雄君） 武田議員の町民

税の徴収率、固定資産税の徴収率についての

ご質問でございます。 

 これにつきましては、予算書の11ページに

町民税の個人の現年課税分についての説明の

中で、算出税額に対して徴収率99.0％、その

結果の収入見込み額を４億4,200万円として

いるものでございます。 

 先ほど固定資産税につきましては11ページ

から12ページにかけまして、同じく算出税額

８億6,001万7,000円に対して徴収率97.1％を

掛けまして、収入見込み額８億3,500万円と

しているものでございます。 

 その点についてのご質問でございますが、

合併協議会等の資料につきましては、滞納繰

越分を含めての徴収率が記載されておりま

す。この予算にただいまご質問の99.0％、

97.1％につきましては現年度分としての徴収

率でございます。 

 過去、15年度の決算を見てみますと、３町

合わせて町民税につきましては現年度分

99.3％、そして16年度の決算ですけれども

99.37％、また固定資産税につきましては３

町の15年度の決算は現年度分97.64％、16年

度の決算で98.01％となっておりますので、

それよりも低い数字という形で現年度分を算

出しております。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 私の手元にある資料

というのは、合併協議会の事務事業の方なん

ですけれども、それには今言われたように現

年度分と、それから滞納の分が書いてござい

ます。そのトータルでもって先ほど申し上げ

ましたように14年度分が町民税に関しまして

は鳥屋の方95.9％、現年度に関しますと

98.9％、鹿島の方は99.3％、現年度だけでし

たら。鹿西の方は98.7％です。いずれにして

も99％という大変高い目標を掲げてございま

す。 

 そうしますと、それに届かなかったときに

はやはり担当の課の方、これは朝駆け夜駆け

して徴収に努めなければならないんじゃなか

ろうかなと思います。 

 そういう観点から言いますと、もう少し現

実に即した目標を立てるべきではなかったか

なというのでこれを問題としたわけでござい

ます。 

 それを加味して、もう一度答弁をお願いい

たします。 

○議長（作間七郎君） 林税務課長 

  〔税務課長（林富士雄君）登壇〕 

○税務課長（林富士雄君） 先ほど申し上げ

ましたが、現年度分につきましては町民税を

とりますと15年度の決算で３町平均しまして

99.3％です。そして、16年度は99.37％で

す。今、予算の算定する際には99％という形

で、それを下回った数字で算定しておりま

す。 

 そしてまた、固定資産税につきましても15

年度の旧３町を合わせた徴収率は97.64％、

そして16年度の分は98.01％、今の予算の算

定のときにはそれを下回ってしておりますの

で、現年度分については過去の分を見まして

も大丈夫という形で算定させていただきまし

た。よろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 次に、ページ38ペー

ジ、一般管理費、自動車借上料146万5,000円

についてお尋ねをいたします。 

 鹿島町の平成15年度のバス借り上げ131万

6,750円でございます。16年度は予算では132

万9,000円となっております。 

 中能登町になりまして自動車の借り上げ、

これが146万5,000円。これで妥当なのかどう

か。 

 もう一つ、その借り上げるとき、バスを申

し込んだときにどういう基準で承認をされる
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のかお答えを願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） 予算書38

ページの自動車借上料146万5,000円につきま

してご説明をいたします。 

 町有バスは中型２台、マイクロバス３台、

５台ございます。全車が予約済みの場合、そ

ういった関係で使用できない場合につきまし

ては、民間の業者のバスを借り上げして対応

をいたします。 

 旧３町の実績をもとに算定を計上させてい

ただいたものでございます。旧の鹿島町では

町有バス１台で対応しておりましたけれど

も、対応し切れない場合は民間のバスの借り

上げをしておりました。ちなみに、16年度の

予算では鹿島町132万9,000円、鹿西町の方で

は15万円、合わせまして147万9,000円でござ

います。比較的鹿島町の借り上げの予算が多

かったわけでございます。 

 ３町の合併によりまして保有バス台数が多

くなりましたので、バスの需要はこの予算で

対応できるというふうに考えております。 

 それから、町有バスの利用に対する基本方

針でございますが、町の町有バスは公共事

業、福祉、社会教育、スポーツ活動等を行う

場合にバスを運行いたします。各種団体が利

用する場合、例えば女性協議会、老人会等の

団体が地区単位ではなくて町、あるいは旧の

３町の単位の団体として利用する場合にバス

の運行をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） ありがとうございま

した。 

 次に、ページ46ページ、総務管理費、太陽

光発電型街路灯設置工事260万円が計上され

ております。 

 太陽光発電の街路灯、これが必要なのは私

の思いでは大規模災害があったときに避難場

所、これを表示するため集まりやすくするた

めに設けるものだと理解をしております。 

 鹿島町の方では、議員研修で奥尻島の方へ

行ってまいりました。そのとき感じましたの

は、避難路、避難の誘導、これはすべて太陽

光発電でやっております。旧の鹿島町の場合

でしたら、太陽光発電でもって避難場所を表

示してあるのは１カ所のみでございました。

これは、鹿島中学校のところに設置してある

のだけです。 

 もし私の考え方が間違っていたら改めたい

と思います。私は、この前の中越地震、この

ときでも大規模災害、地震が発生したときに

は電力会社の電力、街灯、これはすべてだめ

になっている、使えないというのが実態でな

かったかなと思います。そうしますと、先ほ

ど申し上げましたように、避難場所、そうい

うところにこそ太陽光発電が必要でなかろう

かなというふうに思います。 

 基本的な考え方をお示し願いたいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 武田議

員の太陽光発電型街路灯設置工事についてお

答えいたします。 

 本事業の目的は、武田議員ご指摘のように

防災的見地から避難場所となる集会所の敷地

に街灯を設置するものでございます。 

 旧鹿西町では、地域新エネルギービジョン

というものを策定しておりまして、環境に優

しく住みよいまちづくりを進めるということ

で地球温暖化防止の推進にも役立てるという

ことで、太陽光や風力発電を用いた街灯の整

備などを実施してきた経緯がございます。 

 それで、このような施設については防災的

見地のみならず、新エネルギーの啓発普及と

いう、そういう観点からも取り組んでいると

ころでございます。 
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 ただ、このような施設は一般的なものと比

べまして大変現時点ではまだ高価なものでご

ざいます。一般財源のみで賄うことは難しい

というふうに考えております。 

 本事業では、宝くじ助成事業を利用して整

備するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 答弁の中では、避難

場所に設置するということなんですけれど

も、260万円で何カ所設置できるのか。それ

と、今後設けていかなければならない箇所が

どれだけあるのか。 

 私は、この次の一般質問の中で地震に関す

ることに関して質問するわけなんですけれど

も、邑知地溝地震帯というのがあります。そ

の確率も新聞に出ていたかなと思います。こ

のあたりは決して安心のできる場所ではござ

いません。鹿西の方、眉丈山の方にも２つの

断層があります。眉丈山第一、第二、それか

ら鹿島の方では石動山活断層、これが16キロ

あります。石川県で一番長い活断層は石動山

活断層であります。これは鹿島町のときには

何遍か申し上げたと思いますけれども、そう

いう中にあって今のこの設置の方、260万円

で何基できるのか。安全、安心な町を目指す

ためにはやはりもう少しふやすべきではなか

ろうかなというふうに思います。 

 今、260万円で何基できるのか。それか

ら、最小限度何基必要なのかお答え願いたい

と思います。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 武田議

員の再質問にお答えいたします。 

 まず、設置数でございますが、これは業者

からの見積もりをとりまして２基分計上した

ところでございます。ですから、１基当たり

130万円とかなり高価なものということが言

えると思います。 

 それから、設置すべき箇所でございます

が、これについては避難場所となる集会所、

公共施設等合わせますと100カ所以上に上る

かと思います。ですから、一気にこれを一般

財源で賄うのは非常に難しい面がございます

ので、いろんな補助制度を組み合わせてやら

ないと対応できないかと思います。短期間に

は非常に難しいことかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 太陽光発電に関しま

しては、今後の増設を期待しまして、次に移

ります。 

 次に、ページ126ページです。図書購入費

932万5,000円が計上されております。 

 平成15年度の鹿島町の決算では、図書の購

入費449万9,572円でございます。それを思い

ますと、決して高い数字ではなかろうかなと

思います。 

 平成14年度の合併資料によりますと、個人

の貸し出しで鳥屋の方の図書館の貸し出しは

４万6,608冊、鹿島の方10万5,581冊、鹿西３

万5,673冊であります。また、図書館の登録

者数、図書を借りるときには登録します。そ

れの登録者数です。鳥屋の方2,258人、鹿島

6,013人、鹿西2,490人でございます。 

 ことしの中能登町の予算932万5,000円。も

しこれを平等に分けた場合にはどうなるの

か。特色ある図書館づくりに努めなければな

らないかなと思います。 

 私は、12月の鹿島町の議会のときにも一般

質問をしております。図書館に関しまして

は。そのときの回答では、そういう話し合い

はしたことはないんだということだったと思

います。限りある財源、それを有効に生かす

ためにはやはり特色、３つあります図書館を

特色ある図書館に育て上げていく必要がある

んじゃないかなと。そういう観点から答弁を

お願いしたいと思います。 
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 それともう一つ、図書館審議会、これを合

併されましてからお開きになったのかどう

か。その方らのもし意見がございましたら、

明らかにしていただきたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 服部生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（服部顕了君）登壇〕 

○生涯学習課長（服部顕了君） お答えをい

たします。 

 現在、各図書館では町民の方々の学習、そ

れから調査活動、あるいは知識、技能の習得

のために必要な図書資料の収集、あるいは郷

土資料の収集ということで、まず第一義的に

はその基本姿勢で図書資料の収集と提供に努

めております。 

 そういった中で、特色ある図書館づくりと

いうご質問でございますが、現在までに鳥屋

図書館では社会的に課題といいますか話題に

なっている事象、事変についての図書資料の

収集に当たっております。鹿島図書館ではコ

ミック本という形でその充実を図っておりま

す。それから、鹿西図書館では古墳に関する

図書の充実を図っております。 

 そういうことで、今後もこうした特徴を生

かしながら住民の方々の読書活動に対する資

料の提供、それから収集に当たっていきたい

なと思います。 

 あと、図書館協議会の委嘱の関係でござい

ますが、現在、委員の委嘱は終わっておりま

す。この後、図書館協議会を開催させていた

だきまして、議員言われた特色ある図書館づ

くりという面についても、また図書の選定と

いう面についても協議していきたいなと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 事務事業の現況調査

票の、これ14年なんですけれども、14年、図

書館の方へリクエストされました本なんです

けれども、鳥屋が86冊、鹿島690冊、鹿西は

46冊でございます。 

 もしおわかりになりましたら、平成15年

度、平成16年度の図書館へのリクエスト、お

わかりになりましたらお答え願いたいと思い

ます。 

○議長（作間七郎君） 服部生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（服部顕了君）登壇〕 

○生涯学習課長（服部顕了君） お答えしま

す。 

 ３館におけるリクエスト等による図書購入

については今、把握しておりませんので、ま

た後でご報告させていただきたいと思います

が、一つ、鹿島図書館でいいますと、購入冊

数は2,780冊ほど、それから寄贈冊数につき

ましては500冊、これは16年度ですけれど

も。合計3,300冊ほどの図書が寄贈なり購入

をしているところでございます。 

 それぞれ鹿西、鳥屋図書館についても寄

贈、鳥屋につきましては横山さんの基金をも

ってその図書購入に当たっておりますし、鹿

西にもそれなりのリクエストによる図書購入

もありますので、全体の掌握についてはまた

後でご報告させていただくということでご理

解よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） どうも申しわけござ

いません。 

 以上で私の質問を終わります。回答どうも

ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 次に、14番 藤本一

義君 

  〔14番（藤本一義君）登壇〕 

○14番（藤本一義君） それでは、通告書に

基づいて私の質問をいたします。 

 まず１点目は、ページ97ページ、19の２に

なりますけれども、各森林組合への補助金の

作成であります。 

 私の聞くところでは、この補助金の内容と

いうのは林業事業への補助と聞いております

が、２つの組合とも同じ事業としてとらえら

れての措置なのか。また、組合の実態を十分
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掌握した上での措置でしょうか。その辺につ

いてお聞きいたします。 

 私の把握しているところでは、中能登森林

組合さんは多様な森林業の業務を行っておら

れますが、越路森林組合さんの方では森林育

成事業の方が何か行われていないように聞い

ておりますが、その辺を含めて私の掌握して

いる内容が間違っていれば教えていただきた

いし、またそういう事情なら果たしてこの補

助金の張りつけの仕方が正しいのか、その辺

についてひとつお尋ねいたします。 

○議長（作間七郎君） 澤農林課長 

  〔農林課長（澤 賢造君）登壇〕 

○農林課長（澤 賢造君） 藤本議員の各森

林組合の補助金算定の内容、経緯についての

ご質疑にお答えをいたします。 

 中能登森林組合の補助金は、2,608ヘクタ

ールを対象にした造林保育や組合員に対する

指導により地域森林の整備を図り、森林の広

域的機能の向上を図るために森林組合事業、

推進事業、森林育成事業など旧３町が林家戸

数割や森林面積割等で事業の一部をそれぞれ

補助していたものでございまして、今回、中

能登町予算として一括林業振興のために計上

をいたしました。 

 また、越路森林組合の補助金については、

684ヘクタールを対象にしたものでございま

して、地域森林の整備や森林の公益的機能の

向上を図るための森林組合事業、推進事業の

一部補助として林業振興を図るため予算計上

したものでございます。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 14番 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） ただいま課長から答

弁いただきましたが、答弁になっていないよ

うな感があります。といいますのは、私の考

えが、掌握した事実が間違っているのかどう

かという内容をまず先にお聞きしたはずでご

ざいます。 

 それで、今の説明ですと、双方とも森林事

業をやっておられると、そういうような解釈

をしておりますが、それで実態確実に答弁さ

れて間違いないんですか。再度確認いたしま

す。 

○議長（作間七郎君） 澤農林課長 

  〔農林課長（澤 賢造君）登壇〕 

○農林課長（澤 賢造君） 私の把握すると

ころによりますと、越路森林組合について藤

本議員のおっしゃることについては、的確に

まだそういうことの把握をしておりませんけ

れども、今後把握して対応したいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） それでは、その件に

つきましては後日的確に把握されて、具体的

な説明をきちっとお願いいたします。 

 次に、商工費、これはページ99ページ、19

の２、これも補助金の話でございます。 

 この中で、中能登町商工会という項目

2,840万円という大きな補助金の金額が載っ

ております。他の補助金等は、項目の説明で

具体的な事業名とか何々をするという項目で

あらわされておりますが、この漠然とした中

能登町商工会補助金という内容と、その経緯

について教えていただきたい。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 岡野商工業担当課長 

  〔商工業担当課長（岡野 昇君）登壇〕 

○商工業担当課長（岡野 昇君） ただいま

の商工会補助金の内容についてご説明いたし

ます。 

 商工会の補助金の算定内容でありますが、

これは商工会運営事業費と地域活性化事業に

かかるものが合わせて2,840万円を計上して

あります。この金額につきましては、16年度

の３町の商工会事業にかかる補助金合計額に

つきましては3,665万円となっております。

これと比較しますと、今年度は825万円の減

額という状況であります。 

 ちなみに、内容的にこの2,840万円の算出
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基準としましては、中能登町商工業振興事業

補助金交付規則というものがありまして、こ

の２条に基づきまして算出してあります。 

 まず、その中の第１項でありますが、経営

改善普及事業費として、これは県が6,548万

円補助しております。これに伴って、町が

2,105万円補助交付するものであります。こ

れは、内容的には人件費、指導事業費が該当

しております。 

 次に、第２項でありますが、これは地域総

合振興事業費として町が695万円の補助をし

ております。あと残りは商工会自己財源で

1,200万円を見ております。この事業費は町

長が認めたものとしての事業費となっており

まして、この事業費の内容は、各部会７部会

あります。このほかに合わせて全部で16事業

対応しております。 

 次に、第３項にありますものとしまして地

域活性化事業、こういうものがありますが、

これも同じく町長が認めた事業として対応し

ているものでありまして、この中身につきま

しては県が613万円負担します。残りの町は

40万円、あと自己財源で20万7,000円、これ

は商工会。この町の補助金は合わせて2,840

万円となっております。 

 次に、この経緯でありますが、職員は４月

１日付をもって石川県商工会連合会の職員と

しての位置づけになりました。 

 また、この補助金申請の流れであります

が、これは県商工会連合会からのまず一番最

初に内示があります。それに基づきまして商

工会で事業計画を作成します。これを作成し

たものを県または商工会連合会へ提出して、

そこで審査を受けます。その審査を受けたも

のがまた商工会へ返ってきまして、その内容

に基づきまして町の方へ補助金申請と相なり

ます。こういう流れになっております。 

 また、職員の給料等に関しては、これは合

併したことによりまして国県からの補助金の

対応の仕方が、合併後10年間は現状のままで

見ますと、こういうふうになっておりますの

で、これに対応したもので見ていきたいと考

えております。 

 そういうことで、17年度の商工会運営費に

かかる補助金につきましては、申請内容に基

づきましてこれを審査し、人件費、事業費合

わせて2,840万円というふうになっておるも

のであります。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） 大変細かく説明をし

ていただきましたが、重ねて２つほどお尋ね

をいたします。 

 これは確認の意味なんですけれども、町補

助費の一部を人件費の中身まで入っていると

いうとらえ方で間違いがないか確定をお願い

します。 

 もう一つ、先ほど課長も言われたように、

規定に決まった内容となっております。それ

につきましては、町規令の2,082ページです

か、その別表に基づくものでございましょう

が、この中で町長が定めるものというような

表現の仕方がございます。これらについても

特別な定義はございませんが、こういうもの

は先ほど課長の説明の中にありましたよう

に、各３町から以前いただいた町長の規定額

をそのまま事務局といいますか担当課の方で

明示をして決められたものですか、町長と独

断でその査定の中で行われるものか、その辺

を明確にお答え願います。 

○議長（作間七郎君） 岡野商工業担当課長 

  〔商工業担当課長（岡野 昇君）登壇〕 

○商工業担当課長（岡野 昇君） 再質問に

対してお答えいたします。 

 人件費につきましては、これは県の商工会

連合会から商工会の要綱でこういうふうに基

準が定めておられるものであります。これに

基づきまして、この町の規則がありますが、

これに基づきまして、県が負担するものがあ

ります。この残りを町が負担することになっ
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ております。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 岡野商工業担当課長 

  〔商工業担当課長（岡野 昇君）登壇〕 

○商工業担当課長（岡野 昇君） 済いませ

ん。一つ抜けておりました。 

 先ほどの町長が認めるという、定めるとい

うこのものでありますが、これは申請に基づ

きまして町長と財政と審査しまして定めた数

字でございます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） 午前中からいろんな

質問の中で補助金のあり方についていろんな

不透明さが感じられます。私の今したところ

でも、私も本当に納得するのかなというよう

なこともございますが、今、行政では合併に

よるメリットというようなことでスリム化は

避けて通れないと、そういうことも十分承知

しておりますし、またスリム化といえば補助

金の削減等もかかってきます。 

 先ほどの課長の答弁の中で、申請のあった

ものは満額採用するような事業もあります

し、午前中の杉本議員の中にもありました

し、私も方々から聞いてあるのでは、やはり

補助金が削減されて困っていると、こういう

ようなことも聞いております。 

 何が基準なのか、明確に町民の説明に私ど

もは本当にできないのが現状かと思われま

す。先ほどの決める例規集の中身を見ても、

具体的に定義のなされていないものもありま

すし、その辺を踏まえて今新しい町の門出で

ありますので、従来の慣例とか恒例とかにと

らわれずに、新しい補助金制度というものを

検討見直しをされることがあるか町長にお尋

ねをいたします。 

 以上で私の質問は終わります。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 藤本議員の質疑にお

答えしたいと思います。 

 今後の補助金のあり方についてということ

でありましたけれども、補助金はやはりその

団体を育て、育成していくのであると考えて

おります。その団体が一本立ちしていけば、

当然補助金は減らしていくべきものであると

思っております。 

 そういう中で、今後、それらの団体の活

動、実績を見ながらいろんなことを勘案をし

ながら決めていくべきだと、そう思っており

ます。 

 今、合併をいたしまして３町のそれぞれの

団体が一緒になったわけでございます。それ

ぞれに違う、少し違うところもあるし、大き

く違うところもあります。そういう調整も必

要でないかなということで、今回はできるだ

け皆さん方の意見を聞きながら、その団体に

昨年度の３つの活動を見ながら決めさせてい

ただきました。この１年間、今一緒になった

団体の実績、あるいは活動を先ほど言いまし

たように勘案しながら、これからは新しい補

助金の基準も設けていきたいと、そう思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 次に、15番 古玉栄

治君 

  〔15番（古玉栄治君）登壇〕 

○15番（古玉栄治君） それでは、通告書に

従いまして４つのことについて質問させてい

ただきます。 

 それでは、まず17年度一般会計予算につい

て。町祭についてであります。 

 先ほどは、五十嵐議員におかれましてはい

ろいろ配慮をいただきありがとうございまし

た。私も少し残っておりますので、続きをお

聞きしたいと思います。 

 先ほど具体的なものについては説明があっ

たのですけれども、私としてはまず、この町

祭にはどのくらいの参加を見込んでいるの

か。これ人数ですね。そしてまた、その駐車

場、十分確保できるのか。駐車場の台数。ま
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た、車に来れない方にはどのような措置を講

じるのか。多分、町所有のマイクロバスなど

を利用してシャトルバスという形をとると思

うのですけれども、それをどのくらい用意さ

れているのか。まずこの点についてお願いい

たします。 

 もう一つ、２款ということで、結婚推進事

業について。ページ47ページ、95万7,000円

打ってありますが、どのような事業を計画さ

れているのか。また、中能登町にはどれくら

いの独身者がいるのか教えていただきたいと

思います。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 古玉議

員の町祭についての質疑にお答えいたしま

す。 

 まず、計画内容については五十嵐議員にご

説明申し上げましたので、重複するかもしれ

ませんが一応もう一回ご説明いたします。 

 去る６月８日に議会、それから区長会、商

工会、女性協議会、観光協会、交通防犯推進

隊、体育協会、文化協会、子供会、行政など

の代表者から成る第１回目の実行委員会を開

催いたしました。そして、それで期日、場

所、主な内容について決定させていただきま

した。そのことについては先ほどの答弁と重

複しますので、割愛させていただきます。 

 それで、来場者数、参加者数でございます

が、これについては正式にまだ算定している

ものはございません。今のところ思いといた

しましては、中能登町の人口の約半分以上が

参加されることを目指しまして、１万人以上

を目標としております。 

 ご年配の方々には、運動公園に来られたこ

とがない方もたくさんおいでるかと思います

ので、この機会にぜひご来場をお願いしたい

というふうに思っております。 

 そこで、駐車場のことになるのですが、残

念ながら運動公園には駐車場は130台程度し

かスペースがございません。このため、近隣

の空きスペースをお借りしまして駐車場の確

保をするとともに、これに合わせて古玉議員

ご指摘のようなシャトルバスの運行、それか

らコミュニティバスの運行を考えておりま

す。 

 なお、近隣の駐車場といたしましては、中

能登消防署の訓練所、それから日生運輸さん

の駐車場、その隣接のゲートボール場、それ

から旧滝尾織布さんの工場跡地をお借りする

ことで現在内諾をいただいております。これ

で大体600台近くが確保できるものというふ

うに考えております。 

 あと、通告書には報償金のことが書かれて

いるのですが、これはご質問になかったです

か。それでよろしいですか。 

 以上のとおりでございます。どうかよろし

くお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） それでは、古

玉議員のご質問にお答えいたします。 

 予算書は47ページということで、結婚推進

事業についてということでございますが、こ

の事業、どのような事業を計画されている

か、また中能登町にはどのくらいの独身者が

おいでるのかということでございます。 

 まず、結婚推進事業についてでございます

が、現在、中能登町結婚推進員という方々、

14名でございますけれども、去る６月１日に

委嘱をしまして組織をさせていただきまし

た。男性４名、女性10名の方々です。その名

称については、中能登町結婚推進員の会とい

うことで、仮称でございますがそういうふう

に認識をしております。 

 その会の事業といたしましては、毎月１回

をめどに各旧鹿島、それから鳥屋、鹿西とい

う旧町単位の地域で会議を持っていただいて

おります。会議と申しましても、結婚相談の
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日ということで設定をし、７月の広報にもそ

の日程等を掲載する予定におりますが、今月

から鹿島地区、それから鳥屋地区についても

活動を開始はされております。 

 鹿島地区においては、鹿島庁舎相談室にお

いて第二月曜日の午後１時半から２時間。そ

れから鳥屋地区においては、福祉センターの

和室で毎月22日に開催されております。午後

７時から２時間。鹿西地区においては、今ま

でこういう組織はなかったものであります

が、推進員の方々は積極的に開催設置すると

いうことで、鹿西庁舎の会議室で毎月５日と

いうことで午後７時から２時間を開設すると

いう計画におります。 

 それと、町のつながりの体系といたしまし

ては、３カ月に１回この方々、14名の方々の

合同会議を開き、推進員同士の情報交換その

他懇談をしていただきまして、進めてまいり

たいというような計画におります。 

 また、次に中能登町にはどれくらいの独身

者がおいでるかというご質問でございますけ

れども、独身者の年齢範囲というものがなか

なか規定というか確定といいますか、決めら

れないというものでございまして、今のとこ

ろそういう把握はしておりません。 

 ただ、今までの経緯からしまして、鹿島地

区の例を挙げますと、相談の月にはその開設

されている場所に相談に来られる方も含めま

して、それから電話相談も含めまして月に大

体平均２人から多いときで３人ぐらいの新し

い方の情報といいますか、そういう相談があ

るということは聞いております。 

 そういうことでございますので、今後また

そういう結婚推進というものについて、また

町としても進めていきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） まず、町祭につい

て、大体１万人から１万人強ほどを予定して

いるということですが、この600台の駐車

場、運動公園に130台入れて730台、これで十

分あるのか。それと、先ほど町巡回バスを利

用してのシャトル便で１万人、600から700台

になりましたら４人乗ってきても2,800人、

残り7,000人ほどですよね。運ぶことができ

るのかどうなのか。 

 また、それと１万人もの人が集まる席で、

飲食ということに関してどのような計画があ

るのか。今ほど実行委員会の中に飲食関係と

いうものが入っていなかったように思うので

すが、このところで例えば飲食関係の方々か

ら何らかの日にち、場所的なもので参考にさ

れるようなことを聞いたのかどうなのか、ま

ずお聞きしたいと思います。 

 それから次、結婚相談員なんですけれど

も、以前からうちの町、鹿島町にもこういう

結婚相談員、月に１人、２人という形での話

は聞いております。 

 ここに実は先日の提案理由の説明書があり

ます。10ページ、少子化対策として、子育て

支援の充実として、現行の出産祝い金を引き

上げるとともに、母子健康医療の充実として

高額となります不妊治療の助成として１件20

万円を上限としてという形で、少子化あるい

はこういうところでは十分予算がついている

のですが、出産するにも不妊治療をするにも

まず結婚しなきゃいけないと。その結婚する

事業が少しお粗末でないかなと。もっともっ

と積極的に若い人たちが出会える場をつくる

事業をつくってはいただけないかなと、そう

思うのですが、いかがでしょうか、よろしく

お願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 古玉議

員の再質疑にお答えいたします。 

 まず、駐車場スペースのことでございます

が、確かにご指摘のとおり十分なスペースと
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は言えないかと思っております。 

 実行委員会のもとに、交通安全輸送部会と

いうものを設けまして、そこで今後さらに協

議して、さらに駐車スペースについても確保

できないか協議してまいりたいと思います。 

 それから、飲食関係でございますが、模擬

店ということになるんですが、そこら辺につ

いては今後協議を進めていく予定でございま

す。現時点では具体的なものは出ておりませ

んので、ご了解をお願いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） 古玉議員の再

質問にお答えいたします。 

 先ほどこちらから申しました事業計画はな

いかという質問で、こちらからは結婚相談員

の活動状況というようなことでお答えしたわ

けでございます。 

 今後、町といたしましてもこの推進員の相

談員とまた協議をしながら、旧町、鹿島ある

いは鳥屋の方ではいろんな若者たちの出会い

事業というものをやっぱり何回かされている

ということを聞いております。それと、近隣

で申しますと七尾市が今度、七夕で会いまし

ょうというような会議もされるということも

情報もこちらの方へは入っております。ま

た、県としましても縁結びistという、そう

いうアドバイザー、縁結びのアドバイザー的

な講座というものも開きまして、そういう結

婚相談員というか推進員の養成というものを

県も進めております。 

 それから、先ほどご指摘のありました県で

いいますと、エンゼルプランという中でいろ

いろと少子化対策の施策も県では進めておる

というようなことも情報では次から次と入っ

てきておりますので、これらの情報を踏ま

え、また相談員と相談しながら町としてもい

ろんな事業を展開していきたいなということ

は考えておりますので、その点またご協力を

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほど駐車場の問題

で私ちょっと気になるんですけれども、まだ

駐車場が十分確保できていないと。台数分、

人数分ね。そういう中で、無理に現状のこの

運動公園でやるのがいいのか、またその１万

人が集まれる場所がほかにないのか。その辺

の検討のし直しということはまずできないの

か。これは答弁は別として、ぜひその辺の検

討も含めて一度じっくり考えていただきたい

と思います。 

 それから、今、結婚推進員については、課

長の方ではいろいろ情報を持っておいでま

す。私以上にたくさんの情報を。せっかく情

報あるんですから、その情報をもとにいろん

な事業をやっていただきたい。それについて

は、多分町長は文句は言わないと思います。

ぜひまた補正予算なり何なりでやっていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。そうですよね、町長。 

 その次、続きまして、順番で３番目、第18

回全国女性消防操法大会出場について、111

ページ。121万6,000円計上されているのです

が、中能登町にはこの女性消防隊というのは

一体何チームあるのか。また、石川県ではど

こでどのようなチームがあってどのようなこ

とが行われているのか。また、全国まで行け

るのですから、いつどこで行われるのか。ま

た、１チーム何人ほどで選手はどのくらいな

のか。そして、121万6,000円、これを１人当

たりにすると幾らくらいかかるのか教えてく

ださい。お願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 まず、中能登町に何チームあるのかという

ご質問でございますが、今現在、鳥屋婦人防

火クラブ、それから鹿西女性防火クラブの２
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団体でございます。 

 それから、石川県では何チームあるのかと

いうご質問でございますが、私ども調査いた

しましたところ、287団体ございます。 

 いつどこで行われるのかというご質問でご

ざいますが、これは全国大会でございます

が、10月20日木曜日、横浜市の方で開催をさ

れます。全国からは47チームの出場が決まっ

ております。当中能登町からの出場チーム

は、そのうちの12番目に出場するということ

で、もう既に決まっているのが現実でござい

ます。 

 それから、１チーム何人で、選手は何人か

というようなご質問でございますが、１チー

ムの構成は、隊長、指揮者、１番員、２番

員、３番員、４番員、それに補助員の合計７

名でございます。 

 １人当たりについて幾らぐらいになるかと

いうことでございますが、121万6,000円とい

うことでございますけれども、これにつきま

しては町からの補助ということで121万6,000

円の金額計上させていただきましたが、経費

的には１人約８万8,000円ぐらいかかる予定

になります。これは、補助金のあれからいき

ますと１万7,000円ぐらいになりますが、必

要経費といたしましてはそれくらいになると

いうことでございます。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 済いません。今、ち

ょうど数字が少し混乱していたもので。この

補助金の方をもう少し、もう一度後でお願い

いたします。 

 まず、我が中能登町に２団体、県で287団

体。その中で唯一行けるということは、大変

すばらしいことだなと思います。ぜひ頑張っ

てほしいと思います。 

 １泊される、10月20日ということですが、

先ほどちょっと私金額とその辺、もう一度詳

しくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 先ほどの金額につきましては、７人という

のはチーム編成でありまして、それに随行と

いいますか、応援等も含めまして17人を予定

いたしております。そういうことで、先ほど

単価的なものはちょっと行き違った経緯がご

ざいますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほど17名と言われ

たんですけれども、17名で121万。私ちょっ

と割り算があれなんですけれども、選手が７

名。７名が選手であり、残り10名が補欠にな

るのか何なのか私わからないんですけれど

も、それだけまで全部出す必要があるのかな

と。というのも、今まで私の知る限りでは、

選手だけの費用であって、補欠の分は果たし

て今まで出していたかなという。私は、これ

は鹿島町にしていった場合ね。もしこれが出

せるならば、今後、例えば高校生、中学生、

全国大会、国体、いろいろありますよね。そ

ういうものに参加された場合、このような厚

い補助を出していただけるのか、その辺をよ

ろしくお願いいたします。答弁お願いいたし

ます。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 こればっかりということじゃありませんの

で、今後、こういう防火思想普及等も含めて

出場するということはなかなかできない大会

に行かれるということもありまして、今回予

算計上させていただきました。 

 ほかの補助金、各今言われた中学校、それ

から小学校、全国大会等皆さん出場される場
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合、そういうときの比較等も今後検討して、

またその対応に努めたい、このように思いま

すので、よろしくご理解のほどお願いいたし

ます。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） どうもありがとうご

ざいます。また、そういうチームが出たとき

には検討していただけるということで、大変

すばらしいことだと思います。 

 続きまして、住宅管理委員報酬について。

ページ110ページですが、これはどのような

ことを協議する委員会なのか少し教えていた

だきたいと思います。 

 そして、委員のメンバー、委員数、年間ど

のくらい会議をされるのか。お願いいたしま

す。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） 予算書

110ページの住宅管理運営委員報酬につきま

してご説明をさせていただきます。 

 この報酬にかかわる委員会でございます

が、町営住宅の入居者の住宅困窮度の判定基

準をこの住宅管理運営委員会でご相談すると

いうことになります。通常、町営住宅への入

居者といいますのは低額所得者で、同居家族

がいる等の要件を備えた者から決定をいたし

まして、応募者が多い場合は抽せんで決定を

しております。 

 特に、住宅困窮度の高いものは住宅管理運

営委員会の意見を聞きまして、入居の判断を

させていただくということになります。 

 委員につきましては、学識経験者、広域の

代表、町の職員から町長が委嘱をいたしま

す。 

 委員数、開催の回数は決まったものはござ

いませんけれども、予算上、８人、年２回の

開催分を計上をさせていただきました。日額

で6,000円16人分ということに相なります。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 実は私、なぜこの質

問をしたかといいますと、この住宅管理運営

委員報酬というのが110ページ、土木費に入

っておりました。私、住宅管理ということで

監理課がすべて管理しているもののはずなの

に土木に載っていたので、あれ、おかしいな

と。町の町有施設、財産はすべて監理課の管

理のもとに行われるはずなのに、まず土木に

出ていたので私はなぜかなという疑問があり

ました。 

 それと、今、うちの町では参事兼監理課長

という役職にあられる方、今の総務課長、お

三方おいでますよね。そういう方が管理の責

任を持っておいでる方がおいでるのに、なお

かつ運営委員会というものが必要なのかなと

思いまして質問いたしました。その辺につい

てもう一度答弁をお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） 再質問に

ついてお答えをさせていただきます。 

 地方自治法の施行規則上、予算につきまし

ては目的別に計上させていただいておりま

す。住宅費につきましては、８款の建設費の

方で計上させていただくということになって

おりますので、それに従ったものでございま

す。 

 監理課の予算は、そのほかにも墓地公苑、

総務系のところの車両管理とかそういったも

のがございますが、各科目に計上をさせてい

ただいているということになります。 

 それから、この委員会自体の設置の是非で

ございますが、実際の今まで、例えば鹿島町

ですと入居の出入りが余りなかったという実

態がございますので開催もしていなかったと

いうことになります。ただ、条例上、こうい

う委員会の制度がございますので、そういっ

たケースが出てきた場合にはこの委員会を開

催するということで、一応予算上計上させて
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いただいているものでございます。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 以上４点説明いただ

き、本当にありがとうございました。これか

ら中能登町のために頑張っていきたいと思い

ます。皆さんもまたよろしくお願いいたしま

す。 

 これで質疑を終わらせていただきます。ど

うもありがとうございます。 

○議長（作間七郎君） ここで10分間休憩を

いたします。 

           午後４時15分 休憩 

 

           午後４時29分 再開 

○議長（作間七郎君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 ここであらかじめ会議時間の延長を告げて

おきます。 

 次に、２番 諏訪良一君 

  〔２番（諏訪良一君）登壇〕 

○２番（諏訪良一君） それでは、平成17年

度一般会計予算の歳出の中から、次の３点に

ついて質問したいと思います。 

 敬老祝金について、63ページです。 

 これまでは長寿をお祝いし、地域の方々と

の触れ合いを高めることを支給の趣旨として

高齢者の方へ訪問をしたところですが、今年

度からは口座振込によって支給するようなこ

とを聞いております。 

 かようなことを踏まえまして、敬老祝金支

給体制の合理化のねらいと、住民へのサービ

スについて担当課長にお尋ねします。 

 次に、遊休農地解消事業についてです。 

 就農者の減少と高齢化の進展に伴い、特に

未整備田で遊休農地が年々ふえつつありま

す。もう転作の確認が終わったところです

が、遊休農地の現況を把握しておいでること

と思います。これから遊休農地の解消をどの

ようにされるかということについてお尋ねし

ます。 

 次に、観光振興についてであります。ペー

ジは100から101ページ。 

 町内には史跡や伝統産業と観光資源はいろ

いろありますが、合併を契機に斬新な企画で

パンフレット及びポスターの作成が肝要と思

われます。そんなことから、早急にパンフレ

ットの作成が要求されております。 

 それから、石動山の観光案内人、これはボ

ランティアによって行われております。ちな

みに、昨年の実績は86団体1,700人案内され

ているそうですが、観光案内人が不足してい

ると。わけても勤めを持っておいでる方々と

いうことから、平日における案内人が不足す

るということから、当局ではどのようにお考

えておいでるかということについてご質問し

たいと思います。 

○議長（作間七郎君） 大村福祉課長 

  〔福祉課長（大村義一君）登壇〕 

○福祉課長（大村義一君） 諏訪議員の言わ

れます敬老祝金の支給についてのお尋ねであ

りますけれども、これにつきましては、９月

１日現在で中能登町に５年以上住所を有した

80歳の方に対しまして敬老祝金として１万円

を支給する事業であります。 

 旧の鳥屋町におきましては、９月１日現在

で80歳以上の方、１万円につきまして口座振

込をいたしておりました。鹿島町におきまし

ては、９月１日現在80歳以上の方、8,000円

を支給しておりまして、その方につきまして

は地区の老人会長さんが訪問して支給という

ふうに聞いております。旧の鹿西町におきま

しては、９月１日現在で85歳以上の方を対象

にして8,000円を支給したというふうに聞い

ております。それにつきましては、町長また

は民生委員さんが訪問して支給をするという

ふうに聞いております。 

 前の事務の事業現況調査にも書いてござい

ますけれども、これにつきましては基準日、

なお金額、対象年齢等が相違をしておりまし
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たので、調整案として鳥屋町の例によってさ

せていただきました。 

 ただ、口座振込、これは旧鳥屋町もやって

おりましたけれども、先ほど諏訪議員ご指摘

のとおり、まだはっきりとは決まっておりま

せん。まだ期日もございますので、町長と相

談して、口座振込がいいのか、家庭を訪問し

て支給するか、そういったことにつきまして

はまだもう少し若干日がございますので、検

討させて決定したいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 澤農林課長 

  〔農林課長（澤 賢造君）登壇〕 

○農林課長（澤 賢造君） 諏訪議員の遊休

農地解消事業についての質疑にお答えをいた

します。 

 まず、遊休農地の現況についてであります

けれども、これは面積実態については把握は

していない現状でありますけれども、今年

度、県農業会議において県内全域の農業委員

会で荒廃農地の実態調査を実施する予定でご

ざいます。その中で、対策を検討していくこ

とになっております。 

 それで、次に遊休農地解消事業で何を期待

するのかということでございますけれども、

不在地主や高齢化等で荒廃した農地を解消す

るために、生産組合などを対象にした草刈り

等に対する助成を行い、周辺農地の営農に支

障を来さないような施策を検討したいと考え

ております。 

 なお、現在、生産調整の転作田については

生産組合長を通じて耕作者に草刈りをお願い

しているのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 古澤商工観光課長 

  〔商工観光課長（古澤清二君）登壇〕 

○商工観光課長（古澤清二君） お答えをい

たします。 

 中能登町観光パンフレット、現在、７種類

の作成及びポスターの作成については現在、

資料収集を行っているところでありますが、

今議会終了後直ちに業者へ発注することとい

たしております。 

 それから次に、石動山のボランティアの関

係でありますが、石動山ボランティアガイ

ド、これは「いするぎ夢案内」というボラン

ティアグループの方々が、土曜日、日曜日を

含めて平日も活動されておりますが、しかし

会員９名と少ないために大変苦労されている

と伺っております。 

 平日については、現在、地元の詳しい方を

お願いするか、役場の担当職員が案内してい

るのが現状でございます。 

 現在、いするぎ夢案内では随時ガイド受講

申し込みにより講座開設を予定をいたしてお

ります。 

 今後の対応策といたしましては、一人でも

多くの方々がボランティアガイドとして活動

していただけるよう、受講募集をＰＲしてい

きたいと思っております。 

○議長（作間七郎君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 再質問をしたいと思

います。 

 敬老祝い金の支給についてでありますが、

私、ご縁ありまして３年間支給を行ってきて

おります。その経験からして申し上げたいこ

と、質問したいことを言います。 

 まず最初に、口座振込の場合には口座開設

が問題になってきます。このあたりは、お金

のことは夫婦であってもかなりガラス張りで

ないところはあると思いますし、あった方が

またいいのじゃないかなと思うんですが、こ

のあたりがまず一つ問題ですね。 

 それから、口座で入ってくるときには必ず

しも１万円の価値観が現金でもらうよりもあ

るとは言いがたいです。 

 それから、行動力のない方は、現金が喜ん

でおいでます。 

 そんなことから、やはりもらって喜ばれる

ようなお金、それから町からいただける、あ
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りがたいという喜ばれるような支給の仕方、

このことを特にお願いしたいと思います。 

 それから、遊休農地の解消についてですけ

れども、20万円の予算で何を期待しておいで

るのか。草刈り程度ならばさほど事業として

上げるほどではなかろうかと思います。 

 それから、遊休農地の現況を把握しておい

でないということは少し問題ではないかと思

います。 

 観光につきましてですけれども、ちょうど

今、この石動山へ上がってこられる時期にか

かっております。遅いパンフレットの作成で

は喜ばれないと。そういうことから、タイミ

ングを失しないように早く対応していただき

たい。ポスターはさほどおくれても問題では

ないのではなかろうかと、このように思いま

す。 

 そういうことから、タイミング、それから

お金の有意義な支出、この点をお願いしまし

て質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 次に、５番 宮下為

幸君 

  〔５番（宮下為幸君）登壇〕 

○５番（宮下為幸君） 平成17年度一般会計

の中から３点質疑させていただきます。 

 ページ37ページ、地域イントラネット基盤

施設整備事業に合併特例債の一部を利用して

４億3,900万円が計上されています。来年度

以降にかけて継続されていくと思いますが、

投資的な効果があるのかどうか聞きたいと思

います。 

 企画課長となっておりましたが、情報担当

課長にお願いしたいと思います。 

 ２番目、ページ67ページ、健康ハウス運営

事業で、健康ハウス憩は施設としては健康増

進には大変価値のある施設と思われますが、

今年度一般財源から歳出が2,881万7,000円、

月にすれば240万円も食い込んでくるという

ようなことになっております。これについ

て、料金の改正が必要ではないかと思います

が、福祉課長に答弁をお願いしたいと思いま

す。 

 ３番目、ページ85ページ、労働費で中能登

町シルバー人材センターに300万円が計上さ

れていますが、補助金がかなり、旧の３町の

100万円ずつを合わせたような金額で300万円

となっておりますが、各支部は利益を出して

いるというふうなことを聞いておりますの

で、これからこれについての法人化は考えら

れないかということをシルバー人材センター

事務局長にお伺いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 宮下議員の

ご質問にお答えいたします。 

 先ほど五十嵐議員の質問にお答えしたとこ

ろでありますが、この地域イントラネット事

業につきましては、平成17年度の国庫補助金

を受けて実施する事業でありまして、単年度

事業であります。なお、自治体負担分につい

ては予算書にあるように合併特例債を予定し

ております。 

 それと、投資的な効果があるかというよう

なご質問でございますが、現在、先ほどもご

説明したように、民間の線を借り上げて実

施、業務を行っておりますが、自前の線を引

くことによりまして、なお高速なサービス提

供を実施したいというふうな思いにおりま

す。 

 それでなお、今回整備する中には予備芯と

いうことで予備の線も引いてもいいことにな

っておりますので、これらの有効活用もいろ

いろと図れることというふうに思っておりま

す。 

 それとまた、幹線部分につきましては、将

来のＣＡＴＶ事業、ケーブルテレビ事業に備

えた開放分も同時施行することができるよう

に国の制度変わっておりますので、投資的な

効果を十分見込めるものというふうに考えて
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おります。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 大村福祉課長 

  〔福祉課長（大村義一君）登壇〕 

○福祉課長（大村義一君） 宮下議員からの

ご指摘であります健康ハウス管理運営事業に

対します2,881万7,000円の赤字の件でありま

す。 

 料金が改正必要があるのではというご質問

でございますけれども、現在、町では｢憩｣、

それと旧の鳥屋にあります老人健康福祉セン

ター「ゆうゆう」、これにつきましては町が

管理運営をいたしております。 

 それから、旧の鹿島にございます「天平の

里」につきましては、中能登町の社会福祉協

議会が管理をしております。 

 平成17年度で申し上げますと、天平の里で

町からの社会福祉協議会への補助金が1,590

万5,000円、それから健康ハウスにつきまし

ては先ほどご指摘ありましたけれども、

2,881万7,000円の赤、それから老人福祉セン

ターゆうゆうにつきましては一般財源で持っ

ておりますので、使用料を５万円ほど見てお

りますけれども、それを引いた713万6,000

円、合わせますと約5,100万円ほどの赤字を

といいますか、町からの持ち出しがふえてお

ります。 

 ただ、各施設ともそれぞれ開館時間、それ

から利用される制限、料金体制などいろいろ

まだ整備されておりません。これらにつきま

しては、３月の民生常任委員会でもご指摘が

あったわけでありますけれども、それぞれ開

館時間、料金、それから利用されるそれぞれ

の範囲が違いますので、もう少し時間をいた

だいて協議していきたいというふうに考えて

おりますので、もうしばらくのご猶予をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 八尾シルバー人材セ

ンター事務局長 

  〔シルバー人材センター事務局長（八尾 

   登喜夫君）登壇〕 

○シルバー人材センター事務局長（八尾登喜

夫君） シルバー人材センターの補助金のご

質問であったと思いますけれども、平成17年

度シルバー人材センターの予算で、支出して

は会員に対する保険料、研修費等の就業管理

や開拓に要する経費、これが500万円を予算

化しております。それと、管理費として529

万円が主な支出でございます。 

 この経費に対する収入でございますけれど

も、受託事業の配分金、年間で１億2,000万

を予定しております。これに対する事務費

600万円、これがまず自己財源でございま

す。それと、旧の各町シルバーからの持ち寄

り金、各20万円の３シルバーで60万円を予定

しております。これと会員の会費30万円、そ

の他シルバーの機器を使ったことによる使用

料等で賄いますけれども、そのほか不足する

金額を運営補助金として300万円をお願いす

るものでございます。 

 次に、法人化の件でございますけれども、

社団法人の設立に当たっては、県知事の許可

が必要となっております。これにはまず要件

があります。会員数、実績等をもって許可を

受けることとなります。 

 この許可を受けたことによるメリットでご

ざいますけれども、国庫補助金を受けられる

団体となれるわけですけれども、現在、その

補助金、相当国の方も逼迫しておりまして、

県内においても待ちの状況であるということ

を伺っております。 

 また、この国庫補助金と同額以上の町の補

助金を受けることが前提条件となっているこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） １番目の中で、将来

的に投資的効果がケーブルテレビを行うとい

うことを言われました。これも、多分にして
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能登島町とかできているわけですが、これに

対しての加入分担金とか、それにパソコンの

モデム、ホームターミナル等を入れてどれく

らいの、概算でいいですから、大体幾らぐら

いか教えていただきたいなと思います。 

 それと、３番目のシルバー人材センターの

法人化、社団法人ということで国庫補助が受

けられるということで、事業所数とか規模と

かいろんなことも絡んできますでしょうけれ

ども、この事業所数が、中能登町はシルバー

を使っている事業所数がどれくらいあるの

か、その辺もお聞きしたいと思います。当

然、国庫補助金を受けるのはランクづけでＡ

ＢＣがあるということを聞いておりますの

で、その辺、どの辺のランクになるのかちょ

っとお聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 宮下議員の

再質問についてお答えいたします。 

 再質問の内容は、ケーブルテレビの詳細な

内容についてということだったかと思うんで

すが、現在、どういうふうな方向でやるか、

またどういう手法でやるかというのはまだ検

討中でございまして、これといったものはま

だ定めてございません。 

 ただ、一般的に行われているのは、事業と

して行うのは各家庭の保安器までは事業とし

てできると。あとの宅内工事と、これからは

デジタル放送になると思うんですが、セット

ボックス等で費用が五、六万程度から、やり

方によってはまだ高いやり方もあるので、

五、六万程度かなと現在のところ思っており

ます。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 八尾シルバー人材セ

ンター事務局長 

  〔シルバー人材センター事務局長（八尾 

   登喜夫君）登壇〕 

○シルバー人材センター事務局長（八尾登喜

夫君） 国庫補助金の要件でございますけれ

ども、基本的には１つ、会員数。これが120

人以上、150人以上、442人以上、この規定で

まずランクが一つあります。それともう一つ

は、就業延べ日人員数、こういうのが最低

417人、500人以上、こういうところからいき

ますと、会員数においては確保はできるんで

すけれども、就業延べ日人数、この辺で最低

ランクになるのか、Ｃランクになるのかとい

うのは実績、過去３年間の実績が物を言いま

すので、その辺でＣになるのかＤになるの

か、ちょっと今現在、はっきりしたＣです、

Ｄですというのは言いがたいところがござい

ます。 

 それと、平成17年４月の実績でございます

けれども、全部で233件の受注がございまし

た。これ１社でも部門ごとに請求等が分かれ

ることもありまして、実態としてはもう少し

少なくなるかなと思いますけれども、件数的

には233件、これが４月の実績でございま

す。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） もう一度、シルバー

のことについてお聞きしたいと思います。 

 223件ということはＣランクに入ると思い

ますが、このＣランクの国の国庫補助的なも

のは例えばどれくらい来るのか。町の、もち

ろん補助的なものもしなくてはいけないとい

うことはわかりますが、その辺のことについ

て。 

 その国庫補助が例えばＣクラスでどれくら

いの金額が算出してくるか、それによって町

も当然補助金を、それと同額の補助金を出さ

ないといけないわけになるのですが、その辺

について、金額的にはどれぐらい出てくると

いう算出はできるのですか。 

○議長（作間七郎君） 八尾シルバー人材セ

ンター事務局長 

  〔シルバー人材センター事務局長（八尾 



 －53－

   登喜夫君）登壇〕 

○シルバー人材センター事務局長（八尾登喜

夫君） 運営費の国庫補助額の件なんですけ

れども、Ｄランクの限度としては686万円、

それとＣランクでは980万円、これ以上は望

めないのかなと思いますけれども、これ以上

の町補助金がないとこの金額にはなりません

し、町がそれ以下であれば補助額もそれ以下

に下がると、こういうことが前提となってお

ります。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 以上で質疑を終わり

たいと思います。 

 答弁ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 次に、３番 谷口英

夫君 

  〔３番（谷口英夫君）登壇〕 

○３番（谷口英夫君） 質疑の通告に基づき

まして、平成17年度一般会計予算について３

点ばかり質問します。 

 最初に、ページ135ページ、体育施設維持

管理事業について。 

 予算内示会の説明、予算内示会のページ53

ページで、予算額856万6,000円の中で、町民

のスポーツ意識の高揚と普及ということで予

算計上なされていたかと思いますが、具体的

にどのような事業を進めるのか。旧３町、今

新町になりまして新たなレクリエーション大

会でも一本化するのか、その点を担当課長の

答弁をお願いいたします。 

 ２点目でございます。施設管理委託につい

てでございますが、①ページ117ページ、120

ページに旧町の場合でしたら学校の飲料水槽

清掃業務管理委託とか明示してあったわけで

ございますが、電気保安点検設備、消防設備

保守点検等は業務別に掲示してあるわけです

が、なぜこの件が掲示してないのか。できれ

ば入札件別に記載してあれば理解はしていた

わけでございます。 

 ②一方、入札に当たって個人的にも担当課

長にお話しをしたわけでございますが、議員

が代表者である業者がなぜまたぞろ参加をさ

せたのか。かつまた、その業者と契約をなさ

ったのか。また、今後の方針をどのようにす

るのか。担当課長の答弁を求めます。 

 ３点目でございますが、労働費について。

ページ85であります。 

 今ほど宮下議員からも質問されたわけです

が、１点だけ。運営の中身についてでござい

ますが、議員が賃金を受けているという事実

があるかないか。また、それが事実とすれ

ば、昨年と今年度の支払いの違いがなぜ発生

したのか。簡潔にお答えをしていただきたい

と思います。 

 一方、シルバー人材センター事務部局の業

務は、職員で対応ができる者がいないのか。

人的に不都合なのか、無理があるのか。新町

となった今、隣の市の七尾市の実態等も参考

にしながら、しっかりと取り組むべきと考え

るが、その点、担当課長の答弁を求めます。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） 谷口議

員の質疑について説明させていただきます。 

 中能登町の体育施設につきましては、町の

中央に位置しております運動公園を初め、体

育館、テニスコート、武道館、プール、学校

体育施設など、また碁石ケ峰には自然と起伏

に富んだマレットゴルフ場があり、子供たち

から高齢者まで幅広くスポーツに親しめる施

設と環境整備がされております。 

 これらの施設整備の充実を図ることにより

まして、より安全で楽しく、そして旧町での

施設利用だけでなく広域的に利用していただ

くことにより、スポーツ交流の機会を得てい

ただき、町民一人一人がスポーツの愛好者と

なり、健康で生き生きと暮らせるまちづくり

を推進いたしたく予算計上させていただきま

した。ご理解くださるようお願いいたしま
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す。 

 なお、体育の日の行事等につきましては、

町体育指導員、体協関係者と協議を重ね、町

民総参加の催しを実施いたしたいと考えてお

ります。皆様方のご協力をよろしくお願いい

たします。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 永源教育文化課長 

  〔教育文化課長（永源 勝君）登壇〕 

○教育文化課長（永源 勝君） 谷口議員の

ご質問にお答えいたします。 

 学校の飲料水槽清掃管理委託業務の予算は

なぜ明示していないかとのご質問であります

が、小学校費委託料の中の清掃業務に491万

2,000円を計上してありますが、その中に町

内６校の小学校の床窓清掃、トイレ清掃、貯

水槽清掃等の清掃業務全般の経費を計上して

あります。 

 また、中学校費委託料の清掃業務に306万

8,000円を計上してありますが、小学校と同

じで町内３校の中学校清掃業務一式の経費を

合算して載せてありますので、ご理解願いた

いと思います。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 まず、入札に当たっての現議員が代表者で

ある業者をなぜ参加させたのかと。またか

つ、その業者と契約したのか。今後の方針は

というご質問でございますが、議員の兼職に

つきましては、地方自治法第92条の２に規定

されておりますが、実例、凡例によります

と、当該普通公共団体等に対する請負料が当

該法人の全体の業務料の２分の１を超えない

場合は兼職に当たらないとしております。 

 また、同127条におきましては、失職及び

資格の決定が記されております。兼職禁止の

規定に該当するときはその職を失い、兼業禁

止の規定に該当するかどうかは議会がこれを

決定するとなっております。 

 旧の３町では、各町の議会の申し合わせ事

項により実施されておりましたが、中能登町

においてはまだ申し合わせがなされておりま

せんので、指名選定により入札に参加をして

いただきました。 

 なお、今後は議会において協議され、何ら

かの規定が設けられた場合、町当局といたし

ましても議会の意思を尊重し、その規定を遵

守していきたいと、このように思いますの

で、ご理解をお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 八尾シルバー人材セ

ンター事務局長 

  〔シルバー人材センター事務局長（八尾 

   登喜夫君）登壇〕 

○シルバー人材センター事務局長（八尾登喜

夫君） 町シルバー人材センター、この目的

は定年退職者などが高齢者の就業機会を確保

し、その就業を援助し、高齢者の生きがいの

充実、社会参加の推進を図ることにより能力

を生かした活力ある地域社会づくりに寄与す

ることとなっております。これで60歳以上の

方で目的に賛同した方を会員として登録し、

希望に応じた就業機会を提供し、その労働に

対して配分金を支払っているものでございま

す。 

 よって、議員であるから会員となれないも

のではありませんし、その就労の時間に対す

る配分金を支払っているものであります。 

 次に、事務部局の業務でありますけれど

も、現在、町からは私を含め２名が派遣さ

れ、あとは会員などによる時給の職員で対応

し、旧町に支所を設けることで従来からの依

頼者にも対応しやすいことから、受注に対す

る手配は支所単位で以前から従事している方

にお願いしているものでございます。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） 適切な答弁ありがと

うございました。 
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 以上で質問を終わります。 

○議長（作間七郎君） 以上で質疑を終結い

たします。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（作間七郎君） 委員会付託を今配付

します。 

  〔資料配付〕 

○議長（作間七郎君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております報告第29

号、議案第５号より議案第19号の議案15件及

び請願第１号より請願第６号の請願６件につ

いては、お手元に配付した議案及び請願付託

表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付

託したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） ご異議なしと認めま

す。よって、議案、請願付託表のとおり付託

することに決定をいたしました。 

 

 ◎休会決定の件 

○議長（作間七郎君） 日程第２ 休会決定

の件 

 休会の件についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査等のため、６月18日より26日ま

での合わせて９日間を休会としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、６月18日より26日まで休会とす

ることに決定いたしました。 

 なお、６月21日より各常任委員会での審査

をお願いをいたします。 

 次回は、６月27日午前10時より会議を開き

ます。 

 

 ◎散   会 

○議長（作間七郎君） 以上で本日の日程は

終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後５時15分 閉会 
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○議事日程（第３号） 
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 日程第１ 一般質問 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（作間七郎君） ただいまの出席議員

数は41人であります。 

 ただいまから定例会を再開し、本日の会議

を開きます。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（作間七郎君） 日程第１ 一般質問 

 これより一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

の回数、発言時間については、議会運営の申

し合わせを守っていただくようお願いをいた

します。執行部におかれても的確な答弁をお

願いいたします。 

 それでは、通告順により発言を許します。 

 39番 清水 昭君 

  〔39番（清水 昭君）登壇〕 

○39番（清水 昭君） ３点、質問通告させ

ていただいております。 

 １つは、小規模公共工事等の希望者登録制

度の創設実施についてであります。２点目

は、二宮川河川の災害未然防止緊急対策につ

いてであります。３番目は、家畜ふん尿放置

に対する行政指導の強化についてでありま

す。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 町長も新聞やニュース等で報道をよく聞い

ておられてご承知のように、今、バブル経済

崩壊後の不況で建設業者の経営環境が悪化

し、倒産件数の増加や組合員の自殺急増など

せっぱ詰まった状況が続いております。 

 今、全国各地で業者の仕事確保と地域おこ

しに役立つ小規模工事登録制度が実施され、

仕事をもらって本当に助かった、地元で公共

の仕事うれしい、下請でやった工事よりも金

額が少なくても実のある仕事ができた、中小

業者に仕事、大助かりとの声がたくさん上が

っております。 

 地方自治法234条に基づく随意契約の創造

的な運用を図ることを目的に、自治体が動き

始めた制度であります。小規模修繕契約希望

者登録制度、また小規模契約希望者登録制度

と名称はさまざまでありますが、自治体が発

注する土木、建築、電気、内装仕上げ、板

金、塗装、ガラス、造園など多岐にわたる小

規模工事に今まで指名競争入札の参加資格登

録をしていない人も登録できる。こういった

制度実施に向けて検討されるよう提言するも

のでありますが、いかがでしょうか。答弁を

求めるものであります。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 清水議員の質問にお

答えをいたします。 

 現在、中能登町には小規模公共工事等希望

者登録制度はありませんが、実際には入札金

額未満の随意契約においては町内の商店、事

業所に配慮した発注、予算執行を行っており

ます。今後は、中能登町として対応できる制

度について検討していきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 清水 昭君 

○39番（清水 昭君） 二宮川河川の災害未

然防止緊急対策について質問いたします。 

 旧鳥屋町では、町内を流れる４つの川、二

宮川、長曽川、石塚川、そして伊久留川と４

本の川が流れております。このうち川底が平

地より高い天井川のため、二宮川、長曽川は

過去に何度もはんらんを繰り返し、住民を苦

しめてきたのであります。 

 このため町では昭和44年から長曽川の全面

改修に着手し、従来の川に沿って新しい川を

つくる大工事で、鳥屋地区の工事は完了し、

この改修工事のおかげで、あの昭和60年の大

雨では長曽川は決壊しなかったのでありま

す。 

 一方、二宮川はどうであったか。昭和60年
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７月上旬から中旬にかけて能登地方を中心に

降り続いた大雨は累計で600ミリを記録いた

しました。これは平年の１カ月分の降雨量の

３倍で、旧鳥屋町では、かつてない大きなつ

め跡を残しました。とりわけ７月13日未明か

らの集中豪雨は、河川の決壊や家屋の浸水、

がけ崩れなどを引き起し、甚大な被害となり

ました。その原因となったのは、あの二宮川

であります。 

 そして、この日午前８時過ぎ、二宮駅自転

車置き場横から延長40メートル余りにわた

り、滝のように盛り上がった濁流が鉄砲水と

なって黒氏と一青地区に一気に流れ込み、水

田は土砂で埋め尽くされ、近くの２本の町道

のアスファルトが猛烈な水の勢いでめくれ上

がりました。そして、この両地区の被害は床

上浸水が54戸、床下浸水が90戸余りに及び、

畳や仏壇、織物工場では機械までがとっぷり

と水浸しとなったのであります。このほか、

一青地区や良川地内でも水田の冠水など被害

総額は３億5,000万円以上にも上ったのであ

ります。 

 さらに、国鉄七尾線の一青川鉄橋が、上流

決壊箇所から流れ込む古木等が山積みとなっ

て、ついに支え切れず鉄橋そのものが崩落

し、線路約12メートル余りがまくら木をつけ

たまま宙づり状態となり、丸２日間にわたっ

て七尾線は不通となったのであります。 

 月日のたつのは早いもので、あれから早く

も19年。忘れ去ろうとしておりますが、二度

とあのような被害、惨事を繰り返すことは許

されないのであります。 

 災害は忘れたころにやってくる。備えあっ

て憂いなし。二宮川災害を未然に防止するた

めに、杉本町長に次の点について強く要求す

るものであります。 

 まず第１に、二宮駅より旧国道159号線か

ら二宮川間の中州の早期除去を実施すること

であります。 

 第２に、二宮バス停より石動山上流二宮採

石場前後約1,400メートル地区間の浅瀬に横

たわる古木、木の株、そして古枝等の撤去。

約３カ所ほど中州に生い茂る雑木等の伐採と

その処理を行うこと。 

 以上のことは待ったなしの緊急対策を実施

されるよう強く訴えるものでありますが、町

長の答弁を求めるものであります。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 議員の指摘の箇所に

つきましては、私も現地を確認させていただ

き、その実態について把握をいたしました。

また、中能登土木の担当者と町の担当者で先

般、現地に出向き調査をさせていただき、要

望もしたところであります。 

 これらを踏まえ、除去等の期待はしている

のですが、県が管理をしている河川すべてが

このような状況下にあり、中州のしゅんせつ

などにつきましては、パトロールを実施して

しゅんせつをしているとの返答でありまし

た。 

 しかしながら、この河川は以前に災害が発

生した河川でもあり、二度と繰り返さないよ

うに早急な対応をしてもらうように強く要望

を行っていきたいと考えております。 

 議員におかれましても、今後ともご協力を

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 清水 昭君 

○39番（清水 昭君） ３点目の質問をさせ

ていただきます。 

 この問題については、六、七年前から鹿島

町の役場の担当、そして鳥屋町の役場の担当

とも一緒になって現地を調査していただいた

こともあります。そして、こういうことのな

いようにということで再三にわたって申し入

れしているにもかかわらず、現在はどういう

ふうになっているかということから申し上げ

たいと思います。 

 場所は、黒氏の方から能登二宮へ通じる道
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路のそばに、一青区の杉田池という用水池が

あります。その隣の減反田地を利用してのふ

ん尿の放置であります。 

 これは町長も、また町の担当の方も巡視さ

れていると思いますが、どのような思いで見

てこられたかという点が一つ。 

 そして、ここは今までにも、先ほど申しま

したように何回もイタチごっこの繰り返しを

やっていたわけであり、一向に改善されな

い。しかも今、法律改正で野積みは禁止され

ております。まさに悪質きわまると言っても

過言でないと思います。これに対して地域住

民からも大きな批判も寄せられております。 

 これは、黒氏地区では1.07平方メートル、

それから中能登町徳前の地籍では61.9平方メ

ートル。そして、ここには作物保全の黄色い

旗も立てられております。 

 町長も担当の方と一緒に巡視されたと思い

ますが、これを一日も早く解決していただき

たいと思うわけであります。ご答弁をお願い

いたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） これも先般、巡視を

してまいりまして、そして放置している方と

もお話をさせていただいてきました。そうい

う中で、一日も早く何とかしたいというよう

なお話でありました。 

 そういう中で、徳前地区の休耕田を利用し

ての牛のふん尿放置、それに伴う悪臭や水路

の汚染などについては、これまで周辺地区か

らの苦情がたびたびありました。また、その

都度、町といたしましても指導をしてきたわ

けであります。 

 平成16年11月より、国が施行した家畜排せ

つ物法により、家畜ふん尿の野積みや放置に

ついては適正な管理が義務づけられました。 

 質問にある徳前地区の酪農家の方について

は、現在、堆肥舎を建設中であり、今後発生

する牛のふん尿については、その施設で処理

を行う予定と言っておられました。今後は、

堆肥舎の完成により休耕田にはふん尿は放置

されないものと思われますが、既に放置され

ているふん尿の改善処理を含め、引き続き指

導、助言をしていきたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきますようにお願いをい

たします。 

○議長（作間七郎君） 清水 昭君 

○39番（清水 昭君） ２点ばかり再質問さ

せていただきます。 

 二宮川については、町長は先頭に立って巡

視もされた。それと、ふん尿放置の問題につ

いても、直接会って本人さんとも話をしてこ

られた。積極的ですばらしいと思います。 

 ただ、今、堆肥舎を建築中であるというこ

とでございますが、これはいつごろまでに仕

上がるのか。また、その仕上がる期間の間、

現在放置してあるたくさんのふん尿、これを

早期に片づけないと、大雨が降ってきます

と、町長も点検されたようにあふれて川へま

た流れていきます。この点について、いつご

ろまでにきちっとやるのか。 

 この点についてご答弁をお願いしたいと思

います。 

○議長（作間七郎君） 澤農林課長 

  〔農林課長（澤 賢造君）登壇〕 

○農林課長（澤 賢造君） 今、清水議員の

ご質問でございますけれども、建設中であり

ますけれども、多分今、七、八割方完成状況

でないかと思われますので、はっきりは聞い

ておりませんけれども、７月中ぐらいには完

成すると思われます。 

 それと、現在のふん尿放置については、北

部の家畜保健所に案内をしておりまして、指

導の体制についてはその助言をいただいて、

最終的には県の方が指導することになってお

りますので、対策を講じたいと思います。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 清水 昭君 

○39番（清水 昭君） これで終わります。 
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○議長（作間七郎君） 次に、18番 上見健

一君 

  〔18番（上見健一君）登壇〕 

○18番（上見健一君） １点ばかりお伺いい

たします。 

 地球温暖化防止実行計画の策定についてで

あります。 

 今日、環境問題は、従来の産業公害から都

市型公害や環境ホルモン、ダイオキシン類な

どの新たな有害化学物質問題、増大する産業

廃棄物問題など広範多岐にわたってきてお

り、さらに地球温暖化を初めとする地球環境

問題が顕在化するといった厳しい状況に直面

しております。 

 これらのさまざまな環境問題の中で、地球

温暖化は原因が私たちのさまざまな活動に起

因しており、その影響は国境を越え、世代を

超え拡大し、最も根深い深刻な問題であると

言われております。 

 この地球温暖化が引き起こす影響ですが、

世界じゅうの熱帯、湿帯地域の都市機能や食

料生産、河川の水量に影響を与えると予測さ

れ、さらに熱帯を中心に発生していた風土病

や病害虫が平均気温の上昇に伴い、その分布

を広げると言われております。 

 日本におきましても最近、真夏日の続く猛

暑や集中豪雨や洪水など災害が多く発生して

おり、昨年は兵庫、福井、新潟と日本海側で

起きております。また、過去55年間で最多の

10個を記録する台風が上陸し、温暖化現象を

身近に感じさせるものでありました。 

 地球温暖化問題の解決は、全地球的な協調

が必要であり、先進国間や先進国、途上国間

の協調を図り、国際的な取り組みの枠組みが

進められています。 

 このような中で、国際的に温暖化問題に取

り組むために、平成９年に京都で開催された

条約締約国会議によって先進国の温室効果ガ

ス削減目標値が設定され、その京都議定書に

ついて我が国も締結し、ことし２月に発効さ

れました。 

 日本は、地球温暖化対策に具体的に取り組

むために地球温暖化対策の推進に関する法律

を公布し、国や地方自治体における排出抑制

のための地球温暖化防止実行計画の策定及び

公表が義務づけられております。 

 日本の温室効果ガスの削減目標値６％を達

成するには、行政みずからが率先し住民への

リーダーシップをとるとともに、私たち一人

一人はもちろんのこと、国、地方あるいは行

政、産業界、一般家庭が一致協力して取り組

むことが重要ではないかと思われます。 

 また、県内の策定状況は、石川県を初め６

市が策定済みとなっております。 

 そこで質問いたします。 

 合併してまだ３カ月しか経過していない中

能登町ですが、実行計画の取り組み状況はど

のようになっているのかお伺いいたします。 

 あわせて、今後のスケジュールにつきまし

てもお示しいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 上見議員の地球温暖

化防止実行計画の取り組み状況についてお答

えをいたします。 

 今日の環境問題は、従来からの公害に加

え、地球規模の問題である地球温暖化が深刻

な状況になってきております。 

 平成９年に、平成24年までに我が国の温室

効果ガスの排出量を平成２年比で６％削減す

ることを約束した京都議定書が採択され、平

成10年には地球温暖化対策の推進に関する法

律が制定をされました。この法律により、地

方公共団体は温室効果ガスの排出抑制等のた

めの措置に関する実行計画を策定し、公表す

るとともに、毎年の実施状況についても公表

することが義務づけられました。 

 この地球温暖化防止実行計画でございます

が、中能登町の公共施設の事務事業活動を環
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境に配慮したものにするための具体的な手段

及び推進体制を定め、それに基づき温室効果

ガスを削減することにより温暖化対策を推進

し、循環を基本とした持続可能な社会への転

換を目指すものであります。 

 また、この計画は庁舎内における省エネ、

廃棄物削減など一事業者としての活動を対象

としており、地球全体の温室効果抑制を目的

としたものではありません。 

 現在の実行計画策定済みの市町は、石川県

を初め金沢市、小松市等の６市でありまし

て、県内の策定率は27％と低い策定率となっ

ております。 

 中能登町におきましては、県内の町を率先

して行政みずからがこれまで以上に環境負荷

の低減を図るため、法律に基づいた実行計画

を策定し、温室効果ガスの排出抑制に取り組

みを始めたところでございます。現在は、削

減目標の設定や毎年度の点検評価に用いるた

めの基準年となる平成16年度の温室効果ガス

排出量を算出する取り組みをいたしておると

ころであります。 

 今後の取り組みでございますが、各課の職

員に対しても地球温暖化防止を呼びかけると

ともに、推進組織を設立します。 

 次に、温室効果ガスの総排出量の調査と把

握をし、実際に実行、実施していくための項

目を設定し、実行計画の点検、評価の面で客

観的な判断を行えるよう可能な限り数値的な

目標を設定いたします。 

 実施計画を策定することはスタートであっ

て、計画を策定しただけでは意味がなく、策

定された計画を全職員が確実に実施、運用し

ていくことが重要であると思っております。 

 また、計画策定中におきましても、民間企

業並びに地域住民にも啓蒙啓発を呼びかけて

いくつもりでございます。 

 この中能登町地球温暖化防止実行計画につ

きましては、本年度中に策定をし、議会の皆

様方並びに広報にて公表する考えでおります

ので、ご理解をいただきますようお願いをい

たします。 

 以上、上見議員に対しての答弁とさせてい

ただきます。 

○議長（作間七郎君） 上見健一君 

○18番（上見健一君） 大変前向きな答弁あ

りがとうございます。 

 ただ一つ、本年度中と言わず、１カ月でも

早い策定をお願いして、質問を終わります。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 次に、41番 五十嵐

三朗君 

  〔41番（五十嵐三朗君）登壇〕 

○41番（五十嵐三朗君） それでは、通告順

に従いまして６件にわたって質問をしたいと

思います。 

 まず第１件目には、杉本町長の町政に対す

る基本姿勢についてであります。２件目に

は、新町における財政計画における平成17年

度予算案について。３件目には、町税滞納者

に対する差し押さえ行為の撤回を。４件目に

は、郷土資料館の建設計画と大宮坊に鐘楼の

復元を。５件目には、地域イントラネットの

基盤整備事業について。６件目には、合併イ

ベント事業の開催について。以上６件につい

て質問したいと思います。 

 まず、新任町長の基本姿勢について。 

 小泉内閣は、1999年３月には3,232市町村

を何としても1,000自治体にすると豪語して

いましたが、旧法の期限の３月までに2,521

市町村になりました。来年３月末には1,822

市町村になる見通しだと報道されておりま

す。目標の1,000市町村には遠く及ばないも

のの、実に1,410自治体が減ることになりま

す。自主的な市町村合併とは建前だけであっ

て、事実上の強制、強力な押しつけであった

ことは、数字がこれを示しております。 

 こうした中で、鹿西３町も合併に至ったわ

けであります。 

 そこで、まず杉本町長の町政に対する基本
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姿勢についてであります。 

 私たちは今、かつてない深刻な不況と暮ら

し、特に福祉、社会保障への不安にさらされ

ようとしております。このような状況の中

で、住民の暮らし、福祉を守ることを目的と

する地方自治体の役割を最優先にし、負担は

軽くサービスは高くのこれまでの町民の皆さ

んと力を合わせてかち取ってきた諸施策を絶

対に後退させてはならないと考えるわけであ

ります。 

 引き続き、広域的な観点からの地域づく

り、まちづくり、住民サービスの高度化、多

様化、行財政の運営の効率化や事業の重点化

の推進が求められていると思うわけでありま

す。 

 こうした情勢の中で、杉本町長の今後の町

政に対する基本姿勢について具体的に答弁を

求めるものであります。 

 まず、特に地域経済の振興、雇用の確保に

ついて。２点目は、子供の教育環境の整備に

ついて。３点目には、汚職、腐敗を一掃し町

民に開かれた清潔な自治体を目指すという問

題。次は、女性の権利を守り、男女平等を進

める問題について。５点目には、基幹産業で

ある繊維の振興、観光振興。 

 以上の点についてご答弁を願いたいと思い

ます。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 五十嵐議員のご質問

にお答えをいたします。 

 新町の基本姿勢についてでありますが、３

月１日の合併により歴史的な第一歩を踏み出

したわけですが、中能登町の誕生は、町民の

皆様方はもとより、関係機関のご期待も極め

て大きいものがあります。 

 また、今後、地方分権が急速に進むであろ

うことから、より簡素で効果的な行政運営が

求められております。 

 しかし、小さくてもしっかりとした存在感

のあるまちづくりと、町民の皆様方がこれか

らもこの地域で生き生きとした生活を送れる

町、本当に住んでよかったと思える町となる

よう、町民の融和を第一に考え、安定した発

展の基礎をつくっていきたいと思っておりま

す。 

 そこで、ご質問にありました基本姿勢とい

たしまして、まず、地域経済の振興、雇用の

確保についてでありますが、先般より新聞紙

上にて報道があります商業開発について、町

としても誠心誠意対応させていただき、より

よい方向性をもって地域経済の振興と雇用の

確保に結びつけていくとともに、企業誘致に

も電源立地周辺地域という利点を積極的に広

報しながら誘致を図っていきたいと思ってお

ります。 

 次に、子供の教育環境の整備についてであ

りますが、近年、新聞紙上で数多くの不幸な

事件や事故が報道されております。 

 今は、心の面で教育環境が重視されるので

はないかと思います。今後、教育委員会や学

校、ＰＴＡと協力し、不幸な事件や事故を未

然に防ぐよう対策を進めていき、地域コミュ

ニティを育てるという観点から、小中学校の

あり方についても検討をさせていただきたい

と思っております。 

 次に、汚職、腐敗を一掃し町民に開かれた

清潔な自治体を目指すことについてでありま

すが、就任当初にも申し上げましたとおり、

今後とも公正で公平な町政を目指すととも

に、町民に開かれた町政、幅広い町民の声を

反映できる町政であるよう全力で取り組ませ

ていただく所存であります。 

 次に、女性の権利を守り男女平等を進める

ことにつきましては、今後、新町における男

女共同参画推進プランの策定を検討していく

とともに、役場においても能力のある女性職

員は積極的に管理職として登用を検討してい

きたいと思っております。 

 最後に、基幹産業である繊維の振興と観光
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の振興でありますが、繊維の振興につきまし

ては、中能登町まちづくり計画の新町におけ

る石川県事業の推進として、能登テキスタイ

ル・ラボの活用などを通じ、基幹産業として

の繊維産業の振興を石川県と連動して取り組

んでいきたいと思っております。 

 また、観光の振興についてでありますが、

これも同じくまちづくり計画の県事業の推進

の中で、歴史、文化、自然環境の保全活用と

して、豊かな自然と歴史的、文化的遺産の一

体的保全を図り、有効に活用するため、能登

風土記の郷整備計画による能登歴史公園の整

備推進に注力し、観光の振興に結びつけてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） ありがとうござい

ました。 

 ただいま町長が答弁をなされたように、今

後その公約をきちっと守って、そして働く者

が本当に生きがいのある、住んでよかった、

そういう中能登町づくりのために、町民とと

もに力を合わせてやっていただきたい。この

ことを強く求めるものでございます。 

 ありがとうございました。 

 それでは引き続いて、新町における財政計

画と平成17年度予算案について質問をさせて

いただきます。 

 去る21日、総務常任委員会の席上で、平成

16年７月発行の財政計画について、その作成

の根拠についてお尋ねをしたところ、総務課

長は、中能登町まちづくり計画の31ページ、

32ページを開き、ここに示してあるとおりだ

と答弁をされたわけであります。 

 私のその質問の理由は、余りにも昨年７月

発行のまちづくり財政計画と、今度の17年度

予算案との格差が大きく感じられたからであ

ります。 

 そこで第１点として、予算総額において既

に５億3,550万円の減額となっておるわけで

あります。特に基金残高においては大幅の減

額となっております。合併前に財政問題が論

議されたとき、この財政計画の実施を続けた

とするならば平成36年度において基金現在高

が30億6,400万円となり、その後３カ年で基

金を食いつぶす結果になる。したがって、組

み替えが必要なのではないかというような議

論も交わされたわけであります。 

 ところが、早くも17年度予算案において計

画よりも20億円ないしは26億円の減額となっ

ておるわけであります。その結果、繰入金や

合併特例債、積立金、地方債残高等に影響を

及ぼしております。 

 なぜこのような結果になったのか。その主

な要因について答弁を願いたいと思います。 

 次に第２点といたしまして、今後の予算編

成にもたらす影響をどのように考えておられ

るのか。この点についても答弁をお願いした

いと思います。 

 また３点目には、まちづくり計画、すなわ

ち財政計画は、時の３人の町長を初め合併協

議会で合意をし、計画策定したものでありま

す。したがって、財政計画のどこをどのよう

に変更されたのか。どの事業が早まり、どう

した事業が後回しになったのか、明確にして

いただきたいと思うわけであります。 

 まず、以上の点について答弁を願いたいと

思います。 

○議長（作間七郎君） 澤財政担当課長 

  〔財政担当課長（澤 伸一君）登壇〕 

○財政担当課長（澤 伸一君） 五十嵐議員

さんの質問にお答えします。 

 基金において20億円から26億円の差のある

理由でありますが、この理由としましては、

合併特例債の基金造成で15億7,000万円の差

があります。また、旧３町において公共施設

の修繕や各地区の要望事業等を実施するた

め、基金の取り崩し分等で20億円ほどの差が

あるわけであります。 

 次に第２点目の質問で、今後の予算編成に
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影響があるかということでありますが、今

後、地域振興のための合併特例債の基金造成

枠15億7,000万円を補正予算または当初予算

に見込めば、余り影響はないものと思ってお

ります。 

 次に第３点目の件でありますが、鹿南合併

協議会で作成しました新町の建設計画におい

ては、地域活性化事業、安全、安心で快適な

住環境、子育て支援等の主要政策があります

が、現在のところ何年度に実施するという実

施計画がまだ作成されておりませんので、今

後、町の総合計画に基づいた実施計画を作成

し、議員の皆様と相談しながら作成したいと

思っております。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） そこで、私、聞き

漏らしたのかもしれませんけれども、今年度

は合併特例債を２億数千万円しか使わなかっ

た。しかしながら、起債としては10億7,000

万円あるわけですけれども、この10億7,000

万円の幾分かをさらに合併特例債を適用する

というふうなことができなかったのかどう

か。これが１点。 

 それからもう一つは、これはご承知のよう

にして10年後は激変緩和期に入るわけです。

そうした場合に、地方交付税が毎年毎年減額

されるわけですけれども、こうしたことを考

えあわせますと、16年目あたりからは非常に

財政的に厳しくなるんじゃないかと。今でも

厳しいんですけれども。そういうふうに私は

見ているわけですけれども、この点について

はどのような見解を持っておいでるのか、答

弁を願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 澤財政担当課長 

  〔財政担当課長（澤 伸一君）登壇〕 

○財政担当課長（澤 伸一君） 地方債にお

いて合併特例債を使う予定でありましたが、

今回、地域イントラネットの４億円ほどを合

併特例債で見込んでいるところであります。 

 今後は、まちづくり総合計画における実施

計画等を作成し、合併特例債を充てる事業の

年度等を決めておきたいと思っております。 

 10年後以降、交付税においては激変するわ

けでありまして、16年目からは大変厳しい財

政状況になることになっておりますが、この

点についてもまた今後検討をさせていただき

たいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） 私は、今、担当課

長が答弁をされた、旧３町において修理とか

修繕とかそういうふうなことで20億円の基金

を費やしたというふうにおっしゃいましたけ

れども、これは後々から非常に大きく影響す

る要因になるんじゃないかというふうなこと

を心配しておりますので、今後ひとつ財政的

には綿密にきめ細かく中身を検討しながら、

行政を、財政計画を組み、進めていただきた

いということを強く求めておきたいと思いま

す。 

 それでは引き続いて、次に移りたいと思い

ます。 

 今回の議会から時間の制限がありまして、

初めてのことなので、私自身非常に質問がし

にくい立場になっているわけです。時計を見

ながら行っているわけですけれども、ご容赦

のほどをお願いしたいと思います。 

 それでは引き続いて３件目、町税滞納者に

対する差し押さえ行為の撤回について質問さ

せていただきます。 

 町税の滞納処分は、中小業者と町民の死活

にかかわる問題であります。滞納者への差し

押さえは極力行わないようにしてほしい。倒

産、廃業、休業から業者や町民を守ることは

自治体の責務でないかというふうに私は考え

ておるわけであります。 

 中能登町の町税の滞納者について調べてみ

ると、町民税で180人、固定資産税で343人、

軽自動車税で106人、合計809件。国民健康保
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険税では234人、総計で1,043件に及んでおり

ます。この中に差し押さえ件数が10数件とな

っているようでございますけれども、そこ

で、公売による滞納整理対象者はどれだけお

いでるのだろうかと調べてみたところ、該当

者はないとの報告でありました。 

 昨年、鹿島町の12月議会において同じ質問

をしたわけですけれども、やはり鹿島町の議

会でも担当課長の答弁は同じ答弁が返ってき

たわけであります。 

 特に、差し押さえの対象者が業者の場合に

は、一たん差し押さえをされたとすると、金

融機関から融資を受けている業者に返済期日

を迎えた場合、借用証書の書きかきえをしよ

うとしても、町が物権差し押さえをしている

以上は書きかえが非常に困難になることが予

測されるわけであります。 

 こうしてずるずると月日が経過すると資金

の回転ができなくなるわけですから、ますま

す営業不振となり、対象者の中には各種のケ

ースもあるでしょうが、さらに苦境に陥れら

れるわけであります。 

 なお、差し押さえについては、旧鹿西３町

の中で鹿西町のみが差し押さえを実施してい

ないただ一つの町であるというふうに聞いて

きたわけでありますけれども、しかし、差し

押さえはしていないのに滞納額は割合に少な

かったというふうに記憶をしております。 

 これまでのように、差し押さえは解除はし

ない、公売にもかけないでそのままにしてお

く。これでは何のための差し押さえ行為なの

か。滞納者に対するところの単なる嫌がらせ

行為としか受け取られないのではないかとい

うふうに私は思うわけであります。 

 そこで私は、以前から滞納するには３つの

原因しかないんだと。その１つは、納期の期

日を忘れておった場合。２つ目は、町政に対

していろんな反感とか、あるいは不満を抱い

て、そのために滞納する。３つ目は、どうし

ても納税する能力、金がなくてどうしても納

められない。このように私は考えてきたわけ

であります。 

 したがって、滞納者や差し押さえ対象者に

対し、なぜ滞納者が年々ふえるのか、差し押

さえをされるとどのような苦境に陥れられる

のかなどを十分に配慮し、これまでの、もし

鹿西町が、以前は差し押さえはしたらしいん

ですね。ところが最近はそれをやめていると

いうことが事実だとするならば、これまでの

鹿西町のように差し押さえ行為をやめて、業

者が金融機関との取引を何とか復活をし再生

できるよう検討し、指導と協力をする努力を

していただきたいと思うわけであります。 

 なお、国税徴収法の153条及び地方税法の

15条の７について、地方団体の長も含めて、

税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該

当する事実があると認めるときには、滞納処

分の執行を停止することができる。１つに

は、滞納処分をすることができる財産がない

とき。２つには、滞納処分をすることによっ

てその生活を著しく窮迫させるおそれがある

とき。３つ目には、その所在及び滞納処分を

することができる財産がともに不明なときは

停止した租税の納税義務は消滅をすると、こ

のようにうたってあります。 

 滞納処分の停止は税務署長（地方団体の長

も含む）の職権に基づくものですが、滞納処

分をするかどうかは税務署長の裁量にゆだね

られているものではありません。 

 なぜならば、法は本来、弱者の利益を守る

ために存在するものであります。いかに租税

といえども、滞納処分の執行によって滞納者

の生活を著しく窮迫させてはならないと思い

ます。そんなことをすれば、滞納事業者の生

存権、すなわち憲法の第25条を侵害すること

から、この規定、すなわち国税徴収法、地方

税法15条の７があるものと解されるというふ

うに思います。 

 幸いにして町長は建設業者のご出身であ

り、初めから現在の財と地位があったもので
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はないというふうに私は思うんです。そうい

う点から、零細業者の悩み、苦しみをだれよ

りも経験をし、理解をされる立場であるとい

うふうに私は思うわけであります。そういう

立場から、ぜひ今後の善処を求めるものであ

ります。 

 したがって、滞納差し押さえの現状をあわ

せて報告をし、特に町長の現在置かれた長い

経験の中からの営業活動の中で、そういう経

験からこの問題についてもあわせて答弁をお

願いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 林税務課長 

  〔税務課長（林富士雄君）登壇〕 

○税務課長（林富士雄君） 五十嵐議員の町

税滞納者に対する差し押さえについてのご質

問にお答えいたします。 

 まず、町税差し押さえの現状についてでご

ざいますが、財産差し押さえ処分をしている

町税滞納者数は14人でございます。14人の滞

納税額の合計は2,761万円余でございます。 

 次に、差し押さえの撤回をということでご

ざいますが、「撤回」という言葉を「解除」

という言葉に置きかえさせていただいて答弁

をさせていただきます。 

 財産の差し押さえについては、町税の滞納

が長期間に及んだ場合、町税の徴収権の消滅

時効を中断する上からもやむを得ない場合の

み行っております。 

 しかし、町税滞納者が納付の誓約書を町に

提出し、滞納金を計画的に納付する状態が継

続するならば、差し押さえの解除をすること

も当然であると思っております。 

 滞納者から事業の継続や生活を維持する上

で差し押さえの解除が必要であるという申し

出がありましたら、個々の状況調査をさせて

いただき、また事情をお尋ねした上で判断を

いたしたいと思っております。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 税はやはり公正、公

平でなければならないと思っております。 

 そういう中で、滞納の方のよく精査をし

て、どうしても苦しいということであれば当

然考慮してまいりたいと、そう思っておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） ありがとうござい

ました。 

 結局、考えていただきたいと思うんですけ

れども、差し押さえをされると銀行の融資を

全くできなくなってしまうんです。そのため

に大変な事態に陥ってきているというのもあ

るんですよ。 

 滞納した人を優遇しなさいという意見は、

少しどうかなというふうにお考えになるかも

しれませんけれども、しかし実際に滞納され

た、そして差し押さえした、そのままに放任

というのは適当ではないですけれども、ずる

ずると経過をすると、その期間、業者は銀行

との取引は全く途絶えてしまうんですよ。蛇

の生殺しなんですよ。 

 だから、ここら辺のことを本当に今、町長

おっしゃったようにして、本人の言うことも

聞いて、やはり結果は原因があって起こるわ

けです。だから、その原因を両者が協議をし

て、そして、どこをどうすればこれが打開で

きるのか。こういう立場に立って、ぜひ今後

の税の行政の問題については行っていただき

たいということを強く求めるわけでございま

す。そういう点で、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

 今、担当課長からも、それから町長の方か

らも、ぶっきらぼうにそんなものは滞納する

者が悪いんだと、その者の責任だというふう

な態度ではなくして、本当に誠意のこもった

答弁をいただいたので、ひとつ今後よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは引き続いて、次に移りたいと思い

ます。 



 －70－

 ４件目に移ります。郷土資料館の建設計画

と大宮坊に鐘楼の復元についてであります。 

 中能登町まちづくり計画の27ページには、

地域の風土を生かしたまちづくりとして、一

つには地域の顔づくり、地域ブランド育成事

業として５点にわたり方針が述べられており

ます。その中で、能登歴史公園、旧道沿いの

民家の町並み保全及び活用、そして文化財管

理、保全活動支援について述べられてありま

す。 

 こうした立場から、私は第１点目として、

郷土資料館の建設計画について質問をさせて

いただきます。 

 ご承知のように中能登町には石動山地区、

雨の宮古墳群、川田古墳群、その他神社、寺

院など歴史遺産が数多く残っております。守

られてきたんですね。これらの保護、活用は

町の文化の振興や地域の個性を形成する意味

で非常に重要であると考えます。こうした古

くて長い歴史と文化が今日の中能登町を形成

したものと私は考えるわけであります。 

 郷土資料は、日、月を経過するごとにその

一つ一つが散逸をし、あるいは崩壊の危惧が

出てきます。 

 昨今、私たちの周囲に見られるように、退

廃文化、暴力礼賛、ポルノを売り物にした一

部のテレビ番組や週刊誌等、利潤追求のため

ならば何物をも省みない風潮がますます強く

なりつつあります。 

 こうした退廃文化の克服のためにも、先人

が築き発展させてきたこの文化遺産に触れ合

い、大切にし、これを守り発展させることが

町民の誇りのよりどころとなり、大きく寄与

するものと考えるわけであります。 

 私は、この郷土資料館の建設について、昭

和41年12月議会であります。平成２年に至

り、当局の理解と協力によって鹿島中学校の

東側に資料館がつくられました。この程度の

収集場所は旧各町には整備されていると私は

思います。しかしながら、これ以上の貴重な

資料の展示は不可能と思われます。町内にま

だ多く散在をする貴重な文化財、これをも含

め、当然、既存のあいた建物を活用し、町が

責任を持ってこれを預かり、品目ごとに整理

をし展示できるような施設の新町における基

本構想策定の際、ぜひひとつ組み込んでいた

だきたい。このことを強く求めるものであり

ます。 

 次に、２点目としましては、大宮坊の鐘楼

の復元計画についてであります。 

 一昨年の10月、鹿島町議会教育民生常任委

員会が、大宮坊完成を迎えるに当たり、石動

山ゆかりの氷見市道神社の開山堂、新潟県栄

町の石動神社、同じく大和町石動山三宝院の

行政視察を行いました。どこの訪問先でも非

常に懇ろなもてなしを受け、鹿島町の石動山

は本山だというふうに尊敬をされ、歓迎をさ

れたわけであります。今後ますます石動山の

魅力ある歴史を発信し、全国の関係者と体制

を整える必要を痛感させられたわけでありま

す。 

 古人の伝えによると、鐘楼につるされた梵

鐘は音色が非常によく、越中の滑川あたりま

で響き渡ったというふうに伝えられておりま

す。古い歌に「天平の鐘 どんと突きや 越

中ヨボリ能登ヨボリ 響き渡るのクマもな

し」と歌われたそうです。 

 平成14年11月８日、大宮坊の完成式で来賓

として来訪された谷本知事のごあいさつの中

で、鹿島町の大宮坊の取り組みは、鹿島町の

個性を大事にし、個性を磨き上げ、それを全

国に発信していこう。そして、さらに大きな

活力を生み出すための取り組みにほかならな

い。そのように私は理解をしている。なお、

石動山は豊かな自然環境に恵まれ、ブナ林あ

るいはユリ、石動山を愛するきゃらの会など

があり、そうした石動山を愛する方々の取り

組みに大きな力がさらに加わっていくのでは

なかろうか。平成の大宮坊の復元ということ

で、この力を大事にしていただき、鹿島町に
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限らず、鹿南３町に限らず、中能登地域の大

きな発信の源となっていただきたいとの祝辞

がありました。 

 しかしながら今日、合併をして中能登町と

なり、鹿島町の石動山という名称は消えてな

くなったわけであります。今後は、中能登町

の石動山、天平寺として全国に発信するとと

もに、質問時間の関係上、簡単に申し述べま

したが、幸いにして知事が非常に高い関心を

持っておられるので、この際、協力を要請

し、その実現のためにご尽力をいただきた

い。このことを町長に特にお願いするわけで

ありますけれども、町長のご見解を賜りたい

と思います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 五十嵐議員の郷土資

料館建設計画と大宮坊に鐘楼の復元をという

質問にお答えをいたします。 

 まず郷土資料館の建設計画についてであり

ますが、中能登町は邑知平野の中心部に位置

し、能登の国と文化の発祥地として多くの貴

重な文化遺産に恵まれております。特に史跡

雨の宮古墳群、川田古墳群、史跡石動山など

は、そうした歴史を物語る県内外に誇る文化

財であります。 

 町民の皆さんにこうした歴史や文化財に親

しみ、誇りを持っていただき、ふるさとを共

有し、愛する心をはぐくむための郷土資料館

は必要と考えております。 

 町には現在、鳥屋地区の曳山、民俗資料、

歴史を紹介するふるさと創修館、雨の宮古墳

群を紹介する能登王墓の館、石動山の文化財

を紹介する石動山資料館など特色ある資料館

が設置されており、また古文書等の歴史資料

を収蔵、保管する学思館があります。 

 今後は、こうしたそれぞれの持つ特色と機

能を生かした総合的な資料館構想を策定する

必要があり、町の長期計画の中で位置づけて

検討をしていきたいと考えております。 

 次に、民俗資料の整理、保管についてと鐘

楼の復元についての件は、担当課長より答弁

をさせますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（作間七郎君） 桜井文化財担当課長 

  〔文化財担当課長（桜井憲弘君）登壇〕 

○文化財担当課長（桜井憲弘君） お答えを

いたします。 

 まず、民俗資料を当面既存の空き建物に整

理、保管することといった質問にお答えをさ

せていただきたいと思います。 

 人々が長い日常生活や仕事の中から生み出

し、使用してきた古い道具などのいわゆる民

俗資料は、人々の生活の知恵や技術、歴史を

具体的に物語る貴重な文化遺産でございま

す。 

 当町の民俗資料につきましては、これまで

旧町ごとに収集、整理し、既存の施設で保管

してまいりました。今後とも新たな収集と中

能登町としての一体的な整理、保管に努めて

まいりたいと考えております。 

 なお現在、保管施設は鳥屋民俗資料館と鹿

島民俗資料館の２カ所ございます。また、展

示施設といたしましては、先ほど触れました

ふるさと創修館が設置されております。 

 次に、大宮坊に鐘楼の復元をというご質問

でございます。 

 石動山大宮坊は、発掘調査を含めると15年

の歳月をかけて平成14年に完成をいたしまし

た。復元事業に当たり、発掘調査の成果と文

献資料及び学術的検討をもとに文化庁と協

議、検討を重ねた末、補助事業として採択さ

れたものでございます。 

 この大宮坊に鐘楼の復元をというご質問で

ございますが、寺院の中の一坊に鐘楼の存在

は普通考えられず、考古学の調査結果及び資

料に照らし合わせても、大宮坊に鐘楼が存在

したという歴史的事実はありません。 

 したがいまして、当然のことではあります

が、史実の重視、史跡、文化財としての意
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義、価値、忠実性という観点から、大宮坊で

の鐘楼復元は現実的ではないと考えておりま

す。 

 ただ、石動山には伽藍を描きました古絵図

というものが残されております。その古絵図

の中に、現在の神社正面、石段を上ったとこ

ろの右側に鐘楼が描かれており、現在その付

近に鐘楼跡と伝えられる遺構が残っておりま

す。未調査地区ではございますが。五十嵐議

員はその場所にとおっしゃっておられるのか

なと思いますが。 

 そこで、例えば仮にその場所で鐘楼を復元

するといったことを想定しますと、ご承知の

ように山内一帯は国の史跡に指定されており

まして、特に史跡、伽藍の中心部に当たるこ

の地域におきましては、法律上、現状変更に

大変厳しい規制が課せられております。 

 遺構の上に当時の建物を復元しようとする

場合に、正確な文献資料や発掘調査等の結果

に基づいて、実際にどういう形式、構造の建

物が建っていたのか、どの時代の姿に復元す

るのかといったような学術的根拠を示さなけ

れば、文化庁の協議、検討の対象にならず、

許可されないものと考えております。また、

その目的、利活用の方針とともに、史跡全体

の長期構想、管理計画の中で、どう鐘楼を位

置づけるかといったようなことも大きな要件

とされます。現段階では、そうした根拠が鐘

楼については極めて乏しいのが現状でござい

ます。 

 ここでさらに大きな課題となってまいりま

すのは、当然のことでありますが、事業の主

体といいますか、だれが建築主体になるのか

ということでございます。当該地が神社地で

あることからしますと、建築主体は当然、宗

教法人伊須流岐比古神社になるのかなと思い

ますし、そうした場合に鐘楼を宗教的施設と

みなすのか、あるいは復元的整備なのかとい

ったようなこともかかわってまいります。ま

た、財源がどうなるのかといったような根本

のこともございます。 

 このように鐘楼復元には幾つかの大きな課

題があり、現実的には大変ハードルが高いの

かなと考えておりますが、今後、事業の実現

の可能性があるのかといったようなことも見

きわめながら研究していきたいと考えており

ますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） ありがとうござい

ました。 

 今ほど担当課長から鐘楼の問題についてい

ろいろと答弁がありましたけれども、一応、

古い人たちの伝えからすると、そしてまた、

このような古歌も残っているというふうなこ

とをも見て、今後さらに史実をお互いに力を

合わせて検討し、実態をつかんで、そして対

応するように努力をしていただきたいという

ことを強くお願いしたいと思います。 

 そこで、あと地域イントラネットの基盤整

備事業について、さらに合併記念イベント事

業の開催について、私の時間があと２分30秒

でございます。そういう関係から、これはさ

きの常任委員会とか、あるいは質疑の中でも

やりとりした内容ですけれども、あと時間が

若干ありますので、この５件目と６件目につ

いては、せっかく傍聴者がおいでるので、ひ

とつ内容を報告だけ行っていただきたいとい

うことをお願いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 五十嵐議員

の地域イントラネット基盤整備事業について

の概要ということでございますので、簡単に

ご説明いたします。 

 この事業は、平成17年度の国庫補助金を受

けて実施する事業であり、地域情報化の推進

を図るために実施するものであります。 

 合併後の新町の速やかな一体化と住民サー

ビスの向上を図るため、３庁舎及び町内各公

共施設42カ所を光ファイバーで結ぶ事業であ
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ります。 

 事業の主な内容といたしましては、１つに

は、主な公共施設からテレビ電話を利用した

行政相談、公開端末を利用して各種行政情報

を得ることができます。２つ目には、３庁舎

にプラズマディスプレイを配置いたします。

それと、インターネットを通じて議会中継を

見ることができます。３つ目には、町内の各

学校で遠隔授業ができるテレビ会議システム

の構築を行います。 

 今後、導入したシステムを有効に活用する

ことにより、双方向のコミュニケーションの

実現を可能にし、住民サービスの向上及び電

子自治体の推進を図るものであります。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 五十嵐

議員からご質問がありました合併記念イベン

ト事業の開催についてお答えいたします。 

 中能登町合併記念イベントは、新町の誕生

を町民の皆さんでお祝いし、地域住民の方々

の融和を図ることを第一に考えているところ

でございます。 

 具体的には、８月13日土曜日の開催を予定

し、開催場所につきましては、従来より旧３

町の中心地であります運動公園を予定してい

るところでございます。 

 主な内容について、現在は、この中能登町

の固有の財産でございます曳山をメーンに考

えまして、みこし、それから獅子舞など郷土

の伝統芸能を皆さんとともにお祝いして出し

ていただきたいというふうに考えておりま

す。それ以外には花火など、それから町民の

総踊りなどを考えております。また、鹿西町

のイベントの要素でございましたおにぎりに

ついてもまぜて考えていきたいというふうに

考えております。 

 来年度以降につきましては、この合併記念

イベントを契機としまして、新町としてのイ

ベントを継続して開催していきたいと思って

おります。これにより、中能登町住民の強い

きずなをはぐくむとともに、中能登町のすば

らしい個性や特徴を町外に発信していき、交

流人口の拡大を図っていきたいと思います。 

 そのため、今年度のイベント終了後は、開

催内容について十分精査、反省いたしまし

て、中能登町のイベントとして継続的に開催

できるものにしていきたいと思っておりま

す。 

 どうか議員の皆様方には、すばらしい合併

記念イベントになりますようお力添えを賜り

ますようお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 五十嵐三朗君 

○41番（五十嵐三朗君） どうもありがとう

ございました。 

 以上をもちまして私の質問を終わります。 

○議長（作間七郎君） 次に、14番 藤本一

義君 

  〔14番（藤本一義君）登壇〕 

○14番（藤本一義君） 私は、下水道事業の

汚泥処理の方法のあり方の１点についてお尋

ねいたします。 

 先ほどから各議員の質問、また、さきの予

算内示会、定例会質疑等で町長の積極的な取

り組みについては了解したつもりですが、新

たなものへの取り組みについて、具体的にど

のように考えておられるかお尋ねいたしま

す。 

 まずは現状でありますが、現在、下水道へ

の加入率は60％台、これでも年々汚泥容量は

右肩上がりにふえてきております。下水道事

業においては現在進行形であり、今後加入率

は必ずふえてくると見ていますし、また、ふ

えてもらいたいはずでございます。このよう

に加入率がふえれば必然的に汚泥の量がふえ

てきますし、経費もそれに伴ってくるでしょ

う。 
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 今、下水道汚泥リサイクルシステムに新た

な方針が報じられております。先日の北國新

聞等でもご存じのとおりだと思います。この

方法だと、汚泥の一部をリサイクルし、汚泥

の減量、経費の節減、環境保全の面で有効と

聞いております。 

 そこでお尋ねいたします。 

 今、合併による中能登町下水処理場は幾つ

あるのか。また、各処理場ごとに処理方法は

異なっているのか。また、全体的に汚泥の増

量は今後どう見ているのか。また、それに伴

う経費の増はどのように思っておられるの

か。それぞれについてお答え願います。 

○議長（作間七郎君） 藤井上下水道課長 

  〔上下水道課長（藤井博昭君）登壇〕 

○上下水道課長（藤井博昭君） 下水道の処

理のあり方について答弁をいたします。 

 当町における下水処理場は、特定環境保全

公共下水道事業により整備した処理場が５カ

所、農業集落排水施設整備事業により整備し

た処理場が６カ所あります。 

 公共下水処理場におきましては、従来、多

額の経費をかけ産業廃棄物として最終処分場

で廃棄処分をしておりました。しかしなが

ら、供用開始区域の増大に伴い汚泥量も増加

し、この処理費用や維持管理費の増加が各市

町で大きな財政負担になってきておりまし

た。 

 そういう中で、平成12年度より旧の１市６

町、七尾市、鹿島郡が共同で車載式の汚泥乾

燥車を導入し、汚泥の減量化とあわせて肥料

としての有効活用を図ってまいりました。 

 なお、当町では鳥屋北部の浄化センターを

除きまして、公共下水処理場におきましては

平成16年度の実績で約600トンの脱水汚泥が

発生しており、この汚泥を乾燥することによ

りまして100トンの肥料を生産してまいりま

した。 

 また、集落排水施設処理場におきまして

は、鹿西東部浄化センターにおいて汚泥を発

酵させ、年間約12トンの肥料を生産し有効利

用を図っております。 

 なお、他の集落排水処理場の汚泥につきま

しては、一般廃棄物として処理をしておりま

す。 

 次に、今後の問題でありますが、今後の汚

泥発生量につきましては、旧鹿島町地内にお

きまして昨年の12月に供用が開始された地区

であります。そこで現在、下水道への接続工

事が順次進められていることから、公共下水

処理場では今後も汚泥発生量は増加するもの

と考えております。 

 参考でありますが、平成16年度実績、先ほ

ども言いました600トンを脱水処理しており

ます。これで費用的には1,460万円ほどかか

っております。これが接続率が100％近くな

ると推測しますと、約950トンの脱水汚泥が

発生をいたします。そこで量的には350トン

ふえる。金額的には1,440万円ほど増加にな

ろうかと思っております。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） ただいま課長より現

状及び今後の内容についてお答えをいただき

ました。 

 ただ、そういうようなことで量がふえると

いうことは確認をいたしましたが、これに伴

い、先ほど私申し述べましたように、新のリ

サイクル等のいろんな催し物があると聞いて

おりますが、その辺の中能登町としての今後

の取り組みについてお答えをいただきたいと

思います。 

○議長（作間七郎君） 藤井上下水道課長 

  〔上下水道課長（藤井博昭君）登壇〕 

○上下水道課長（藤井博昭君） 今後の取り

組みであります。 

 下水汚泥の処分につきましては、当町で実

施しております乾燥肥料並びに発酵肥料とし

て活用を図る方法、また、焼却し焼却灰を土

壌改良材、またインターロッキングに活用す
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る方法、最終処分先である埋立処分場へ搬出

する方法があります。いずれにいたしまして

も施設の建設、処分に多額の費用が必要とな

ってきます。 

 この汚泥の処分費用を少なくするには、汚

泥の発生量を抑制することが一番重要と考え

ております。近年、汚泥発生量の少ない下水

処理技術を開発するとともに、水処理に与え

る影響が少なく、かつ残存する汚泥が完全に

処理できるシステムの開発が進められており

ます。 

 当町におきましても、鳥屋北部浄化センタ

ー並びに鹿西中部浄化センターにおきまして

汚泥の減容化、減量化を図っているところで

ありますが、いずれの施設につきましても実

証試験中というとらえ方でおります。 

 これからの状況をよく見きわめながら、現

在、汚泥の減量化及び汚泥の有効利用を目的

としました下水汚泥リサイクル研究会が発足

されると県内で聞いております。そういう中

で、この研究会にぜひとも参加をし、新たな

技術も含め、汚泥発生量の抑制と維持管理費

の低減を今後検討していかなければならない

と考えております。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） ただいま課長の方か

ら述べられましたように、下水汚泥のリサイ

クル研究会への参画というような言葉が出ま

した。 

 私の知っている限りでも、先ほど申しまし

たように新聞紙上ではそういうものが十分こ

れから図られていくようにというようなこと

は聞いております。 

 そこで、最後にお尋ねいたします。 

 町長は、このシステムを検討するに当た

り、どの程度の内容を掌握しておられるのか

お聞きしたいと思います。 

 このシステムを利用するに当たっては、中

能登町１町では済まないことと思っておりま

すし、一部民間企業も巻き込んでの今の研究

会等の発足かと思われます。そのあたり、今

後の中能登町の進め方と、町長はこの件につ

いてどのような考えを持っておられるか、お

尋ねをいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 藤本議員の質問にお

答えしたいと思います。 

 何分この研究会はまだ発足したばかりであ

りますし、このシステムもまだまだ研究する

余地もあるのでないかなと、そう思っており

ますので、もう少し時間をいただきまして、

慎重に検討して結論を出していきたいと、現

在のところはそう思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 藤本一義君 

○14番（藤本一義君） 私は、質問はこれで

終わりますが、一応これからの要望といたし

まして、今の点を十分精査されて、中能登町

も周りの隣接市町に負けないように引っ張っ

ていっていただきたい。そういうことを要望

いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（作間七郎君） ここで、昼食のため

午後１時30分まで休憩いたします。 

           午前11時49分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（作間七郎君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 ５番 宮下為幸君 

  〔５番（宮下為幸君）登壇〕 

○５番（宮下為幸君） ６月議会に向けまし

て、３つの質問をしたいと思います。１点目

は行政改革について、２点目は学校の安全管

理について、３点目は町有バスの運行管理に

ついてであります。 

 まず１点目、町長は町長選挙の公約の中、

中能登町町政６つの視点の中に行革をうたわ

れています。住民本位の町政公開と参加を推
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進していくと表明されておりますが、改革を

実現するための意気込みについてお話をお聞

きしたいと思います。 

 ２つ目は、地方分権に対応した人材育成と

人材活用がこれから必要だと思われます。ま

ず、職員の意識改革をどのような形で進めら

れるのか。 

 ３点目は、情報公開、特に入札等について

はホームページとか広報紙に掲載されている

市町村もあると聞いておりますので、これか

らホームページ、広報等に載せていかれるの

かどうか、その辺についてお伺いしたいと思

います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 宮下議員のご質問に

お答えをいたします。 

 市町村合併は最大の行政改革の手法であ

り、当町も合併をし中能登町となりました。

しかし、今後とも事務事業の見直しや経常経

費の削減に向けて鋭意努力していかなければ

なりません。 

 また、平成17年３月29日に総務省より地方

公共団体における行政改革の推進のための新

たな指針が出され、集中改革プランの策定と

公表を平成17年度中に行うよう求められてお

り、中能登町においてもこれを機に行政改革

の推進に鋭意努力していきたいと思っており

ます。 

 次に、町職員の意識改革をどのように進め

るかとの質問ですが、現在は石川県自治研修

センター主催の課長補佐研修や係長研修など

の各種職員研修への受講を積極的に進めるほ

か、役場職員会の主催による接遇や行政改革

に関連した研修を実施していきたいと思って

おります。 

 なお、今後も幹部職員の養成を目指して、

東京にある自治大学校の入校も検討し、研修

意欲を高めるとともに、幅広い識見と見地を

有する職員となるよう意識改革を進めていき

たいと思います。 

 次の質問については、総務課長より答弁を

させます。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） 宮下議員

のご質問にお答えをいたします。 

 入札結果等をホームページ等、広報紙に掲

載する用意はあるかというご質問でございま

すが、入札結果におきましては、現在、財政

担当課の窓口の方にその結果を閲覧をいたし

ております。 

 今後は、町のホームページ等においても入

札期日、入札件名、落札金額、それから落札

業者の公表を検討していきたいと、このよう

に思っておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 午前中の答弁の中で

も、町長は小さくても存在感のあるまちづく

りをしていくということを言われました。地

方分権がスタートしまして４年余りがたちま

すが、みずからが立案し、物事を責任を持っ

て実施していくような方向性が出ているわけ

ですが、それの一つとして、今ほど職員の意

識改革の中でも、町長はこれから自治大学等

に参加させるということを言われました。 

 これについて、人材育成について、これか

ら必要な予算を投じていくのかどうかお聞き

したいと思います。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） 今の質問

でございますが、町長に申しまして、今後そ

の研修費用につきましては大いに予算計上さ

せていただくようお願いしていきたいと、こ

のように思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） それでは、２点目の
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学校の安全管理について。 

 学校内に不審者が侵入する事件がありまし

た。一昨年、高松中学、天神山小学校、県内

にも起こっております。中能登町の各小学校

では、登下校中、授業中、どのような子供た

ちを守る安全対策が行われているかお聞きし

たいと思います。 

 それと、侵入者が学校内に入ってくる余地

はどこからでも、無防備な体制にいると思い

ます。そういうことを兼ねまして、学校の先

生、子供たちを守る、しっかり守っていくと

いうような学校安全条例的なものをできない

か。それは防犯、地震対策、集団感染、病気

等を含めてですけれども、その辺についてお

聞きしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 永源教育文化課長 

  〔教育文化課長（永源 勝君）登壇〕 

○教育文化課長（永源 勝君） 宮下議員の

ご質問にお答えいたします。 

 各学校での不審者対策はどのようになって

いるかとのご質問でしたが、各学校でマニュ

アルを作成し対応をしています。その一環と

して、教職員に対しては、警察より来ていた

だきまして研修会を開催し、万一に備えてい

ます。 

 ほかに、各学校には、さすまた、催涙スプ

レー、カラーボール等を備えてあります。ま

た、定期的に登校時を中心に街頭指導及び巡

回も行っています。 

 そのほか、一部の学校で希望者に防犯ベ

ル、安全笛の携帯も行っていますが、今年

度、中能登町すべての学校で希望者に防犯ベ

ルを持っていただくために必要経費を予算計

上させていただきましたので、よろしくお願

いをいたします。 

 さらに、子ども１１０番の家として、通学

道路や公園周辺にある民家、商店、事業所に

ご協力をいただき、町内103カ所を指定させ

ていただきました。先日そのマップが仕上が

りましたので、町内の子供たち及び公共施設

に配布しました。今後そのＰＲを行っていき

ます。 

 それから、学校安全条例ですが、現段階で

制定する考えはありません。しかし、条例が

ないからといって学校の安全性を放置するこ

とではなく、各学校では災害対応マニュアル

を作成し、安全の確認と日常の安全管理を現

在も行っています。 

 今後においても、校長会等で安全管理の指

導を徹底し、安全に気を配っていく考えであ

り、学校ともども子供の安全のために努力し

ていきます。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 今ほど課長さんが言

われたことはもっともだと思いますが、マニ

ュアルづくりは当然県、国が対策をやるべき

だと思います、私は。それと、ぜひ教育委員

会でも条例的なものをつくるよう一度検討を

していただきたいと思います。 

 それと、最近、車で見かけるわけですが、

鹿西町の例えばデイサービスのひまわりとか

交通推進隊の人が「子供を守るパトロール

中」というステッカーを張りまして、最近そ

ういう車を見かけます。これが鹿西支部の推

進隊が行っているということを聞きましたの

で、ぜひ旧鳥屋町、鹿島町にもこういうラベ

ルのついた自動車を回して、子供たちを一つ

でも守るような体制にしていただきたいと思

います。 

 そのパトロールのステッカーのことについ

てだけお聞きしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 永源教育文化課長 

  〔教育文化課長（永源 勝君）登壇〕 

○教育文化課長（永源 勝君） 宮下議員の

再質問にお答えをいたします。 

 現在、七鹿防犯協会の方におきまして防犯

ステッカーをつくり、一部貸し出しをして巡

回を始めています。そのほか、今年度、郡Ｐ

として防犯ステッカーを40枚程度作成いたし

まして、町内の小中学校へ配布する予定で
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す。それらを活用し、児童生徒のために各地

域を巡回パトロールする計画です。 

 詳細につきましては、７月８日に教育委員

と各小中ＰＴＡの役員さんとの懇談会を予定

していますので、そのときに９つの小中学

校、歩調を合わせて取り組んでいくよう予定

をしていますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 最後に、町有バスの

運行管理についてです。 

 中能登町の安全運転管理規程によります

と、町長が選任し、総務課長の命を受け、安

全な運転に関し、車両を運転する者に対して

必要な指示及び指導を行うということになっ

ております。これについて、安全運転管理

者、法定の資格を持つ職員の方がいるのかど

うか。 

 それと、シルバー運転手が、今何か専任運

転手が３人ほどおいでて、あとはシルバーに

業務委託をしているというようなことを聞き

ます。このシルバー運転手の教習並びに車両

管理が行われているのか。 

 ３点目は、例規の10条には、運転者は、自

動車の運転開始及び終了の日時、運転した距

離等を記録する運行日誌等を備えつけ、運転

状況を記録し、安全管理者はその状況を把握

しなければならないとなっております。この

運行日誌をもとにして適正な料金が払われて

いるのか。その時間給も少し高過ぎるのでは

ないかということをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） 町有バス

の運行管理につきまして、質問にお答えをい

たします。 

 まず安全運転管理者でございますが、町で

は庁舎ごとに安全運転管理者１名を選任し、

公安委員会へ届け出をしております。 

 道路交通法では、マイクロバス１台または

その他の自動車を５台以上使用している事業

所に安全運転管理者の選任を義務づけしてお

ります。 

 安全運転管理者の法的要件は、20歳以上、

自動車の管理経験２年以上の者を選任するこ

とになっております。安全運転管理者は毎年

講習会等を受講し、職員の運転業務、公用車

管理等を行うとともに、安全運転教育、指導

を行っております。 

 町有バス運転者の指導についてであります

が、運転者には住民検診の受診、健康検診で

ございますが、及び県の交通安全運転研修所

での研修を順次受講させているところでござ

います。 

 また、車両管理につきましては、運転者、

安全運転管理者による日常点検、業者による

定期点検整備などを実施し、車両の交通事故

防止等に努めております。 

 次に料金の設定でございますが、旧町では

業務内容により１回当たりの金額によるも

の、運転時間によるものとばらつきがござい

ました。合併を機に調整をしたものでござい

ます。 

 基本的には、従前の時間当たりの単価を参

考に、運転者の拘束時間当たりとすることで

料金設定をいたしました。25人乗りマイクロ

バス運転業務は１時間当たり1,200円、40人

乗り中型バスで１時間当たり1,500円でござ

います。 

 町有バスの運転業務は大型免許を必要とす

る技術労働でありますので、不特定住民の乗

用を前提にした自覚と責任が求められる業務

でございます。そうした面から、シルバーの

他業務と比較いたしますと高く設定されてお

ります。 

 遠距離運行は町の専門職員が対応すること

としておりますけれども、バス使用が重なる

ときにはシルバーを委託するということにな

ります。 
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 運転者の拘束時間が長くなれば１日当たり

の支払い金額も高くなりますので、他業務と

のバランスの関係もございますので、１日当

たりの支払い金額の上限も今後検討していか

なければならないというふうに考えておりま

す。 

 運転者には、バス乗務に対する意識の高揚

と自覚をさらに指導していきたいというふう

に思っております。 

 シルバーへの料金支払い、作業配分金につ

いてでございますが、シルバー会員は、作業

依頼者の確認を受けて作業日報を作成し、事

務局へ報告をいたします。作業配分金は、作

業日報に従いまして支払うことになります。 

 シルバーのバス運転者は、作業日報に加え

まして運行日誌を作成し、事務局の確認を受

けております。 

 運転者には、バス乗務に対する意識の高揚

をさらに自覚するとともに、作業配分金の支

払いについても依頼者からの誤解を招かない

よう運行日誌、作業日報のさらなる指導を徹

底したいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 今ほど言われました

シルバーの運転手さんなんですけれども、大

変上手な方もおいでれば下手な方もおいでる

かもわかりません。 

 私も５月に３回ほど、ちょうど子供のスポ

ーツ少年団の野球がありまして、３回ほど一

緒に乗っていたわけなんですが、なかなか上

手な人もおいでるし、ちょっとマナーに欠け

るような人もおいでます。 

 ぜひ、こういうシルバーの運転手の方には

車両管理に対する心得とか認識を十二分に持

っていただいて、ぜひ車両管理、マナー等を

きちっとするような教習等をしていただきた

いなと思います。 

 それと、この時間の、中型が1,500円、普

通のバスが1,200円と言われましたが、例え

ば今から中学校の大会とかいろんな大会等が

出てくると思います。金沢まで行きまして、

例えば朝７時に行って、決勝戦まで残れば晩

の７時に帰ってくる12時間の仕事になるわけ

ですね。その間どうしているか。1,500円で

ずっといれば２万円近くのような金になりま

す。その辺どういうふうな運転手さんの、帰

ってくるのか、そのまま待っているのか。待

っているとしたら、例えば私はその中の10時

間の間に、本当のバスの乗務時間は1,200円

払ってもいいですけれども、中は少し、もし

シルバーの運転手さんがされるならば800円

とか900円とか、そういうような料金の設定

の仕方もあると思います。 

 その辺のことについて、監理課長さん、済

みませんけれどもお願いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 久保参事兼監理課長 

  〔参事兼監理課長（久保與夫君）登壇〕 

○参事兼監理課長（久保與夫君） ただいま

の宮下議員のご指摘のとおりでございまし

て、バスの運転者のマナー、運転技術等につ

きましては改めて指導に努めたいというふう

に思います。 

 それから、料金設定、遠距離の運転といっ

た場合に、途中に帰ってくるのか、あるいは

向こうに待っている時間を少し金額、拘束時

間ということで金額の単価を落とすのかとい

うことでございますが、先ほども少し申し上

げましたとおり他業務とのバランスがござい

ますので、その辺もう少し検討させていただ

いて、料金の他業務とのバランスを図りたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 宮下為幸君 

○５番（宮下為幸君） 最後に、車両管理徹

底するということを言われましたし、４月25

日にＪＲ福知山線で電車事故が起きました。

それを教訓にされて、ぜひ安全な運行管理を

していただきたいと思います。 

 以上で終わりたいと思います。 
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○議長（作間七郎君） 次に、６番 平岡志

朗君 

  〔６番（平岡志朗君）登壇〕 

○６番（平岡志朗君） ただいまからスポー

ツ関係の一般質問をいたします。 

 例年ならば、ことしのスポーツ行事の日程

が発表され、一、二種目の競技については実

施されている時期です。いまだにことしのス

ポーツの行事、内容、日程がわからない状態

ですが、年間スポーツ行事の予定はどのよう

になっているかお尋ねいたします。 

 その次に、協会だけの町民スポーツ行事を

考えておられるようですが、同好会対抗より

も集落の方に参加要請をした集落対抗の方が

盛り上がると思いますが、当局はどのように

考えておられるかお尋ねいたします。 

 ３点目、県体もことしから壮年の部を設け

て幅広い競技人口を求めるようになりまし

た。それに対して、町スポーツ課はどのよう

に対処されるのかお尋ねいたします。 

 ４点目、協会のあり方というよりもスポー

ツのあり方、ジュニアの育成、県体等のトッ

プレベルの育成、もう一つはライフサイクル

として健康維持のためのスポーツの場の確

保、この３つが大事かと思っておりますが、

当局はどのように考えておられますか。 

 引き続き、どのような協会、同好会があっ

て、いつ、どこで、幾らの会費で活動されて

いるのか皆さんは知りませんので、文化教室

の広報のように広報募集をされたらよいと思

いますが、どのように考えておられますか。 

 最後に、体育祭について。先日の質疑のと

き、町民総参加のスポーツ行事と答えておら

れました。少し聞きますと、体力測定とかグ

ラウンドゴルフ等の町民に参加を求める個人

競技のようなものらしいです。できたら集落

対抗の競技の方が盛り上がると思いますが、

いかがでしょうか。 

 以上の当局の考え方の答えを求めます。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） 平岡議

員の質問についてお答えをいたします。 

 ことしの４月８日に中能登町体育協会が設

立され、町民大会を進める上での基本的な考

え方等を各競技団体の方々と協議させていた

だきました。主管である競技単位団体が中心

として大会を進める方針であり、このことに

より競技団体の体質強化と協会員の拡大を図

るものであります。 

 参加するチーム構成といたしましては、同

好会、職場チーム、地域チームなど従来と比

較すると参加範囲がふえ、また、参加チーム

も複数のチーム参加が可能であると思われま

す。 

 年間スポーツ行事予定のことですが、新し

く体育協会として16の町民大会を計画させて

いただいております。これらの大会につきま

しては、各単位競技団体からの申請によるも

のであります。 

 また、このほかに町が主催としている大会

が12大会、このほか競技団体が独自で開催す

る大会が約39大会、当初の計画の中で申請が

出ております。年間のスポーツスケジュール

といたしましては過密化しているのが現状で

あります。 

 同好会対抗より集落対抗の方がよいとのこ

とですが、旧鹿島町で実施していた24集落で

14体育ブロック、旧鳥屋町では13集落を14ブ

ロックで形成し、各種町民大会に参加してい

ました。また、旧鹿西町では職場や地域、愛

好会などのチーム編成により出場をしており

ました。 

 また、これらのチームの主たる若者の体育

離れが起因しており、チームの組織づくりが

難しい状況にあると思われます。これらの状

況から考えますと、純粋に集落や体育ブロッ

ク等を形成し、体育大会などへの参加が非常

に難しいと思われます。 



 －81－

 現在、町体育協会として進めているのは、

町民大会に係る選手やチーム募集につきまし

ては、主管競技団体より速やかに大会要項な

どをいただき、町広報や公共施設、集落等へ

周知を行い、たくさんの方々に参加していた

だきたいと思っております。今後は、さらに

各競技団体と協議をし、よりよい方向へ進め

ていきたいと思っております。 

 県民体育大会に向けてとのことであります

が、平成17年度県民体育大会が８月の６日か

ら７日の両日にわたり、かほく市を中心に開

催されます。県内合併に伴い大幅に参加チー

ムが減ると見込まれましたが、種目によって

は壮年層等のチーム参加が新たに加わり、従

来にも増して派遣選手数が多くなっておりま

す。来る７月２日には抽せん会が開催され、

約１カ月前から各競技、本格的な練習に入っ

ていくものと思われます。少しでも前へ、少

しでも上位を目指し、ベストを尽くしたいと

思っております。 

 次に協会のあり方についてですが、中能登

町体育協会には22の競技団体が加盟しており

ます。先ほど申し上げましたとおり、年間16

競技の町民大会と39の単位協会の大会行事が

事業計画されています。種目によりましては

地区対抗競技や初心者向けの大会も予定され

ており、現在、町民大会の要項等は加盟団体

に一任しておりますので、ご理解願います。 

 また、今のところテニス教室と女性バレー

ボールリーグ戦が広報で参加募集されてお

り、テニスは2,000円の参加費、中学生以上

の健康な方が対象者となっております。 

 今後も多くの方々に参加していただくため

広報等を利用していきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 体育祭をいつ、どのように考えているかと

の質問でございますが、旧町で開催されてい

ました従来の体育祭につきましては、地区も

多くなり、開催場所等を考えますと大変難し

いとの見解であります。 

 現在、町体育指導員や体育関係者と協議を

重ねて、できるだけ多くの町民が楽しく、心

地よい汗を流され、スポーツに親しんでいた

だけるような行事を10月の体育の日の前後に

考えていますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 平岡志朗君 

○６番（平岡志朗君） 鹿島町や鳥屋等にス

ポーツ担当の役員、公民館または区でスポー

ツ担当の役員がいるんです。ことしにおいて

は全く活動がなく、どうしようかと言ってい

るような状態です。それらの人たちに、この

ような意見、知恵を求めたことがあります

か。また、その人たちはことし１年すること

がないと言おうか、これからそのような役員

が要らなくなるということでしょうか。重ね

てお尋ねします。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） 平岡議

員の再質問ですけれども、各地区にはスポー

ツの担当者がいるということをお聞きしたん

ですけれども、まだそういう働きかけ等はし

ておりません。ただ当然、自治公民館と生涯

学習課で各公民館の仕事等がありますので、

その辺でまた協議をさせていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 平岡志朗君 

○６番（平岡志朗君） 確かに協会でしてい

ただくのが一番いいと思うんですけれども、

人数的に、七尾、羽咋等を見ても、同好会的

なものになるとどんどん数が少なくなる現状

ですので、できるだけたくさんの人たちが集

まってされる行事を企画、提案していただき

たいと思います。 

 また、今たくさんの町民スポーツ行事を言

われましたが、町民はまだ知らないんです。

情報がない。知らないということは、不安、
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不信を招く原因です。決まっているなら知ら

せる、決まっていないならプロセスだけでも

情報公開して、町民の知恵を募るようにして

いただきたいと思います。 

 以上のことを要望して、一般質問を終わり

ます。 

○議長（作間七郎君） 次に、38番 杉本平

治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） ６月議会に当たりま

して、私の方から４点ばかり質問をさせてい

ただきます。 

 横にデジタルにて数字が出るのは、どうも

これが気にかかります。いつの間にかこれが

ゼロになったらどうしようかなという、そう

いう中でひとつ１時間の範囲内におさめさせ

ていただきたいなと、そう思っております。 

 まず初めに、七鹿広域圏の消防事務の変更

について、私の見解を述べて、町長の答弁を

お願いしたいと思います。 

 七鹿広域圏の消防事務でございますが、予

算内示会の資料の中の43ページに、一般廃棄

物の収集運搬事業が広域圏から中能登町へ移

行された予算が提出されておりました。その

結果、中能登町の負担額が以前から見れば減

額になったと総務課長は私の質問に答弁をし

ているのであります。 

 広域消防についても、中能登町へ移行しま

して運営ということが考えられないのかどう

か。以前、鹿西町の議会論議の中でもこのこ

とがたびたび論議の課題になりまして、元、

谷町長が私たちの質問に同様な考えを発言し

たことを思い出すのであります。 

 お聞きいたしますが、１点目といたしまし

て、広域事務から分離することによって、地

域の防火災害に、中能登町の防火災害に支障

が出てくる、そういうものがあるのかどう

か。この点が１点目でございます。 

 また、分離することによって常備消防の負

担額が現在の負担額から見れば増額となるの

か減額となるのか。この点について端的に、

大まかな数字でようございますが、町長の答

弁を求めたいのであります。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 杉本平治議員の質問

にお答えをいたします。 

 現在、広域圏で共同処理している消防事務

としては、常備消防、非常備消防がありま

す。常備消防としては、中能登消防署を配置

し、消防ポンプ車２台、救急車１台、指揮車

１台で職員数は署長以下23名が２交代で配備

をされております。非常備体制では、５つの

分団を配置し、ポンプ車５台、団員数は団長

以下88名で中能登町の災害防除に当たってお

ります。 

 仮に消防事務を町へ移管させるとなります

と、町単独で消防事務を実施することになり

ます。そうなりますと、通信要員、予防要

員、危険物要員、庶務要員などで現在の体制

より必要人員が大幅に増員することが余儀な

くされます。 

 消防関係施設の装備的な部分は大差がない

にしても、広域圏分担金の七尾市との負担割

合を考慮し、さらに多少人員を圧縮したとこ

ろで人件費が今より余計にかかる計算になり

ます。 

 さらに、町単独で消防事務を実施する場合

には、現在の広範囲で大規模災害などに対応

できる消防力を維持することは困難であると

考えられます。 

 したがって、消防事務に関しましては、経

費節減に努めながら現体制で維持していきた

いと考えております。 

 分担金の質問では、現在、広域圏の分担金

は常備消防経常分が２億3,848万6,000円、非

常備消防経常分が1,632万4,000円、起債償還

分が1,466万4,000円、消防施設分として

2,512万1,000円、合計が２億9,459万5,000円
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であります。 

 町単独の消防要員として50人といたします

と、３億6,000万円になります。 

 そういうことでご理解を願いたいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） ただいまの町長の答

弁では、分離いたしましてもその方が負担金

が多くなるということと、もう一つは、消防

の能力というか、災害の場合の対策が分離す

ることによって不安になるという、そういう

答弁だったと思うわけであります。 

 私たちが以前この問題で論議したのは、消

防常備の中での職員、また施設というそうい

う大まかな中で論議をしておりました。 

 例えば、七尾鹿島の中で消防のポンプ車を

買う、またいろんな施設を新しく購入すると

いう場合に、中能登町と七尾市との範囲が大

幅に違うわけであります。中能登町はご承知

のように海に面していないこういう町であり

ます。七尾市は中島、田鶴浜、旧の七尾市、

能登島を含めまして、全部海に面しておるわ

けであります。そうしますと、どうしてもそ

ういう面での施設を新たにしなくてはいけな

いという問題が出てくるわけであります。 

 また、七尾市は和倉温泉を中心といたしま

して高層建築があるわけでありますが、中能

登町にはそれと同じような高層建築はないわ

けであります。現在、広域圏の中では50メー

ター伸びる消防車を購入いたしまして配置し

ているわけでありますが、そういうものは中

能登町においては必要ないのではないか。ま

た、海に面しておらないから水防艇等のもの

も必要はないのではないか。 

 私は、全般的に考えた場合、これから運営

していく場合、中能登町としての施設の更改

をする、また先ほど言いました駐留施設だと

かそういうものに関しましても、中能登町は

先ほど、これから新たないろんな施設をつく

っていくという、そういう答弁でありまし

た。 

 私はそういうことを考えますと、一概にそ

ういうことにもならないのではないかという

ことを考えておるわけでありまして、これら

についてもこれからひとつ総務課長を中心に

して検討していっていただきたいなと、そう

思います。 

 続きまして、質問の第２点目といたしまし

て、旧の田鶴浜町の吉田地区にあるごみ焼却

炉の解体を早急に完了することを求めたいと

思うのであります。 

 この件につきましては、年月がたっており

ますので大変感覚的に古きものだと思うんで

すが、問題は大変新しいものであります。 

 事の始まりは、平成14年に石川県の指導に

よって能登北部ＲＤＦ化事業が計画されて、

七鹿広域圏が参加をいたしました。その以前

に、広域圏といたしまして、記憶は私はっき

りしていないんですが、平成11年ごろだった

と思うんです。吉田地区にある流動床のごみ

焼却炉、これにダイオキシン対策をしなけれ

ば、工事をしなければいけないということ

で、改修費11億円余の予算で改修をされたと

私聞いているんです。 

 聞くところによりますと、11億円ぐらいで

はない、もっと高かった金額が上がっていた

という方もおられますが、だが、ＲＤＦ化の

構想の中で、この改修施設がむだになった。

しなくても、そのままでもよかったというこ

とになっているわけであります。 

 その結果、工事費のうち石川県の補助金

は、県が責任を持ってＲＤＦ化を進めた中

で、石川県の補助金は返済しなくてもいい、

そう言ったそうでございます。 

 だが、国の起債はそういうことにはなりま

せん。私、広域圏へ電話かけて聞いたんで

す。担当課に。平成16年、去年の９月に、や

っと国の起債を完了したそうでございます。

むだな投資が去年の９月ごろまでお金を払い

続けていたという、そういう事実があるわけ
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であります。 

 私は、このことを前提にして、それでは吉

田地区の解体を今日したとしたら、どういう

ことになるのか。金額的にも、また、いつの

時点で解体に踏み切るのか。このことをお聞

きいたしたいと思います。 

 広域圏へ電話いたしました。解体の前提と

して、ダイオキシン調査を行うこと。それが

行われなくては解体できないというんです

ね。その調査を平成18年度に計画をしている

ということであります。今、17年度でござい

ますね。来年度に調査を行うことを考えてい

る、そういうことです。 

 解体費用は、私がこの問題で、今、七尾市

の助役をしておられました横田さん、やめら

れましてうちにおられますが、鹿西町へ議会

の協議会に何回か出席されていろんな話を聞

きました。そのときに、解体費用として、そ

の当時８億円ほどかかる、こういうことを言

われたんです。解体するだけで。流動床のご

み焼却炉を。 

 広域圏へ電話いたしましたら、解体の作業

は今大変、価格的にも整理されまして、大体

４億円から５億円ほど、半分ほどになるであ

ろうという、そういう考えでございました。 

 この先ほど来言っております吉田地区の流

動床のごみの焼却炉は、石川県のＲＤＦ化構

想の中で生じたものであります。町長にぜひ

とも強力に進めていただきたいのは、解体費

用に対しまして石川県に応分の補助を求めて

いくこと。これが私は必要だと思うんです。 

 ６月の珠洲市議会におきましても、珠洲の

ごみ焼却炉の解体について質問が出ておりま

した。やはり石川県内におきましてもそうい

う解体されないごみ焼却炉が何カ所かあるわ

けであります。これは、何回も言うようです

が県が進めたＲＤＦ化から生まれた産物だと

思うんです。 

 そして広域圏では、当初計画のとおり現在

の吉田地区をリサイクルプラザ等施設として

建設を今後考えていく、こういうことを私に

言っておられました。 

 この点について答弁をお願いする次第であ

ります。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） ごみの焼却炉の解体

を早急に行うことについてお答えをいたしま

す。 

 七尾市の吉田地区の旧ごみ焼却施設につき

ましては、隣接のごみ固形燃料化施設の稼働

により、平成14年11月末で停止をし、現在に

至っております。 

 施設の処分については、国、県に財産処分

申請を行っておりましたが、平成17年、こと

しの１月に受理されたところであります。 

 施設の解体前にはダイオキシン類調査が必

要となりますが、広域圏では平成18年度に実

施する予定であると聞いております。 

 広域圏では、平成15年度に焼却炉の解体及

び跡地の利用計画についての試算を行ってお

りますが、解体撤去費、リサイクルプラザ建

設費等の事業費は当時の試算で約18億円と非

常に大きいことから、現時点では調整中の状

況でございます。 

 今後、施設の解体、再利用計画について

は、周辺環境の保全に十分配慮するととも

に、現存する民間活力の活用、財政的な問題

も含めまして広域圏で議論をしていきたいと

考えております。 

 ちなみに、参考でありますけれども、解体

撤去費につきましては、調査設計費が2,400

万円、解体撤去工事費につきましては４億

4,000万円、計４億6,400万円となっておりま

すし、リサイクルプラザ建設工事につきまし

ては、計画等作成費に3,300万円、建設工事

費には13億円、施行管理費には2,000万円、

計13億5,300万円。合計が18億1,700万円とな

っております。 

 以上です。 
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○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） それでは、再度質問

を行いたいと思います。 

 まず初めに、この点について、町長の答弁

の方がいいのか総務課長の答弁がいいのか、

私わからないのでございますが、知っておら

れる方の答弁を求めたいと思います。 

 現在、吉田地区にあるごみ焼却炉を含めま

して、同施設のリサイクルセンターは広域圏

からことしの２月に分離して運営されている

と聞いておりますが、そのような事実がある

のかどうか。 

 なぜに広域圏から分離されたのか。その点

でございます。 

 と申しますのは、私、この点について広域

圏の事務当局へ聞いたんです。具体的なもの

は吉田地区のリサイクルセンターへ聞いてい

ただきたい。２月に分離いたしましたので、

私の方では返答しかねるということなんで

す。この大事なことが。 

 リサイクルセンターの大松所長さんが直接

出られまして、現在私が述べたことを答弁さ

れたわけであります。 

 その経緯というのは、どうしてそうなった

のか。具体的にこれからの問題、先ほど町長

は18億円という大まかな数字を出されまし

た。それらを含めて、こういう問題はどこの

場所で論議されるのか。 

 この点について、２月ですから、町長はま

だ就任しておりません。総務課長でようござ

います。 

 次に、現在、七尾鹿島圏域振興整備計画と

いうものがあるそうでございます。第４次計

画が協議されている、こういう報告を受けま

した。 

 この七尾鹿島圏域振興整備計画、これはど

ういうものなのか。現在、第４次が協議され

ているというのは、その第４次計画の協議の

内容、何を協議されているのか。これらの内

容の報告を求めたいと思うわけであります。 

 次に、リサイクルプラザの建設にかかわる

分担金の問題でございます。これはいつの時

点に分担金が賦課されるのかわかりません

が、平成18年度にダイオキシンの調査が済ん

だら取り壊しを始めるとなりますと、引き続

きリサイクルプラザの建設にかかるわけでご

ざいますね。これは大松所長さんもそう言っ

ておられました。少しでも早く建設をしたい

と言っておられる。18億円になるのか15億円

になるのかわかりませんが、これの負担の割

合はどういうことに。 

 先ほど消防の分担金を出しましたが、分担

金条例に廃棄物の割合も出ておりますね。こ

の前の３月８日の第１回の臨時会で議会とし

て可決しておりますが、私は、この分担金が

中能登町としてどれくらい負担せざるを得な

いのか。 

 先ほど五十嵐議員が財政のことで質問され

ました。新たなこういう負担がかかわってく

るとしたら、財政計画にも私は一つのネック

になるのではないかと、そう思うんです。 

 この点について、ひとつ総務課長かどなた

か知りませんが、答弁をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 金岩保健環境課長 

  〔保健環境課長（金岩 進君）登壇〕 

○保健環境課長（金岩 進君） 杉本議員の

再質問にご説明いたします。 

 リサイクルプラザ建設に係る七尾市と中能

登町の組合分担金の割合でございますが、一

般廃棄物処理施設の設置による建設事業費の

負担割合は定額割で七尾市３分の２、人口割

で３分の１でございます。パーセントでは、

七尾市が82.15％で中能登町は17.85％となっ

ております。 

 次に、七尾市と中能登町の分担金の額でご

ざいますが、総事業費18億円から国庫補助金

を差し引き、また起債につきましては含んで

算出いたしますと、七尾市の分担金は11億円

となり、中能登町は２億4,000万円となりま
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す。 

 なお、事業費につきましては今後の計画及

び解体工事の単価変動により変更になること

があります。ご理解いただきますようお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 なぜ２月にどういうふうな経緯で分離され

たかというふうなご質問でありましたが、私

どもの方はその件、まだ掌握しておりません

ので、即広域圏の方へお聞きしまして、また

次回にでも報告をさせていただきたいと、こ

のように思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 再度質問されました４次計画のことです

が、七鹿広域圏域における整備計画ですが、

それについても私ども掌握しておりませんの

で、早急に調査をしてお答えをしたいと、こ

のように思います。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） ここで10分間休憩い

たします。 

           午後２時40分 休憩 

 

           午後２時52分 再開 

○議長（作間七郎君） 再開をいたします。 

 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） それでは、引き続き

質問をさせていただきます。 

 先ほど私が言いました七尾鹿島広域圏の整

備計画でありますが、現在、第４次を協議し

ているという、そういう私の質問に答えてい

ただいたわけでありますが、第１次から第３

次まで、どのような七尾鹿島圏域内の整備計

画というのはあったのか。第４次に中能登町

はどのような位置づけになっているのか。新

しく発足した中能登町が、その整備計画の中

に重点的にきちんとしたものが入っているの

かどうか。その点も含めまして担当課の答弁

を求めたいと思います。 

 それから、これは新聞の報道を私持ってき

たんですが、ごみの焼却炉が全国的に３割廃

止になりまして、石川県は18施設あるうち廃

止になる施設が７カ所。新聞報道では解体済

みはゼロなんです。石川県では。 

 こういう資料もあるわけでありまして、私

はこういう点につきましても、町長の方から

ぜひとも吉田地区の流動床のごみ焼却炉の処

理というか、それをきちんと早急にしていた

だきたい。要望しておきます。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） 先ほど杉本議

員からのご質問に、うっかり担当課といたし

まして、本当に失礼いたしました。第４次実

施計画ということばかり耳に入りましたもの

ですから。 

 七尾鹿島広域圏の整備計画ということでご

ざいます。資料をただいま探してきました

ら、ありました。 

 そこで、七尾鹿島圏域振興整備計画という

ことで、１次、２次、３次、４次と、現在17

年度から19年度にかけて４次計画を作成する

ということになっております。 

 その中身といたしましては、経緯と申しま

すか、それを説明させていただきますが、平

成13年に県下の市町村の広域圏を対象に、県

内５ブロックでこの計画、地方分権における

計画が研究会という形で発足しました。広域

行政推進方策研究会ということで、県下５ブ

ロックで立ち上がったということでございま

す。それは現在、合併をしておりますが、そ

ういう地方分権に基づく研究会の一つの整備

計画ということでございます。 

 その中で、七尾鹿島ブロックといたしまし

て七尾市、鹿島郡、１市６町のブロックで研
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究会が立ち上げられ、七尾鹿島広域圏の組合

の中でその事務局が発足し、運営されたわけ

でございます。 

 それと第４次実施計画ということで、毎年

の計画はローリングという方式をとりまし

て、毎年見直すということでございます。 

 先ほどどういう計画が上がっているのかと

いうことでございますが、こういう冊子にな

っておりますので、細かいことは後ほどごら

んいただければと思いますが、今、作成中で

ございますけれども、今までに載っている主

な事業といたしましては、老朽管の布設がえ

工事とか、それから学校耐震整備の調査費、

あるいはそういう事業費、また町営住宅等の

建設費等々が上がっておりました。そのほか

いろいろございます。 

 後ほど詳しいことについてはご報告をさせ

ていただきたいということで、説明を終わら

せていただきますが、先ほどはどうも本当に

失礼いたしました。今後ともこのようなこと

がないように鋭意努力いたしまして、また適

切な答弁をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 担当の吉田課長に簡

単に質問いたしますが、今、振興計画の中に

学校の問題も耐震工事というか診断という

か、そういうものを含めて圏域の整備計画を

これから考えていくのではないかというよう

な、そういう私受けとめをしたんですが、そ

ういう場合、中能登町におきましても大変こ

の点については重要な課題を抱えているわけ

であります。 

 旧の鳥屋町、鹿島町におきましても、耐震

診断は行いましたが工事は行っていないわけ

でありまして、そういう面も含めまして中能

登町の意見というか要望というか、そういう

ものを振興事業計画の中にぜひとも盛り込ん

でいっていただきたい。こういうことを担当

課長にお願いをしておきたいなと、そう思い

ます。 

 続きまして、次の問題に移りたいと思いま

す。これは初めから担当の企画の吉田課長に

申し入れしてありますから、ひとつよろしく

お願いをいたします。 

 主題は、中能登町まちづくり計画でありま

す。 

 平成16年の７月に鹿南合併協議会で審議さ

れ、決定された新町の将来構想、建設計画に

基づいて、私は質問をしたいと思います。 

 議員の皆さん方も持っておられると思うん

ですが、ページ数は20ページでありますが、

地域別整備方針。この中の主題は３町の合併

した各町の地域の整備計画をどのように持っ

ていくのかという、そういう方針を決めたも

のであります。 

 私はちょうどそのときに合併協議会の委員

の一人としておりましたので、協議会の席上

で発言したことを覚えております。 

 その整備計画の中心点は３つあるわけでご

ざいますが、私はそのうちの一つであります

歴史的市街地域ゾーン、このことについて担

当課の考えをお聞きしたいのであります。 

 主題は、括弧して景観保全、文化体験とな

っておりますが、私、鹿西町、鳥屋町、鹿島

町を車に乗って回りますと、現状は日一日と

伝統的な建築様式の家がなくなりつつあるの

が私は現状でないかと思うんです。これは町

長初め皆さん方も同様の考えを持っておられ

るのではないかと思うんです。 

 行政として、このまちづくり計画にのっと

って保全運動をどのようにこれから働きかけ

ていくのか。何か立派な、合計35ページにも

わたる立派な計画づくりをされたんですが、

今これらがどのように働きかけているのか。

目に見える動きが私はないように、ないと等

しいと思うのであります。今後どのような方

法をとるのか、早急に計画を立てる必要があ

るのではないかと思うんです。 

 昔から、住居は時代とともに変化していき
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ます。そういう中で、あえて歴史的な家並み

の保存というものを考えていくということに

なりますと、これは企画の担当課長といたし

ましても大変大きな仕事だと思うんです。 

 今、日一日と建てかえる家は、新しい近代

的なモデルの家になっているんです。そうい

う中で伝統的な家並みを保存していく。行政

としてそれにどう対処していくのか。大きな

問題であり、やはり中能登町が全国に発信す

る上におきましても、こういうものも一つの

まちづくりとして大事にしているという、そ

ういう発信のもとがなければ、私は中能登町

も普通の町になしってしまうと思うんです。 

 こういう点をひとつ担当課として、具体的

でなくてもいいんですが、将来を踏まえて今

後どう努力していくか、ひとつ率直な見解を

求めたいと思います。 

 よろしくお願いをいたします。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） ただいまの杉

本議員のご質問にお答えいたします。 

 大変大きな問題といいますか、大きな課題

でご質問されたように思われます。 

 私も中能登町まちづくり計画、新町建設計

画の作成に、大変皆様のご協力を得まして、

先ほども言われましたように35ページにわた

る計画をつくり上げさせていただきました。 

 その中でご質問を絞り込まれて、歴史的市

街地ゾーンということでご質問でございます

けれども、大変これも問題といいますか、大

きな夢というような方向性もないとも限らな

い。 

 その中で、先ほども言われました中能登町

が全国的に発信できる一つの要素もその中に

あるのではないかなというような助言もいた

だきました。その歴史的市街地ゾーンという

ようなそういう考えの中では、全国的には小

布施のようなまちづくり、それから会津若松

にあります蔵のまちというような、そういう

まちづくりもありますし、温泉地には有名な

湯布院というまちづくりもございます。そう

いうような歴史と文化を、その地区、その地

域に特徴のある歴史文化を強調したといいま

すか保存するような、そういうまちづくりが

必要ではないかなというようなご意見にも聞

こえたわけでございます。 

 それと、さきにご質問のありました、まち

づくり計画27ページにあります地域ブランド

育成事業というような中で、五十嵐議員から

のご質問でございますが、旧街道沿いの民家

の町並み保存や、旧街道を利用した歴史のみ

ちというものの整備というような計画にも入

ってくるのではないか、そのように思いま

す。 

 ただ、この新町建設計画、中能登町まちづ

くり計画については、旧３町の皆様方に、

6,500戸ぐらいですか、全戸配布をいたしま

したアンケート調査等に基づきまして、いろ

いろな意見をこちらで収集し、整理をさせて

いただいた中で、このような歴史的市街地ゾ

ーンというものを含む一つの要素の歴史的景

観を保全すればどうか、あるいは町並みを保

全すればどうかというような意見も中にあっ

たわけでございます。 

 そこで、いろいろとこちらといたしまして

もコンサル等を入れました中で、この後のま

ちづくりというもの、中能登町のまちづくり

というものを大きな目で眺めさせていただい

たときに、こういう町並みというものの保存

というものも一つ、夢になるかもしれません

が、一つ心の底に置いておけばどうかという

ような計画をつくらせていただいたというこ

とでございます。 

 参考に、いろいろ今後とも皆様方の意見を

何らかの形で取り入れながら、新しい新町中

能登町の将来構想、総合計画にいろいろと反

映させていきたいと、そのように考えており

ますので、議員の皆様方のまたご協力もよろ

しくお願いいたしまして、答弁とさせていた
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だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 課題は大変大きい問

題を抱えておりますので、答弁される企画課

長も大変だと思うんです。 

 私は、歴史ある家を残すというそういうこ

ともあるかもしれませんが、昔の街道沿いの

家並み、それを連檐している家並みを途切れ

なく現在のままに残されるということ。私、

そういう点が今後必要になるのではないかと

思うんです。 

 旧の鹿西町におきましては、そういう家並

みが今失われつつあります。歯の抜けたよう

に家が取り壊されております。空き地になっ

ております。鳥屋においても私はそうだと思

うんです。 

 ただ、鹿島町の高畠地区、また芹川、徳

前、二宮地区を回っていきますと、家並みと

いうのは今現在も連綿として、くしの歯の抜

けないように続いているわけであります。 

 私はそういうことを考えますと、これから

は少子・高齢化で、だんだんとそういう家並

みというのはなかなか保存が不可能になって

くるような気がするわけであります。そうい

う点を町としてどのような手段を講じてこれ

から守っていくのか、よろしくお願いをいた

します。 

 最後に、町道各線の改良工事について端的

に質問をいたします。 

 町道４号線、これは鹿西町の４号線であり

ます。県道２号線から鹿寿苑へ行く道であり

ますが、現在、３回にわたって工事完了期日

が延期になっております。３回にわたって。

次から次へと工事完了期日が延期になってい

ます。最終的に今、17年12月20日が完了期日

ということで明示されております。ぜひとも

12月20日に工事が完了するようにお願いをい

たしたいと思います。 

 次に、この４号線にかかるＪＲの踏切の改

修が同時に計画に乗っているはずでありま

す。西馬場地区は、そのために備えまして隣

にある踏切を廃止するということをＪＲに通

告をいたしまして、ぜひとも４号線の拡幅を

してほしいという要望をしております。ＪＲ

もその点は了承しているわけでありますが、

このＪＲの拡幅はいつごろ着工して完成され

るのか。 

 また、そのために町道４号線が通行どめに

なるわけであります。私は、こういう下手な

工事はないと思うんです。県とタイアップし

て一緒に踏切の拡幅をすれば、一緒に工事が

完了して住民は喜ぶわけですね。ＪＲの踏切

は、いつ着工して、いつ完成するのか。この

点について答弁を求めます。 

 次に、県道２号線について、ぜひとも改良

工事をしていただきたい。これは中能登町の

鳥屋庁舎へ入る、あの箇所に右折道路の車線

を引いていただきたい。 

 朝ラッシュになりますと、右折する車のた

めに七尾へ行く直進車がなかなか前へ進めら

れない。そういう難点があるわけでありま

す。ぜひとも右折車線を引いていただきたい

ということ。 

 と同時に、羽坂の交差点、これは中能登町

で今一番交通量の激しい交差点であります。

この交差点にぜひとも七尾市に向かう直進車

線を引いていただきたいということをお願い

したいんです。 

 と申しますのは、大槻の方、田鶴浜の方へ

向かっていく左折車が、左折すると同時に横

断歩道があるわけであります。ちょうど子供

の通学時間であります。そのために左折した

車が前へ動けない。そのために七尾へ行く車

が後ろに数珠つながりになる。横断歩道が、

これはやはり大事でございますから、消すと

いうわけにはいきません。七尾へ向かう直進

車線をひとつ引いていただきたい。 

 この３つが私の要望であります。ぜひとも

町長初め、朝のラッシュのときにあの地点に
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立って実態というのを把握いたしまして、公

安の方へひとつよろしく伝えていただきまし

て、実現できるように努力をお願いいたしま

す。 

 これが私の最後の質問であります。 

○議長（作間七郎君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） ただいまの

杉本議員のご質問にお答えいたします。簡潔

にお答えいたしますので、よろしくお願いし

ます。 

 町道４号線の工事の完了でございますけれ

ども、これにつきましては12月に工事を終え

るということで、現在、橋の方と取りつけ道

路の工事発注は終わっておりますので、これ

につきましては一日も早い完成を目指してこ

ちらも努力したい、こういうふうに考えてお

ります。 

 それと関連いたしますＪＲの踏切でござい

ますが、これにつきましては同時に着工すれ

ばよかったんですけれども、ＪＲの計画等も

ございまして、現在は18年度の着工が１年ず

れまして19年度の着工ということで、こちら

の方と調整を行っております。 

 現時点では、何月ごろの着手でいつごろ終

わるかということにつきましては、今後また

わかりました段階でご報告したいと思いま

す。 

 ２点目の一青交差点の右折レーンの設置で

ございますけれども、これにつきましても今

年度、中能登土木の方から工事の概要につき

ましてご説明があったわけでございます。 

 それによりますと、交差点を中心にいたし

まして七尾、羽咋の方、各85メートル延長と

いたしまして170メートルの工事の改良計画

ということでございます。これにつきまして

も現在、測量中でございますので。 

 ただ、町有地とＮＴＴの用地ですか、そち

らの方が若干かかるということでございます

が、町有地につきましては、また測量が終わ

り次第こちらの方に面積の提示があるかと思

いますけれども、その点はそちらの方で説明

させていただきます。 

 それに予算はついておりますので、今年度

中には完成するというふうにこちらの方は受

けておりますので、よろしくお願いします。 

 ３番目の羽坂交差点の件でございますが、

これにつきましては旧の鳥屋の方でも常々要

望していたところでございます。先般、６月

９日におきましても、私ども土木行政連絡会

において強く要望してきたところでございま

す。 

 これにつきましては、変則といいますか、

六叉路でございますのでなかなか改良が難し

いということで、右折レーンを設けてありま

すけれども、ただいま言われましたような左

折の方で渋滞が起こるということでございま

す。用地等もありますので、その点はまた中

能登土木と七尾警察署、両方協議いたしまし

て改善のできるようにまた努めたい、そうい

うふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 杉本平治君 

○38番（杉本平治君） 大変丁寧なる説明、

ありがとうございました。ひとつ早急に実現

するように希望いたしまして、私の質問を終

わる次第であります。 

 ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 次に、３番 谷口英

夫君 

  〔３番（谷口英夫君）登壇〕 

○３番（谷口英夫君） 通告に基づきまして

質問をさせていただきます。 

 まず、質問事項１つ目といたしまして、に

ぎわいと活力あるまちづくりについてお伺い

いたします。質問事項２つ目は、町防災計画

についてお尋ねをいたします。 

 それではまず初めに、新町建設計画の主要

施策の中で、道路のポケットパークや駅周辺
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地域等にぎわい創出事業、それと第６次産業

推進事業が掲げられているところであります

が、具体的にどのように進めるおつもりか、

町長の考えを求めます。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 谷口議員の質問にお

答えをいたします。 

 新町建設計画は、旧３町の速やかな一体

化、地域のさらなる発展と住民福祉の向上を

図るものとして昨年８月に制定されたもので

ございます。その新町建設計画では、地形、

土地利用、状況、自然環境などを配慮して、

地域別にその特性を生かした整備計画として

作成されております。 

 今後は、それら整備計画を総合的に調査検

討し、その地域の住民の方々ともいろいろ相

談しながら、真に必要とするものや優先政策

を見きわめ、中能登町の将来的な整備構想と

して、議員の皆様とも相談をしながら中能登

町総合計画へ盛り込んでいきたいと考えてお

りますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） それでは次に、今お

答えいただきました詳細の中へ入るわけでご

ざいますが、実際、建設計画の中で、地域別

整備方針として、農村居住ゾーンで瀬戸、花

見月、後山地区については能登ころ柿、林産

物生産などの農林業体験を中心としたグリー

ン・ツーリズム受け入れ地区として挙げられ

ているところであります。 

 ポケットパークの整備、眉丈が丘休憩所の

整備、また能登有料道路とのアクセス道路の

充実をもあわせていただき、積極的に取り組

むべきと考えております。いつごろまでに、

どのような形で進めていくおつもりか、町長

の方針をお聞かせください。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） お答えいたします。 

 先ほども申しましたように、中能登町総合

計画というものを議員の皆さん、また地域の

皆さん方と早急に立ち上げて、そしてその中

で盛り込んでいく。今のところは、できるだ

け早急にとしかお答えできません。もう少し

時間をください。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） かけ声倒れのないよ

うに、しっかりと進めていただくことをお願

いいたしておきます。 

 次に、にぎわいと活力あるまちづくりの視

点を変えて推進するためには、多くの視点か

ら考えるべきだと思っております。８月13日

に決定いたしました中能登町の町祭やラピア

鹿島での数多くのコンサートや発表会、町長

の公約にもあった企業誘致や住宅政策、中能

登町の観光資源を生かしたイベント等、その

他多くの視点があると考えます。 

 我が町も３月に合併が成立し、町内にも多

くの施設が利用されなくなっております。近

い将来、小学校や中学校の統合が進んでいく

となりますと、ますます残された施設の利用

方法に知恵を絞らなければいけないと思って

おります。取り壊しやほかの利用方法がない

とすると、活力ある町にとって大きなダメー

ジになると思います。 

 先日の新聞報道によりますと、和倉温泉に

世界的に評判の高い漆工芸作家の角偉三郎さ

んの代表作を集めた美術館をこの９月にも開

館することになったと報じておられます。 

 まずお尋ねいたしますが、中能登町出身の

画家や彫刻家、書家など多くの芸術家を輩出

していると伺っておりますが、町は当然把握

されていると思います。どのような分野でど

のようなお方が活躍しておられるか、お伺い

いたします。 

○議長（作間七郎君） 服部生涯学習課長 

  〔生涯学習課長（服部顕了君）登壇〕 

○生涯学習課長（服部顕了君） お答えいた



 －92－

します。 

 まず、町出身で活躍されている方々という

ことでのご質問ですが、石川県からはスポー

ツ界や芸術の世界、それから科学の世界、哲

学の世界等で数多く活躍しておいでる方、功

績を残している方々がおいでます。 

 そういう中で、スポーツ界では石川県から

ということで考えてみますと、メジャーリー

グで大活躍の松井秀喜さんが挙げられるわけ

ですが、当町を眺めてみますとオリンピック

に２大会連続出場されました池島大介さん、

あるいは将棋の女流棋士で中川カズ子さん、

旧姓山下カズ子さんですか、おられます。 

 そういう中で、芸術界の分野で活躍された

方、されておられる方、数多くおられます。

まずは絵画部門で、久江村出身で、故人とな

られておられるんですが、鈴木 進さん。あ

るいは末坂出身ですか、八野田博さん。それ

から笹川順子さん。絵画部門で活躍されてお

ります。また、彫刻家では久江村出身で北川

薫さんがおいでます。また、陶芸家では戸部

義盛さん、あるいは書道家では遠藤邑石さん

等々、たくさんおいでるかと思います。 

 そういう方々初め、ほかの分野といたしま

しては、イラストレーター、あるいはファッ

ションデザイナー、あるいは郷土史家という

ことで活躍されておいでる方がたくさんおい

でます。現在、町内におられながら創作活動

に携わっておいでる方々もたくさんおいでる

わけでございます。 

 そういう意味で、芸術分野でもたくさんお

いでるということをご報告させていただきま

して、答弁にかえさせていただきます。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） 今ほど名前を挙げら

れた方々、たくさんおいでるわけでございま

す。今改めて認識しているところであります

が、私の視点としまして、過去に描かれた絵

画等、あるいは創作された作品等が倉庫や画

廊に、また自宅に眠ってしまってほこりをか

ぶっている。どこかに展示できる場所があれ

ば管理してほしい、できるだけ多くの人に見

ていただきたい、そんな思いの方もおありの

ようであります。 

 そこで、町長にお尋ねします。 

 中能登町出身のそういう画家、彫刻家、あ

るいは亡くなられていれば家族の方にお願い

をして町に預けていただいて、現在の施設の

中で余り利用されていない施設あるいは遊休

施設があれば改装して、郷土美術館的なもの

を建設してはどうか。また、中能登町に在住

の方の中にも洋画、水墨画、切り絵、写真、

彫刻、書家の方もおられることであり、常時

出展をしていただいて、作品を見ていただけ

る場があれば非常に喜ばしいことだと思いま

す。また、人の交流の場もふえ、にぎわいが

出てくるのではないかと思います。 

 コーナーを設けるのも一考かと思います

が、町長の建設的な考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 作品の展示の施設に

つきましては、町内随一の展示設備を備えた

ふるさと創修館があります。また、ラピア鹿

島やカルチャーセンター飛翔があります。ま

ずはこれらの施設を有効に活用し、町が所蔵

する作品や郷土作家の展示、発表の場とし

て、文化事業推進実行委員会とも協議し、検

討し、企画してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、新しい施設につきましては、午前中

には五十嵐議員から資料館の建設のお話もあ

りました。それらも加えて、また検討をさせ

ていただきます。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） それでは、２つ目の

質問事項に移らせていただきます。 

 町防災計画についてでございます。 

 近年、地球温暖化が進む中、国内において
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もさまざまな災害が発生しております。安心

して暮らせる中能登町として、早急に町の防

災計画を立てていただき、万が一の災害に対

応すべきと考えますが、どのように進めるお

つもりか、また現在進められておるのか、お

聞きいたします。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） 谷口議員

のご質問にお答えをいたします。 

 昨年、我が国では過去最多の10個の台風上

陸を初め、７月の新潟、福井の豪雨災害、10

月には新潟県中越地震、海外ではスマトラ沖

大地震など、まだ記憶に新しい災害が数多く

起こっております。 

 町では現在、旧の３町の地域防災計画を取

りまとめいたしまして、中能登町暫定地域防

災計画として県とただいま協議中でありま

す。 

 今後は、近年発生いたしました数多くの災

害状況をもとに、県の指導を得ながら早急に

各種マニュアル等を作成して、万が一の災害

に対応できるようにしていきたい、このよう

に思っておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○議長（作間七郎君） 谷口英夫君 

○３番（谷口英夫君） 一日も早く進めてい

ただきたいと思います。 

 以上、質問しました事項につきましては、

町民がますます安心して暮らせるように、か

つまた推進していただけるものと確信しまし

て、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（作間七郎君） 以上で本日の一般質

問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（作間七郎君） 本日の日程は終了い

たしました。 

 次回は、あす28日午前10時より本議場で開

会いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後３時37分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（作間七郎君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は40人であります。 

 ただいまから定例会を再開し、本日の会議

を開きます。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（作間七郎君） 日程第１ 一般質問 

 これより一般質問第２日目を行います。 

 それでは、通告順により発言を許します。 

 15番 古玉栄治君 

  〔15番（古玉栄治君）登壇〕 

○15番（古玉栄治君） それでは、通告順に

従いまして一般質問をさせていただきます。 

 私は、４つの事項について質問いたしま

す。まず１件目として、石動山にトンネル

を。２件目、工業団地の造成について。３件

目、補助金について。４件目、分庁舎の状態

について。状態というか現状についてであり

ます。 

 まず１件目、石動山にトンネルを。 

 中能登町は能登半島の中央に位置し、氷見

市とも隣接し、能登の交通の要衝と言えると

ころです。近隣の七尾市や羽咋市に比べ、地

価が安く、宅地造成をしても販売しやすく、

若者の集まりやすい環境にあります。企業の

誘致、商業集積を進め、町の活性化に努めな

ければなりません。 

 特に、近隣の市町とは積極的に交流人口の

拡大を図っていかなければなりません。七尾

市、羽咋市、志賀町、そして氷見市とも政

治、経済、文化、いろいろな形で交流を深め

なければいけないと思います。 

 １年を通して安全に、そしてスピーディに

行き交うためにも石動山にトンネルが必要に

思うのですが、町長いかがお考えでしょう

か、答弁お願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） おはようございま

す。 

 古玉議員の質問にお答えをいたします。 

 石動山トンネルの必要性につきましては、

旧町の鹿島、鳥屋町議会におきましても幾度

となく質問があったように聞いており、私と

しても十分認識をいたしております。 

 富山県側とこの中能登町、あるいは広くは

能登一円にとりましても、物流、経済、交流

人口の拡大など多岐にわたり、そのトンネル

の効果が期待できるわけであります。 

 しかしながら、県も各種事業は非常に厳し

い財政での予算計上だそうであります。ちな

みに中能登土木の予算でも全盛時の半分の予

算しかつかないとも聞いております。現在改

良中の氷見田鶴浜線や県道良川磯辺線の1.5

車線化、また鹿西氷見線の改良工事とも間接

的に関連いたしますので、今後どのように地

域の要望を取り上げてもらえるか、県と連携

や調整を図りながら調査をしていきたいと考

えております。 

 どうぞご理解とご協力をいただきますよう

によろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 町長、ご理解ありが

とうございます。 

 町長は、県とは太いパイプをお持ちと聞き

ます。石川県、氷見市と協議をして、できる

だけ早い時期に石動山トンネル建設促進期成

同盟会、設立していただけないものでしょう

か。答弁お願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 今、氷見田鶴浜線の

期成同盟会で一生懸命に改良を進めていると

ころであります。来年度中には大体それもめ

どがつくのではないかなと。それが終われ

ば、今、古玉議員の言われた石動山のトンネ
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ル化にも向けて頑張ってまいりたい、そう思

っております。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 町長、本当にありが

とうございます。氷見田鶴浜線、完了しまし

たら、ぜひよろしくお願いいたします。 

 続きまして、２番目の工業団地の造成につ

いて。 

 当初予算にも計上されています企業誘致費

301万5,000円、２企業分と聞きます。現在、

企業の進出計画があるのか。また、進出予定

地はあるのか。企業誘致を積極的に進めてい

くためにも、工業団地造成の計画はあるの

か。また、地元の企業の方で、規模拡大をし

たいが、現在地が狭く規模拡大を見合わせて

いるとの相談はあるのかないのか。答弁お願

いいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 工業団地の造成につ

いての質問にお答えをいたします。 

 県内では工業団地は16カ所あり、このうち

15カ所が造成をされております。この中で能

登地区での工業団地は４カ所あり、造成され

ているのは３カ所であります。 

 造成され利用されている状況は、99万

6,000平米のうち60万4,000平米であります。

約60％が売却済みであります。残り39万

2,000平米が利用されず、先行投資を行った

県、市町の土地開発公社などでは金利、管理

費用で財政的に圧迫しているのが現状である

と聞いております。 

 このような状況の中で、当町で新たに先行

投資で工業団地を造成し、これを維持してい

くには、造成に係る費用、金利、管理費など

をかんがみますと、財政的にも大変大きな負

担になります。 

 現在、町には工場適地として２カ所指定し

てあり、これを活用した企業の誘致を図りた

いと考えております。 

 また、地元の企業で拡大を希望される場合

には、個々に相談、あっせんなど対応してい

きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 岡野商工業振興担当

課長 

  〔商工業振興担当課長（岡野 昇君）登 

   壇〕 

○商工業振興担当課長（岡野 昇君） 古玉

議員の質問にお答えいたします。 

 今まで企業誘致の話があったかという件で

ありますが、今のところまだありません。た

だ、ないというよりも１件相談があったんで

すが、これはただ話があったという程度で、

条件等が折り合わず不調に終わった次第でご

ざいます。 

 それと、地元企業につきましては、今のと

ころまだそういうお話は出てきておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほど、１件あった

が、なかなかいい話がないということです。

残念なことだと思います。 

 また、工業団地、大変経費かかると思いま

す。これも十分承知しております。 

 というのは、なぜ私がこういうことを言っ

たかといいますと、実は私のところへ先日、

ある企業の方がおいでました。現在地が狭

く、そして周りには民家がたくさんある。規

模拡大をしたいけれどもどうしてもできな

い。仕方がない、七尾市へ行くという大変残

念な話です。七尾市ではある程度話が進んで

いると私のところへ来られました。 

 せっかくこれから中能登町、これからの前

に向けて進まなければいけないところに、地

元から出ていくというのは大変残念だなと。

そういうときに、どこか工業団地ではなくて

も一定の地域を、ここどうですかと言えると

ころがないのかなと私思いました。 
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 そこで今２カ所、予定地があるということ

です。そういうことも含めて、地元の方への

徹底、こういうときにはこういう対応ができ

るということをしていただけないか。 

 町の方へは相談がなかったということです

ので、その相談をできる機会がないのではな

いかなと。もしあれでしたら、できる機関を

つくってほしいなと。多分そういう課はある

と思いますが、もっと皆さんが相談しやすい

ような環境をつくってほしいと思います。 

 これ要望したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、補助金について。 

 17日の質疑のときにも、いろいろな分野で

補助金についての質問もありました。各種団

体に出している補助金、特に私が今回質問し

たいのは、子供たち、スポーツ活動への補助

金です。 

 学童クラブの指導者、中学校の部活動への

指導者、彼らへの謝礼、備品購入費、クラブ

活動費は何を基準にして出したのか。また、

各クラブからの要望に対して何％ぐらいの要

望にこたえることができるのか、教えてほし

いと思います。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） 古玉議

員の質問にお答えをいたします。 

 少年スポーツ教室の取り組みにつきまして

は、将来の中能登町や地域を担う子供たちの

健全育成を主とし、また各競技のスポーツ選

手、担い手として旧町及び各単位競技協会が

力を入れてきたところであります。 

 少年スポーツ教室の指導者謝金につきまし

ては、旧鹿島町では１人当たり１回1,700円

支給し、100日を限度としておりました。ま

た、大会派遣費では１大会の派遣に係る概算

額の約５割程度を補助としておりました。 

 旧鳥屋町では、謝金につきましては１スポ

ーツ少年団６万5,000円の打ち切り予算で９

少年団、派遣費は支給なし、公用車を優先的

に利用してもらいました。 

 旧鹿西町では、謝金につきましては１スポ

ーツ少年団10万円均一とし、派遣費につきま

しては指導員はＪＲの実費往復分と昼食代、

選手はドリンク代として補助しておりまし

た。 

 今回、中能登町の合併に伴いまして、４月

７日、12日、14日、18日に旧３町の各少年ス

ポーツ指導員の方々に集まっていただきまし

て、旧町での指導や運営について調整会議を

開催し、自主募集、自主運営等、中能登町ス

ポーツクラブの進むべき方向を確認し合いま

した。 

 ４月23日より町内一斉に募集を行い、現

在、26スポーツクラブ、470名、約８割の小

学生が参加しております。 

 今年度は、少年スポーツクラブ１団体指導

者謝金として10万5,000円とさせていただき

ました。また、大会派遣の補助といたしまし

ては、種目等によって多少異なりますが、選

手の弁当代や派遣費の一部を１スポーツクラ

ブ３大会まで２万円を限度として補助するこ

ととしております。 

 この派遣補助については、年二、三回、指

導員連絡会で調整会議を開催し、できる限り

各団体の希望に沿いたいと考えております。 

 なお、子供たちが県代表として全国大会等

の出場の際には、派遣費を全額補助しており

ます。 

 今年度のスポーツクラブの開催日数等の実

績を考慮して、中能登町の将来を担う子供た

ちには今後もできる限り補助いたしたいと考

えておりますので、ご理解くださるようお願

いいたします。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） いろいろ細かく教え

ていただき、ありがとうございます。 

 私ちょっと幾つかあれなんですけれども、
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先日、中学校の部活動のことで少し聞きまし

た。というのは、部活動、必要備品ですね、

必要経費。まず頭から３分の１カットで要望

してほしいと。厳しくなったなと私思いま

す。 

 経費削減するというのは大変必要なことだ

と思います。先ほど出雲課長、子供たちのた

めにはすべきだと言われた中で、まず頭から

３分の１カットで要望しろと。これもちょっ

と今思いましたが、どうかなと。 

 経費削減というのは、そういうところです

るよりも、私はもっとほかのところでできな

いかなと。子供たちの部分は、できるなら少

しでも伸ばしていただき、経費削減、例えば

町の施設。私、鹿島ですので、生涯学習セン

ター維持管理費、少し調べました。昨年とこ

とし、ほとんど変わってないです。そういう

ところを少し削っていただいて、逆に子供た

ちのところをプラスになるというようなこと

ができないのか。いかがでしょうか。 

○議長（作間七郎君） 出雲スポーツ担当課

長 

  〔スポーツ担当課長（出雲 修君）登壇〕 

○スポーツ担当課長（出雲 修君） ただい

まの古玉議員の再質問なんですけれども、な

るほどほかで、維持管理等で削減をして子供

たちに少しでもということはごもっともだと

思うんですけれども、また上司、関係者と相

談をしまして努力したいと思いますので、ご

理解ください。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほど、また町長初

め皆さんで協議されるとのことですので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 子供たちというのは磨けば光る、皆さんそ

う言われます。町長、当選されたときに、き

らりと光る中能登町、言われましたよね。中

能登町をこれから光らせてくれるのは、その

子供ではないかなと思います。ぜひ子供たち

には、子供たちが中能登町に住みたい、また

都会へ行ったら帰ってきたいというような環

境をつくって、中能登町活性化のためいきた

いと思いますので、町長、その辺よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、分庁舎の現状について。 

 中能登町が誕生して、はや４カ月を迎えて

おります。分庁舎方式により旧３町の庁舎を

部門ごとに分けて事務を行っていますが、人

員配置は適正と思われるか。また、庁舎によ

っては、ちょっとあれなんですけれども、ご

ちゃごちゃに人がいて、職員の駐車場がない

状態です。現状はどうなっているのでしょう

か。また、各庁舎の職員数はどうなっている

でしょう。 

 また、各庁舎で問題になっていることはな

いのでしょうか。といいますのも、以前私の

ところに対応が悪いということを耳にしまし

た。全協の席でも言いましたが、その後、そ

ういう話があるのかないのか、答弁お願いい

たします。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） お答えを

いたします。 

 分庁舎の現状についてということでござい

ます。 

 現在、分庁舎方式における人員配置に当た

っては、社会経済情勢の変化や対応すべき行

政需要に勘案しながら、将来の組織の合理化

に対応できるよう職員の配置に努めておりま

す。 

 なお、人員配置は合併の利点でもあります

職員の専門性が高まるよう担当課を設置し、

必要人員を配置したものであり、人員配置は

適正になされているものと思っております。 

 先ほど言われました各庁舎ごとの人員及び

駐車台数ということでございますが、鳥屋庁

舎におきましては職員数は49名であります。

それから、鹿島庁舎におきましては職員数は

61名であります。鹿西庁舎におきましては職
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員数は52名であります。 

 駐車台数でございますが、今現在、鳥屋庁

舎におきましては駐車台数は100台、駐車が

可能でございます。それから、鹿島庁舎にお

きましては駐車台数は174台。鹿西庁舎にお

きましては67台というのが現状でございま

す。 

 次に、窓口サービスにおける苦情を聞いた

ことがあるか、現状はどうなっているかとい

うご質問でございますが、窓口サービスにつ

きましては、総合案内を初めとし、戸籍、住

民登録、印鑑登録、各証明等を行っておりま

す。また、医療、保健、福祉、介護、年金等

の相談や申請業務を行っております。 

 サービスの提供に当たっては、担当課が３

庁舎に分かれているため、専門的なことや複

雑なことについては常に担当と連絡をとり、

事務を進めております。 

 そのような中で、合併当初は事務的になれ

ていなかったことや、町民の転入、転出の移

動時期とも重なり、窓口が混雑し、町民に迷

惑をかけた点もあったかと思います。 

 今後は、担当と連絡をさらに密にし、町民

へのサービス向上に努めていきたいと思って

おりますので、よろしくご理解のほどお願い

をいたします。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほど、サービスに

ついて苦情がないということです。 

 以前はやはり、私も聞いたのは当初、３

月、４月でしたので、やはりそういうことが

あったのかなと。今後そういうことがないよ

うに、皆さん努力をお願いしたいと思いま

す。 

 それから、今ほど鹿西庁舎52名で67台、や

はり駐車場狭いのかなと思います。 

 鹿島あるいは鹿西庁舎には空き部屋がたく

さんあります。まず、これらの使用法を検討

していただきたい。 

 それから、鹿西庁舎ですけれども、鹿西庁

舎の、あるいは教育委員会、あるいはほかの

課を生涯学習センターあるいはカルチャーセ

ンター、こういうところへ移すことによって

事務所の中もすっきりしますし、また駐車場

も対応できるのではないかなと思います。こ

の辺について、今後どういう案があるのかお

答え願えないでしょうか。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 合併いたしまして４

カ月たちました。地域の住民の皆さんがより

使いやすく、訪れやすい庁舎とするために、

庁舎内の課の配置について、みんなの意見を

聞きながら見直しを検討してまいりたいと、

そう思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 古玉栄治君 

○15番（古玉栄治君） 今ほどすばらしい返

事いただきました。これから町民の皆さん、

各庁舎行かれても、すっきりとしたところで

各担当課の方々とさわやかに話ができるよう

になると思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上４点、私質問させていただきました。

いろいろありましたけれども、今後、中能登

町がより活性化するよう期待して、私の一般

質問を終わります。 

○議長（作間七郎君） 次に、16番 武田純

一君 

  〔16番（武田純一君）登壇〕 

○16番（武田純一君） 私は今回、４点につ

いて質問いたします。 

 まず、口座振替の再引き落としについて。 

 ３月８日のある新聞に「収納率アップ、再

振替制度を導入」の見出しで、金沢市は従

来、督促状と納付書を送付。１カ月以内に納

付は36.7％であったのを、納期限から20日後

に督促状兼再振替通知書を送付し、30日後に

引き落としできるようにする。これにより、
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市は振替不能分の１カ月以内の納付率が50％

に上昇すると見込んでいると報じてありまし

た。 

 私は、中能登町になり、納税組合制度など

を廃止し、税の収納率をいかにして従前のよ

うに維持していくか、大きな課題であると関

心を持っておりました。 

 私ごとになりますが、口座振替はＪＡを利

用しております。支所の廃止前は、引き落と

しに支障したときにはその旨の電話連絡があ

りました。ＪＡの合理化により、そのサービ

スもなくなりました。口座管理の自己責任は

当然でありますが、冷たいと感ずるのは私だ

けでしょうか。 

 そういうときに、暮らしのガイドが配布さ

れました。この暮らしのガイドの８ページに

税金についての記載があり、口座振替の手続

の項目があり、口座振替について、「各税の

納期日に引き落とし、引き落としできなかっ

た方には後日再引き落としさせていただきま

す」と記載されております。 

 金沢市の再振替制度の新聞報道によれば、

納期限から20日後に督促状兼再振替通知書を

送付、30日以内に引き落としできるようにす

るとであります。 

 当町の再引き落とし制度はどのように運用

されるのか。督促手数料は、再引き落としの

時期は、条例はどのようになっているのでし

ょうか。 

 私は一応、税条例は見てきました。その中

には、私の見た限りでは、再引き落とし制

度、この文言は出てこなかったと思います。 

 また、国民健康保険税に再引き落とし制度

の適用はあるのかないのか、お答えを願いた

いと思います。 

○議長（作間七郎君） 林税務課長 

  〔税務課長（林富士雄君）登壇〕 

○税務課長（林富士雄君） 口座振替の再引

き落としについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 口座振替の再引き落としは、各納期の口座

振替日に預金口座の残高不足によって納付で

きなかった方へ再引き落としをさせていただ

く旨の通知書をお届けした後で、金融機関へ

手続をして行っております。 

 まず、再引き落としの時期でございます

が、それぞれの納期限から15日以後としてい

ます。督促状は、納期限から20日後に発送し

ております。再引き落としによっても納付で

きなかった人に対しても督促状を発送し、督

促手数料は100円をいただいております。 

 次に、国民健康保険税はどうなっているの

かというご質問ですが、国民健康保険税につ

いても同様に再引き落としをさせていただい

ております。 

 ごらんになられた暮らしのガイドについて

は、国民健康保険税のページには再引き落と

しについての説明が残念ですが漏れておりま

した。おわかりにくい点がありましたことを

おわび申し上げます。 

 再引き落としについての条例はどういうふ

うになっているかというふうなご質問です

が、預金口座の残高不足によってたまたま納

付できなかった納税義務者の便宜を図って、

町と金融機関とが契約によって行っておりま

す。条例等による定めは特にしておりませ

ん。町税の徴収率向上のために効果があると

いうふうな判断のもとに行っております。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 今、課長の答弁では

再引き落とし時期、これは引き落とし日から

15日後、督促は20日後に行うという回答だっ

たと思います。 

 さきに私が申し述べましたように、私ごと

になりますけれどもＪＡを利用しておりまし

た。そのときに、口座の方、そこにお金が不

足した場合には連絡がございました。それ

で、すぐ駆けつけてやっていた。今そういう

サービスはございません。私はＪＡしか知り

ませんけれども、ございません。 
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 そうしますと、これは当然、先ほど申し上

げましたように口座の管理は自己責任です。

これは当然ですけれども、前は、従前はそう

いうサービスがあったんだけれども、それが

なくなったという中、その中で再引き落とし

制度。今、課長のおっしゃったこと、町民の

方が理解している人はほとんどいないと思い

ます。ここに書いてあるだけですから。それ

も小さく書いてある。 

 同じ税の国民健康保険、ここには何の記載

もないということです。 

 新しい制度を設けられるときには、いろい

ろな方面を検討されてなされたと思います。

ちょっと手抜かりがあったのではなかろうか

なと思います。 

 それから、そういう制度ができたのならば

当然、中能登町の税条例、この中にその文言

が入ってしかるべきであるというふうに私は

理解いたします。 

 それともう一つ、金融機関のサービスです

けれども、たまたま口座にお金がなかった。

引き落としできなかった。そのときの連絡サ

ービス、これはできないものでしょうか。お

答え願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 林税務課長 

  〔税務課長（林富士雄君）登壇〕 

○税務課長（林富士雄君） 武田議員からの

再質問についてお答えいたします。 

 まず、再引き落としについては税条例で定

めるべきではないかというふうなことについ

てですけれども、これについては地方税法と

の規定の関係もありますので、今後、詳細に

ついては検討させていただきます。 

 現在では、契約による以外は条例の改正ま

では難しいのではないかなというふうな判断

をしております。今後調べさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 それから、口座残高不足についての金融機

関からの案内サービスがない。以前はあった

というふうなことについて、町としてはどん

な対応ができるのかというふうなご質問です

が、これはやはり金融機関にとってはお得意

先である口座をお持ちのそれぞれの個々人か

ら金融機関に依頼されるしかないのではない

かというふうな考えを持っております。 

 町としましては、そのために再引き落とし

というふうな対応をさせていただいているの

かなというふうな判断をしております。 

 よろしくご理解のほどお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 私が参考にして述べ

ましたのは、３月８日の北國新聞に出ており

ます。 

 先ほど申し上げましたように、金沢市の方

はすべて日もきちっと新聞に報道できるよう

になっている。ということは、条例で決めて

いるということだと思います。 

 中能登町の方も、ぜひもう一度条例を見直

され、適切な措置をとっていただきたいと思

います。 

 次に移ります。 

 次に、介護保険税の普通徴収についてお尋

ねをいたします。 

 １号保険者の介護保険料は、老齢退職年金

から控除する特別控除と、一定額未満の方は

普通徴収するとの２通りがございます。 

 特別徴収者、１号被保険者は約７割である

と認識しております。これは介護保険制度が

できた当時のいろいろな専門書の中にもその

ように記載されております。 

 ところが、現況届を入院、その他やむを得

ない事由で期日までに提出できない方、年度

途中で65歳になった方も普通徴収でありま

す。その期間も翌年の９月までであります。 

 介護保険の説明会、説明資料においても、

このことは欠落していたのではないでしょう

か。もし欠落していたとしたら、今からでも

遅くないと理解しますが、いかがでしょう

か。 

 ところで、当町の普通徴収者は何人いらっ
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しゃるのでしょうか。うち、現況届の提出漏

れ等に伴う普通徴収になった方、年度途中で

65歳になられる方は、普通徴収になられた方

に対する連絡方法はどのようになっているの

でしょうか。口座振替の再引き落としはどう

であるのでしょうか。５点についてお答え願

いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 小山介護担当課長 

  〔介護担当課長（小山三郎君）登壇〕 

○介護担当課長（小山三郎君） 武田議員の

ご質問にお答えいたします。 

 まず、介護保険料の普通徴収の該当者は何

人かということでございますけれども、先ほ

ど言いました１号被保険者は5,250名、町内

においでますけれども、そのうち普通徴収は

617名の方でございます。 

 また次に、普通徴収のうち現況届を提出し

忘れた方は何名おいでるかということですけ

れども、特別徴収の場合は、現況届の提出お

くれなどで一たん年金がとまってしまいます

と、翌年度の10月まで再び特別徴収ができな

くなって普通徴収となってしまいます。 

 平成16年度中におきましては、11名の方が

特別徴収から普通徴収へと切りかわりまし

た。そのような方々には、現状では最大１年

６カ月間、特別徴収ができない状況で、納付

書によってお支払いいただいている現状であ

ります。 

 また、このたびの介護保険制度の改正によ

りましては、来年度からは特別徴収の対象年

金の拡大とともに、この特別徴収の回収時期

が現在の１回から６回に拡大される予定と聞

いております。 

 次に、年度途中で65歳になられた方は何人

おいでるかということですけれども、16年度

は306名の方がおいでました。 

 次に、年度途中で１号被保険者へ到達され

た方への連絡通知方法ですけれども、まず２

回お伝えしております。65歳になった方に

は、まず第１回目には誕生月の初めに介護被

保険者証をお届けします。そこに、保険証の

ほかに介護保険に関する簡単なリーフレッ

ト、非販のものですけれども、それにまた保

険料の案内チラシも同封しております。そこ

で介護保険制度の周知徹底に努めておりま

す。 

 また次に、２回目としまして、誕生月の翌

月には介護保険料の納付書を送っております

けれども、その折にも詳しく説明した介護保

険料の中身と、また説明文を再度同封してＰ

Ｒに努めております。 

 また、今後は町の広報やホームページを通

じまして、さらに介護保険制度全般について

理解を深めていただけるよう努力いたしたい

と思っております。 

 また次に、再引き落とし制度につきまして

は、介護保険料に関しては再引き落とし制度

は実施しておりません。 

 それにかわるものとしまして、残高不足に

よって納付できなかった方に対しては、その

都度、口座振替不能通知書兼納付書を再発行

しておりまして、各庁舎の窓口サービス課ま

たは町指定の指定金融機関窓口にお支払いい

ただいております。 

 ちなみに５月の引き落とし総件数は382件

でありますけれども、そこにおきまして残高

不足による引き落としできなかった方は12名

の方でございました。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 私はもう一つ申し上

げたと思うんです。 

 介護保険制度ができたときに、現況届のや

むを得ずできなかった方、それから年度途中

に65歳になった方、この方が普通徴収になる

という説明、これがあったかなかったかお尋

ねしたはずです。 

 まず、そちらの方からお答え願いたいと思

います。 

○議長（作間七郎君） 小山介護担当課長 
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  〔介護担当課長（小山三郎君）登壇〕 

○介護担当課長（小山三郎君） 先ほどの介

護保険制度発足時の、これ当初の担当者等に

聞きましたんですけれども、そのときの広報

等を見ればよかったかなと思います。そこら

辺を確認はしておりません。 

 申しわけありません。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 重ねてお願いしま

す。 

 私の記憶違いもあろうかと思いますので、

おわかりになりましたら、個人的で結構です

ので教えていただきたいと思います。 

 次に進みます。 

 次に、戦没者慰霊式についてお尋ねをいた

します。 

 先般開催されました平成17年度予算内示会

において、成人式、これは240名の方、敬老

会2,854名、これに関しましては予算計上が

なされておりました。町戦没者慰霊式、この

慰霊式には旧鹿島町の方が432柱、鳥屋282

柱、鹿西247柱、計961柱の慰霊式の予算が計

上されておりませんでした。私は、このこと

に気づき質問をいたしました。 

 戦没者慰霊式は、国では８月15日、日本武

道館において政府主催、総理大臣が天皇陛下

ご臨席のもとで全国戦没者慰霊式が挙行され

ます。石川県では７月27日、野田山の戦没者

墓苑において知事が石川県戦没者慰霊式典を

挙行されます。 

 ことしは敗戦から60年の節目の年でござい

ます。きょうの新聞にも出ておりました。き

のうのニュースにも出ておりました。天皇皇

后両陛下におかれましては、昨日、さきの大

戦の激戦地サイパンに赴かれました。 

 サイパン島での激戦は、非戦闘員も含め犠

牲者は６万人以上、日本軍は４万3,000人、

子供を含めた民間人は１万2,000人、現地住

民900人、米軍の犠牲者は5,000人だそうでご

ざいます。サイパンにおいては、圧倒的な軍

事力の差により玉砕するよりすべがなかった

のでございます。 

 そのサイパン島へ両陛下が赴かれ、両陛下

は敵味方なく戦没碑を参拝されます。出発に

際しての言葉は「60年の苦しみ忘れた」とい

うふうにも報じてありました。総理大臣も硫

黄島、沖縄で慰霊式典に参列され、在天のみ

たまに感謝の誠をささげられ、平和の大切さ

を訴えていらっしゃいます。 

 当町はどうでありましょうか。担当課長の

説明では、社会福祉協議会の予算に計上され

ているとのことでございました。社会福祉協

議会会長のもとで、中能登町としての式典に

なるのでしょうか。 

 戦後60年の節目の年、天皇陛下、内閣総理

大臣は国事行為として行っていらっしゃいま

す。町主催ではなく社会福祉協議会主催、町

長ではなく社会福祉協議会の会長としての式

典、これでよいのでしょうか。町長の所信を

お伺いしたいと思います。 

 また、式典はどのようになさるのでしょう

か。分散で行われるのか統一なのか。また、

時期はいつお考えなのか、お答えを願いたい

と思います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 武田議員の質問にお

答えをいたしたいと思います。 

 961柱につきましては、本当に哀悼の意を

表しております。そういう中で、慰霊式につ

きましては町が実施をいたします。そして、

慰霊法要につきましては町社会福祉協議会が

とり行います。また、式につきましては１会

場にて行う予定であります。実施の時期につ

きましては、先般の町遺族会役員会で決定さ

れたように10月の初旬にとり行いたいと考え

ております。また、予算につきましては社会

福祉協議会補助金の中に計上してありますの

で、慰霊式に関する費用につきましては９月

の議会に必要経費を補正をさせていただきた
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い、そう思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 今、町長から式典は

中能登町が行うというご返答をいただきまし

た。どうもありがとうございました。それが

私は筋だと思います。 

 先ほど申し上げましたように、国が８月15

日、日本武道館。県は来月の７月27日、野田

山で県主催で行います。どうか今後とも戦没

者慰霊式、これに関しましては町が主催をし

て行うということでお願いをしたいと思いま

す。 

 それから、式典の方、統一されるというこ

とです。これもやむを得ないかなと思いま

す。できたら、年々高齢が進んでおります。

立ったり座るのは困難である。としますと、

参列者の方はいすでの参列になろうかなと思

います。大変な労力と時間が必要だと思いま

すけれども、ぜひ老齢の方が多いということ

をお考えになりまして、いすでの式典を強く

要望いたしまして、次に移ります。 

 次に、邑知潟断層帯についてお尋ねをいた

します。 

 ３月10日の新聞報道に「邑知潟断層帯はマ

グニチュード７級確率２％」のタイトルで、

地震調査委員会の長期予想がまとめられてお

りました。 

 これによれば、地震の発生確率は国内の活

断層の中で確率のやや高いグループであり、

50年以内３から４％、100年以内では５から

８％。ただし、地質調査データの精度が低い

ため予測の精度は低い。また、金大教授のコ

メントに、邑知潟平野は地震で液状化する危

険性が高いと指摘し、一帯は地すべり地帯で

あり、新潟県中越地震のように道路が寸断さ

れ、山間部の集落が孤立する可能性があると

も指摘されておりました。 

 ところで、邑知潟地震帯はどこからどこま

ででしょうか。新聞では、七尾からかほく市

にかけての44キロだそうです。従前の学説で

は、石動山活断層は石川県で最も長く、16キ

ロあります。さらに第１眉丈山断層、第２眉

丈山活断層等の記載があったのではなかった

でしょうか。七尾からかほくまでの44キロ

は、今までどうであったのか。もし資料があ

ればお示しを願いたいと思います。 

 今回の新聞報道のニュースソースは、水

白、本江トレンチ調査によるものと理解する

のですが、いかがでしょうか。 

 私は、石川県で森本富樫断層よりも長い、

県下で一番長い活断層、石動山活断層の活動

歴を知るために、谷本石川県知事にトレンチ

の調査を何回かお願いしておりました。その

結果かどうかわかりませんが、水白と羽咋市

本江地内で国によるトレンチ調査が実施され

ました。そのトレンチ調査結果、わかってい

る範囲でお答えを願いたいと思います。活動

時期と変位についてでございます。 

 鹿島町町史資料編上巻44ページには、石動

山活断層は正断層と記載されています。私も

今まで２回、このことに関しまして教育委員

会の見解をただしましたが、そういう学説も

あるということで終わっております。 

 今回、水白、本江のトレンチ、いずれも逆

断層でございます。町史の訂正または町史の

改定版もお考えかどうか、お尋ねいたしたい

と思います。 

 また、同じページに中越地震で山間部にお

ける褶曲構造による山地崩壊、その他、褶曲

構造が記載されております。全く中越地震の

起きた地形と同じ地質でございます。 

 それから、今回のトレンチ調査の結果を学

校教育にいかに活用されるのでしょうか。こ

の報告書は、鹿島町に多分１冊しかないと理

解しております。インターネットを検索して

も、水白、本江のトレンチには掲載されてお

りません。どうかこの１冊ある報告書、これ

を活用されまして、少なくとも中学校にその

資料を渡されて、ふるさと教育、それから私
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どもの住んでいる地域、この歴史を子供たち

に教えていただきたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 小山参事兼総務課長 

  〔参事兼総務課長（小山茂則君）登壇〕 

○参事兼総務課長（小山茂則君） 武田議員

のご質問にお答えをいたします。 

 邑知潟断層帯とは何かというご質問でござ

いますが、邑知潟断層帯の長期評価について

は、ことしの３月９日に地震調査研究推進本

部から一般に公開されたものであります。ご

質問に対しては、公表されている資料から抜

粋してお答えをさせていただきますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 まず、邑知潟断層帯とは何かということで

ございますが、邑知潟断層帯は能登半島南部

に分布する逆断層帯で、七尾市から中能登

町、羽咋市、宝達志水町を経てかほく市に至

る断層帯で、古府断層、石動山断層、野寺断

層、坪山－八野断層及び内高松付近の断層か

ら構成されております断層帯で、全体の長さ

が約44キロに及ぶものであります。 

 本断層帯の北東端、南西端の位置について

は、各文献ごとに若干の相違はありますが、

各断層の位置については平成３年の活断層研

究会編及びその他の研究者の資料でおおむね

一致をいたしておるところでございます。 

 第１、第２眉丈山断層から成る眉丈山断層

帯については、長さ18キロメートルで北東か

ら南西方向に延びており、地表では邑知潟断

層帯と５キロメートル以内に接近して並走し

ておりますが、ずれの向きが逆であることか

ら、地下深くでは断層面が離れていくと判断

されております。別の断層をなすと判断され

ているところでございます。 

 次に、水白、本江トレンチの調査結果はと

いうことでございますが、水白、本江トレン

チ調査の結果は、平成15年度に京都大学大学

院理学研究科と共同で、石動山断層を対象と

して長期評価に必要な活動履歴の解明を目的

としたトレンチ掘削調査を水白地区及び羽咋

市の本江地区において実施されております。 

 調査を実施した結果、水白地区では逆断層

であるということが確認されるとともに、地

下の浅い部分における断層面は30度から35度

で南東に傾斜している可能性が高く、本江地

区においては傾斜約20度の逆断層を確認した

というものであります。 

 また、本調査に基づく最近２回の活動につ

いては、最新の活動では約1,200年前から

3,200年前、その前の活動は約2,400年前から

3,900年前で、変位量、地層が変化した量で

ございますが、約２メートルから３メートル

程度というのが今回の公式見解となっており

ます。 

 最後になりますが、邑知潟断層帯の長期評

価につきましても、今後30年間の間にマグニ

チュード7.6程度の地震が発生する可能性が

やや高いグループに属するということになっ

ておりますが、何分にも見えない部分のこと

であり、いつ地震が起きるのかわからないの

で気をつけましょうと警告されているものと

理解をいたしております。 

 町といたしましても、このような断層帯が

存在するということを認識した上で災害に備

えていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 桜井文化財担当課長 

  〔文化財担当課長（桜井憲弘君）登壇〕 

○文化財担当課長（桜井憲弘君） 武田議員

のご質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、邑知潟断層帯についての現在の学

説、調査結果と鹿島町史の相違についてとい

ったようなご質問かと思います。 

 邑知地溝帯の断層、特に東側のいわゆる石

動山活断層につきましては、ご指摘のとおり

昭和57年発刊の鹿島町史資料編では、地殻が

両側に引っ張られてできる正断層と記述をし

ております。これは、地質学の専門家で鹿島

町史専門委員でありました金大の教授が、町
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内一帯の地質をくまなく調査された結果、結

論づけられたものでございます。 

 邑知地溝帯の断層構造につきましては、こ

れまで一致した意見は出されておらず、昭和

51年に太田陽子氏らによって発表されました

論文「能登半島の活断層」では、地殻が両側

から圧縮されてできる逆断層であると結論づ

けられまして、金大の藤教授とは全く異なっ

た見解を示されておられるわけでございま

す。 

 鹿島町史の記述は、太田氏らの発表以降の

昭和57年になされたものでございます。 

 なお、石川県が平成５年に刊行しました

「石川県地質誌」におきましては、邑知地溝

帯の断層構造については必ずしも明確な一致

した見解は得られていないとしつつも、太田

氏らの逆断層説を紹介しております。 

 専門家の見解では、この両者が代表的なも

のと言えるわけでございますが、中には平行

する両側の断層により地盤が陥落して生じた

細長い低地を意味する地溝帯という用語をあ

えて使わずに、邑知低地帯とする文献もござ

います。 

 次に、今回の調査結果を学校教育の中で活

用されるのかどうかというご質問でございま

す。 

 邑知地溝帯の断層構造については、ご指摘

のように専門家の間でも意見が分かれてきた

ところでございますが、北陸有数の断層地帯

でございます邑知地溝帯中心部に位置する中

能登町にとりましては、大変貴重な郷土学習

の教材とも言えます。 

 今ほど武田議員、トレンチ調査と現在の学

説を紹介されましたが、今後は、これまでの

経緯、研究動向、現状、さらには今回の調査

報告書の結果等をきちっと把握、勉強しなが

ら、中能登町郷土資料といったものの中で生

かし、さらには学校教育の中での情報、資料

の提供、活用に努めていきたいと考えており

ますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 武田純一君 

○16番（武田純一君） 私が谷本知事に石動

山活断層のトレンチをお願いしたのは、ほじ

ってみないとその歴史がわからないというた

めでございます。 

 今、桜井課長の話にもありましたが、今回

初めて国によるトレンチ、それによって変位

だとか、それから歴史だとか変位がわかった

のでございます。 

 ぜひ、この調査結果、１冊しかない本でご

ざいますけれども、それを有効に利用されま

して、今後の対策もとっていただきたいと思

います。 

 それから、課長の話に出てきました正断層

と逆断層ですけれども、ある本によりますと

正断層というふうなのは両方から引っ張られ

てできたのが正断層。沈み込みと上がるのと

ございます。それと、逆断層というのは両方

から押されて、耐え切れなくて引き上がった

というふうなのが逆断層でございます。 

 なかなかいい資料がないんですけれども、

そういう資料も使われまして、ぜひ学校教育

に役立てていただきたい。 

 それと、鹿島町のときも申し上げたんです

けれども、住宅を建てる際に申請をしたとき

に、神奈川県の方、こちらの方では断層帯を

調査されている関係で、それもはっきりとそ

の方に、建設される方に申し上げていると言

われております。 

 これだけ資料が出てきたのですから、ぜひ

もう少し詳しく調べられまして、活断層に関

しましては広く知っていただきたい。 

 それから、液状化、これは旧の町の方に石

川県の方から資料も来ております。特に、そ

の資料によりますと鳥屋の方、一番液状化の

危険性が高いところでございます。揺られる

ことによりまして地下から砂が噴出し、建物

が沈んでいきます。 

 ぜひ、もう一度防災に関する考え方、これ

もこの機会に見直しをしていただきたいと思



 －110－ 

います。 

 要望をいたしまして、私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） ここで10分間休憩い

たします。 

           午前11時15分 休憩 

 

           午前11時29分 再開 

○議長（作間七郎君） 再開をいたします。 

 次に、７番 定塚勅男君 

  〔７番（定塚勅男君）登壇〕 

○７番（定塚勅男君） 原子力立地給付金に

ついて。２点目は、平成17年度の交付金につ

いて、一般質問をさせていただきます。 

 第１点目、石川県における原子力立地給付

金──これは電気料の補助金です──は、国

の電源立地地域対策交付金制度に基づいて、

原子力発電所の立地地域の振興と住民福祉の

向上を図ることを目的に、志賀原子力発電所

の周辺地域、志賀町、羽咋市、富来町、旧田

鶴浜町、旧鳥屋町、旧中島町、旧鹿西町にお

いて電力会社から電気の供給を受けている住

民や企業等を対象にしているもので、また給

付金の交付については、国から石川県へ交付

金が交付され、石川県から補助を受けた財団

法人電源立地振興センターが給付金を交付し

事業を行っており、交付事業については、北

陸電力株式会社が委託してこの給付制度を行

っているわけであります。 

 質問いたします。 

 平成17年３月１日より鹿島町、鳥屋町、鹿

西町の３町が合併し、中能登町が誕生いたし

ました。しかしながら、中能登町において給

付金を受けられる地域住民と企業と、受けら

れない地域住民、企業とが混在するわけであ

ります。いささか不公平感があります。ま

た、中能登町の施設においても給付金のある

なしが発生いたします。 

 しかし、合併したことにより旧鹿島町地域

も志賀原子力発電所の所在地の周辺地域とな

ったわけであります。ならば、原子力立地給

付金制度の交付基準に照らし合わせれば、鹿

島町地域についても交付金給付条件に合致す

るのではありませんか。このことについてお

伺いをいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 定塚議員のご質問に

お答えをいたします。 

 まず、原子力立地給付金の交付の流れから

お答えをいたします。 

 この給付金は、国から県へ交付され、県か

ら財団法人電源地域振興センターに補助金と

して交付されます。さらに、センターからそ

れぞれの電力会社に事務委託をされ、その給

付額に応じて、各地域の住民に対して電気料

金の実質的な割引措置として支給されるもの

であります。 

 ご質問では、旧鹿島地域も今回の合併で中

能登町となり、志賀原子力発電所の隣接町と

してその給付金を受けられないかとのことで

すが、昨年10月に国の基本的考え方が示され

ました。その中で、電源立地地域対策交付金

の原子力給付金については、電源施設の立地

地域並びに周辺地域の一般家庭や工場、企業

に対して電気料金の割引を行うための給付金

であり、原子力発電施設の建設について地元

の合意形成が得られた時点、いわゆる原子力

発電施設の着工が確実になった日に現存した

市町村の枠組み、いわゆる旧町の枠組みで交

付金を交付するのが適当であるとの基本的方

針を示されたわけであります。 

 そのことから、合併で隣接町となった旧鹿

島町地域への補助は今のところ見込めないわ

けですが、今後は給付額の増額を働きかけて

いきたいと考えておりますので、ご理解とご

協力をよろしくお願いをいたします。 

○議長（作間七郎君） 定塚勅男君 

○７番（定塚勅男君） 先ほど町長さんから

お話受けたわけでございますけれども、これ
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は国の施策ということでありますけれども、

やはり私たちも鹿島の出でありますので、合

併すれば電気料は補助あるというふうに区民

の方にも説明したわけであります。その点を

考慮しながら、やはり行政が率先して、中能

登町の発展のためにはどうしてもこういう公

平さが私は必要と思います。 

 先ほど古玉議員から少年スポーツの補助金

についても、公平で平等で、そしてピカッと

光るような中能登町といいますけれども、特

に電気料金は確かに光ります。それを中心に

して、なるべく皆さんが納得するような方法

を考えていただきたいと思います。 

 次に、平成17年度の交付金額、これに対し

て説明をお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 吉田企画課長 

  〔企画課長（吉田外喜夫君）登壇〕 

○企画課長（吉田外喜夫君） 定塚議員のご

質問にお答えいたします。 

 平成17年度交付金額ということで、平成17

年度の交付金額はどれほどになるのかという

ことでございますけれども、先ほど町長から

も説明のありましたとおり、この給付金につ

いては国から県の方へ交付される給付金とい

うことで、こちらでは把握をしておりません

が、昨年度の給付実績額について県の方へ問

い合わせをいたしました。 

 その結果でございますけれども、旧鳥屋町

地区並びに旧鹿西町地区に交付された給付額

の一般家庭への給付額でございますけれど

も、総額で2,643万2,208円。また、工場、企

業に対しての給付額は4,069万681円というこ

とで、合計6,712万2,889円が給付されており

ます。 

 17年度の給付額はどれほどかというご質問

でございますけれども、県の方では多分同額

ぐらいの給付になるのではなかろうかという

回答をいただいております。 

 また、一般家庭についての積算でございま

すけれども、契約口数によりまして１口当た

り月額407円ということで、年額は4,884円の

実質的な電気料金の割引ということになって

おります。 

 また、工場、企業については、契約１キロ

ワット当たり月額203円ということで計算さ

れているということを回答いただきましたの

で、ご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 定塚勅男君 

○７番（定塚勅男君） 平成16年度の電気補

助金は6,700万円弱というふうに聞きまし

た。それが鳥屋、鹿西の方にお金がおりるわ

けですね。鹿島の方はそれだけの補助がない

というわけであります。何らかこれは町民に

わかりやすくできるように、これからひとつ

希望として町長さんにお願いいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（作間七郎君） 次に、２番 諏訪良

一君 

  〔２番（諏訪良一君）登壇〕 

○２番（諏訪良一君） それでは、これより

食育で健康なまちづくりについてと児童生徒

の安全対策についての２件にわたりまして質

問したいと思います。 

 最初に、食育で健康なまちづくりについて

であります。 

 食育というのは、字のとおり一口で申し上

げますと食を通して人間を育てていくという

ことであるわけです。日本には昔から知育、

徳育、体育の３つの育が大変大切にされてき

ております。これにこのたび国が食育を加え

ることで、健康で健全な日本をよみがえらせ

るということをねらいにしているところであ

るわけです。国の食育推進会議が立ち上げら

れておりますが、来年の６月までに策定する

基本計画、これを受けて県が行動計画を策定

するという運びになっております。 

 福祉行政の基点は町民の健康から、健康は

食からと言っても過言ではなかろうかと考え

るところであるわけです。一方では、朝食を
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必ずとる子は、ほとんどとらない子に比べて

勉強ができるという大変貴重で、しかも意味

深長な分析データが県の教育委員会からも発

表されております。 

 食育を単に学校教育のみにとどめず、町政

の指針にも挙げられております健康で生き生

きと暮らせるまちづくりの町民運動として取

り組んでいくことが肝要ではなかろうかと、

このように考えます。 

 そこで、これらのことを踏まえまして、食

育に対する基本的な考えをまず町長にお聞き

したいと思います。 

 それから、当町における学力調査の結果に

ついて。それから、この結果を関係者、とい

いますのは生徒、保護者、教職員の関係の

方々がそれぞれどのように受けとめられてい

るのか。それから、このことによって指導方

法がどのように改善されているかについて、

教育長の方からお尋ねをしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○教育長（水谷内祝盛君） ただいまの諏訪

議員のご質問にお答えいたします。 

 食育で健康なまちづくりについて、まず、

その基本的な考え方ということでございま

す。 

 先ほど議員からもお話がありましたよう

に、これまでの我が国の教育は知育、徳育、

体育の三本柱が基本理念で成り立っておりま

したが、最近、これに加えまして食育の大切

さが叫ばれるようになってきました。つま

り、食体験を通じて適切な食品の選択ができ

るようになる能力を培い、料理法や作法を教

えること。このことは、本来この食育は家庭

教育の中で行われるのが望ましいのでござい

ますが、受験あるいは共働きの増加などの原

因で、なかなか家庭教育だけでは困難な状態

になっているのでございます。そこで、学校

教育の中にこの食育を取り入れるようになっ

てきているのが現状でございます。 

 具体的には、給食の時間においては食品の

栄養や食事のマナー等についての指導。それ

から学級活動の時間では、先ほどお話があり

ましたように朝食の大切さ、それから間食に

ついての指導などに取り組んでいるところで

ございます。 

 また先日、今月の20日ですけれども教育新

聞を読んでおりましたら、国と地方自治体が

食に関する体験活動を促す食育基本法が10日

の参議院本会議で可決され、そして17日に公

布されたということが教育新聞に載っており

ました。このことを受けて、今後ますます食

育について注目されるものと思いますので、

中能登町教育委員会としても積極的に支援し

ていきたいと思っているところでございま

す。 

 なお、先ほど朝食についての県教委のお話

がありましたが、もう少し具体的に、簡単に

申し上げますと、小学校４年生、６年生、中

学校３年生と、次の質問にもございますけれ

ども、基礎学力調査をしているときに、その

調査の後に間接的な質問用紙が配られて、そ

の結果を見ますと、これは昨年のものでござ

いますけれども、小学校４年生では、朝食を

必ずとると答えたお子さんが79.5％です。こ

の79.5％の児童のいわゆる基礎学力調査の通

過率は78％と出ております。これに反して、

とらないことが多いとか全くとらないという

児童が5.3％おいでます。この児童の通過率

は59％。ざっと20％の通過率が違うというデ

ータでございます。 

 小学校６年生についてもそうでございます

けれども、必ずとると答えた児童が78.6％、

通過率67％。全くとらない、あるいは時々と

るは4.4％で通過率は54％。これまた10数％

の通過率の差がございますし、中学校３年生

においては、必ずとると答えた生徒は78％、

通過率62％。全くとらないか時々とるは

6.6％で、通過率は46％。約18％の通過率が

違うわけでございます。 
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 そういう点で、朝食が非常に大切だという

ことも学校でも指導しておりますが、私はＰ

ＴＡやそういう機会を通して先生方からこの

事実を伝えていただきたいなと願っていると

ころでございます。 

 次に、当町における基礎学力調査の結果に

ついてのご質問でございます。 

 県の教育委員会は、学習指導要領に示され

ている内容の定着状況を把握するために、平

成14年度からこの調査をしております。 

 昨年度は、これに加えまして小学校４年

生、そして小学校６年生、中学校３年生全員

を対象に、あわせて学習に対する意識調査も

しているところでございます。 

 その結果が各学校へ届いておりますので、

各学校においては、県で集計した結果と比較

しながら子供たちの基礎学力の定着状況を分

析し、個々の子供たちに対してきめ細かな指

導をされるとともに、自分の学校の教育課程

編成の見直し、あるいは各教科の指導法の工

夫、改善、充実を図り、学校生活全体を見直

し、そして保護者の啓発を図っているところ

でございます。 

 今年度も４月27日に実施しましたが、まだ

結果が出ておりません。もうすぐ出るかと思

います。夏休み前に例年出ておりますので。 

 今年度の結果は出ておりませんが、昨年度

の当地における結果を申し上げますと、小学

校４年生では国語、算数、２教科の調査でご

ざいますけれども、国語、算数とも県平均を

上回っております。小学校６年生は、算数が

県平均に達していますが、国語、社会、理科

では残念ながらわずかですが県平均を下回っ

ております。中学校３年生では、国語、社

会、数学、理科、英語、５教科とも県平均を

大きく上回っているという結果が出ておりま

すので、ご報告申し上げます。 

 また、このことについての関係者の受けと

め方でございますけれども、基礎学力につい

ては、児童生徒、保護者、教師ともに大きな

関心を持っており、特に教師にとっては最重

要課題でございますので、日々本当に努力を

重ねているところでございます。 

 食育についても徐々に関心がこれまでより

も高まっていると私には感じられますので、

ご報告申し上げて、お答えにかえさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 大変貴重なデータで

ありますので、このデータを真摯に受けとめ

ていただきまして、生徒、先生、保護者の行

動になるよう努めていただきたいと思いま

す。 

 それから、町長にお尋ねしますけれども、

健康という問題は、先ほど申しましたように

社会福祉の基点でなかろうかな、こんなよう

に思います。そういうことから、これを町民

運動に展開されるようなお考えはないでしょ

うか、お聞きしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 人間にとりましては

一番大事なものはやはり健康でありますし、

健康なくしては心もなかなかよくならないわ

けであります。 

 健康につきましては、社会福祉だけではな

く学校、町民、すべで一つになりながら頑張

って考えていきたいと、そう思っておりま

す。 

○議長（作間七郎君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 最近は、我々大人の

方からダイエットというようなことが先行し

まして、食そのものが乱れてきているように

も思います。 

 そんなことから、町挙げてやはりこの取り

組みを進めていただきたい、こんなことをお

願いするものであります。 

 次に、児童生徒の安全対策についてであり

ます。 
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 この件につきましては、昨日、宮下議員の

質問内容と重複するところがあろうかと思い

ますが、昨日答弁された方の内容も勘案しな

がら、私の方から質問していきたい、このよ

うに思います。 

 最近、不審者の学校への侵入事件や児童生

徒の誘拐を装ったような現金の振り込ませを

させようとするもの、あるいは声かけといっ

たような事案が新聞紙上でよく見かけるとこ

ろであるわけです。当町においては、このよ

うなことが全くなければいいんですが、ある

と困ることではなかろうかな、こんなように

思うわけです。これらの事案から子供を守る

ような安全対策を講じて、そして犯罪を未然

に防止していこうと努めることが大変肝要で

はなかろうか、このように考えるところであ

るわけです。 

 そういうことから、事前指導を含めて安全

対策における基本的な考え方について。それ

から、学校内における関係機器の設置状況、

装備状況について。きのうの答弁を聞いてお

りますと、多少学校間におけるこのあたりの

差が出ているようですが、この点をこれから

どうしようとなされておいでるのか。 

 それから、児童生徒並びに保護者の方々に

どのように指導されているのか。 

 それから、これは地域の人々の相当な協力

あるいは支援がないと、うまく進めていかれ

ないのではなかろうか。よく農家の方々がお

っしゃいますけれども、昔は必ず畑か田んぼ

に人がいたけれども、このごろは土曜か日曜

でないと人影が見られない。こんなことにも

やはり安全対策を進めていく上での問題点が

あるのではなかろうか、こんなように考える

ところであります。 

 そういうことから、これらについて答弁を

願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○教育長（水谷内祝盛君） ただいまの諏訪

議員のご質問、議員もおっしゃったように昨

日の宮下議員のご質問と重なった点がござい

ますけれども、私の方からご質問にお答えし

たいと思います。 

 児童生徒の安全対策について、まず基本的

な考え方ということですが、中能登町教育委

員会としては、学校が安全で児童生徒が安心

して過ごせるよう、今後とも保護者及び地域

の方々の協力を得ながら学校の安全対策に万

全を期していきたいと思っております。 

 学校内における関係機器の整備状況、これ

もきのう課長の方から報告がありましたけれ

ども、さすまた、カラーボール、催涙スプレ

ー等を備えてあります。また、一部の学校で

ございますけれども、防犯ブザー、安全笛の

携帯も行っております。 

 一部の学校と言いましたが、そのほかの学

校には防犯ブザーや安全笛がまだ生徒に行き

渡っておりませんので、これから今までなか

った学校におきまして調査をいたしまして、

それを計上していきたいと思いますので、ま

た予算の方をよろしくお願いするところでご

ざいます。 

 それから、児童生徒並びに保護者に対する

指導状況でございますけれども、児童生徒に

ついてはクラス集会、あるいは全校集会で機

会あるごとにしつこいほど指導を行っており

ます。また一方、不審者情報が入ったときに

は、その都度、内容等の説明を行い、注意を

促しているところでございます。 

 また、保護者についてはＰＴＡ活動や学年

集会時等を利用して協力を求めているところ

でございます。 

 それから、地域の方々の支援体制でござい

ますが、これもきのうお話ししたとおり、中

能登町に子ども１１０番の家を103カ所お願

いして設けてあります。子供たちが登下校の

ときに何かがあったときに、すぐその家へ立

ち寄られるというようにしているところでご

ざいますので、今後ともいろいろなご意見が
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あるかと思いますが、またよろしくお願いい

たします。 

 以上で私の答弁を終わります。 

○議長（作間七郎君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） 当町における心配さ

れたような事案が発生していないのかどうか

ということをお尋ねしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 水谷内教育長 

  〔教育長（水谷内祝盛君）登壇〕 

○教育長（水谷内祝盛君） 今のところ、不

審者情報とか、あるいは各学校へこういう変

な人が来たとかという情報は私は聞いており

ませんが、先般、ガードレールに危険な金属

片を差すという事件が国内にありましたが、

旧鹿西地内でそういう金属片が３カ所差され

ていたという情報を聞いております。 

 以上です。 

○議長（作間七郎君） 諏訪良一君 

○２番（諏訪良一君） いつどんな形で発生

するかわからないことに対する事前指導とい

うことは大変難しいことだろうと思うんです

が、やはり日ごろの地道な教育、その教育を

児童生徒が行動に移されるような訓練的な教

育も必要ではなかろうかと思います。 

 このようなことから、安全機器の装備ばか

りで対応できる問題ではなかろうと思います

が、とにかく適正な指導を今後とも行ってい

ただきたい。このことをお願いしまして、質

問を終わりたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 昼食のため午後１時

30分まで休憩をいたします。 

           午後０時05分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（作間七郎君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。 

 32番 小坂博康君 

  〔32番（小坂博康君）登壇〕 

○32番（小坂博康君） 旧能登部、金丸が合

併して鹿西町になったのが、私、小学校３年

生ぐらいだったと記憶しております。そのと

きに、何もわからない中に、旗行列に参加し

て、まんじゅうをもらって大変うまかったな

というのを思い出します。 

 その中で、今回、子供たちに何かそういう

思い出に残るようなことがあったのかどうか

なということを思いながら、ちょっと何かし

ておいたらよかったのかなという気持ちもな

きにしもあらずということです。 

 どうであれ、気を引き締めて初心に返り、

肝に銘じて頑張っていきたいと思っておりま

す。 

 それでは、質問させていただきます。 

 非常発電機の設置についてでありますが、

今回計上された予算では、企画課の情報担当

課でありますからコンピュータのバックアッ

プ電源プラス事務処理の対応でき得る最低限

の容量を計算して計上されたのじゃないかと

思いますが、また現在、各３庁舎、３つの庁

舎にも発電機があると思いますが、現況はど

のようになっているのかお聞かせを願いたい

と思います。 

○議長（作間七郎君） 広瀬情報担当課長 

  〔情報担当課長（広瀬康雄君）登壇〕 

○情報担当課長（広瀬康雄君） 小坂議員の

ご質問にお答えいたします。 

 まず最初に、各庁舎の非常用の電源設備の

現況について簡単に説明いたします。 

 まず鳥屋庁舎でありますが、県の消防防災

の発電機がございます。これは4.5KVAの能力

のものです。これは県の防災用のファクス、

アンテナ受信設備、防災用のパソコンに対応

するために設置されているものであります。

これは鹿島庁舎、鹿西庁舎ともございます。

なお、これは県の防災用でありますので転用

はできませんので、専用の発電機でありま

す。 

 それと、災害時における非常用の発電とい

たしましては防災行政無線、これはバッテリ
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ーを備えておりまして、常時使いますと半日

程度の能力があるというふうに聞いておりま

す。 

 鳥屋庁舎は、それ以外に非常用の発電とし

て動力で30KVA、これは消火栓と排煙装置、

あと避難誘導灯のために設置してございま

す。 

 続いて鹿島庁舎ですが、先ほど申しました

ように県の防災用の発電機がございます。そ

れと、防災行政無線用はバッテリーでござい

ます。 

 鹿西庁舎におきましては、県の防災用の発

電機と、防災行政無線に鹿西庁舎の方は自家

発電機を備えております。 

 以上が３庁舎の現状であります。 

 今回の整備するものですが、以上のような

状況ですので、電算システム等を作動させる

ための非常用の発電装置は現在ございませ

ん。そこで、今回する工事ですが、自然災害

等の不測の事態による長時間の停電時に対応

し、役場としての必要な機能を確保するた

め、電算室の機器類と３庁舎の電灯やパソコ

ン類等の電源供給に必要な発電設備を設置い

たします。 

 工事の主な内容ですが、鳥屋庁舎につきま

しては電算室と事務所フロアの電源確保を考

えております。発電能力は、動力で10KVA、

電灯で75KVAを計画しております。その内訳

ですが、電算室用に電灯45KVA、動力で

10KVA、庁舎用に電灯用として30KVAを計画し

ております。庁舎の30KVAの中身であります

が、照明用で５KVA、コンセント用で25KVAを

予定しております。 

 それと、鹿島庁舎、鹿西庁舎におきまして

は事務所フロアの電源確保を考えておりま

す。内容的には、先ほど申しましたように電

灯用で30KVAを予定しております。 

 以上であります。 

○議長（作間七郎君） 小坂博康君 

○32番（小坂博康君） 今ほどお聞きしたん

ですが、防災無線等が30分ぐらいでなくなる

ということですので、私の考え方をちょっと

述べさせていただいて、ぜひ発電機の容量

を、予算がオーバーするかと思いますがアッ

プしていただいて、きっちりしたものにして

いただきたいと思います。 

 北海道の有珠山が爆発して、虻田町が大変

なことだったということで、うちの旧鹿西町

で研修に行きました。そのときに、議長さん

がおっしゃった。何にも議会は機能しません

し、できません。全く何もできませんでした

と。何が一番町民があてにするかといった

ら、町長さんの一挙手一投足。各役場の職員

さんがどれだけ早くきちっとした対応をして

くれるかということが一番でしたと。 

 あそこは役場庁舎が使えませんでしたの

で、隣の町の役場を借りられておいでたんで

すけれども、議会も開かれないし、そういう

ことで単独でみんな各ところへ避難したもの

ですから、議員個々にできる範囲内で活動し

たということで、議員本来の仕事というのは

全くできなかった、そういうことをおっしゃ

って。ああ、なるほどな、冷静に考えてみた

らそういうことだなという勉強をしてきたわ

けなんですが。 

 近年、災害がよく起きておりますし、異常

気象で、先ほども皆さんがおっしゃっていま

したとおり大変な災害が起きております。こ

こも先ほど武田さんが質問されておいでまし

た地震の巣である活断層が何本か走ってい

る。 

 そういうことで、備えあれば憂いなしとい

うことでございますので、ぜひとも、今の県

の無線も、これは県がやられたので手を加え

られないという答弁でしたが、そういうこと

も全部含めて一切合切全部、照明も動力も消

火栓ポンプも非常照明も全部つくんだと、そ

ういうような設備できます。どこが一番そう

いうのに近いかといいますと、和倉温泉のホ

テル関係なんかはすべてそういうふうになっ
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ております。 

 やはりこういう状況が、いざというときに

町民の皆さんが頼りになるのは役場なんです

よ。役場は当然壊れないと思っていますし、

私らもそう思っています。その中でも、先ほ

ども言いましたが、町長初め職員の皆さんが

敏速な伝達、的確な指示、そういうのが必要

なんですよ。 

 そういうのに役場の機能が全然働かないと

いうのは、もってのほかというような思いを

していますので、ぜひそういう機能が十分発

揮できるような設備にしていただきたいんで

すが、町長はどう思われますか、ちょっとご

答弁願いたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 私もはっきり電気関

係とかそういうことはわかりません。そうい

う中で、役場の中で全員で、もう一度できる

かできないか検討していきたい、そう思って

おります。 

○議長（作間七郎君） 小坂博康君 

○32番（小坂博康君） 今ほどは町長に前向

きな答弁いただきましたので、ぜひ皆さんで

またご検討していただいて、よろしくお願い

したいと思います。 

 次に行きます。 

 職員の給与の格差の是正についてお伺いを

したいと思います。 

 中能登町が誕生してから、もうはや４カ月

を迎えようとしております。職員の皆さんも

大分落ちつかれて、町民の皆さんによく対応

できてきているように思います。 

 合併に際して問題となっておりました職員

給与の格差是正が行われたのかどうか、お聞

きをしたいと思います。 

 合併前は、各旧町の事情や町長の考え方が

あってでこぼこしていたのは周知の事実であ

ります。同じ中能登町となった今、給与の格

差がある、課長が補佐より給与が低いとも聞

きます。 

 私は、決して中能登町の職員の給与が高い

とは思いませんが、しかもラスパイレス指数

が県下でも大変低いと聞いております。旧町

のどの町が高いとは言いませんが、合併の懸

案事項となっていた給与の格差は職員の指揮

にもかかわることですから早急に是正すべき

だと思いますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 職員給与の格差是正

について、小坂議員の質問にお答えをいたし

ます。 

 職員給与の格差是正については、私も３カ

月間、いろんな給料とか、またボーナスとか

見ておりますと、大変あることは承知をして

おります。しかも、県下でも大変低いランク

であることも十分わかっているところであり

ます。 

 しかし、地域の状況を見たときに、一度に

是正することもできず、かといって職員にと

っては、同年代で入った時期も同じなのに給

与が違うとなれば、やはりおもしろくないの

は現実であろうと思います。 

 そこで、できるだけ早い時期に職歴などを

勘案しながら是正を行っていきたい、そう思

っているところであります。 

 ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 小坂博康君 

○32番（小坂博康君） いまだ実施されてい

ないということですが、いつごろまでに行う

予定なのか。 

 それと、人事院勧告等が予定されておりま

して、給与の引き下げがあるとの報道もあり

ます。 

 ますます職員にとって厳しいことになって

きますが、もし格差の是正を実施した場合、

どれぐらいの財源が必要かということは計算

されたことがあるのかないのか、ちょっとお
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聞きしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 苗山参事兼住民課長 

  〔参事兼住民課長（苗山雅幸君）登壇〕 

○参事兼住民課長（苗山雅幸君） 今ほどの

小坂議員の再質問についてご説明を申し上げ

たいと思います。 

 本来は総務課長が説明を申し上げるところ

でございますけれども、私が合併協議会の総

務部会長をしておりましたので、職員の給与

について旧鹿西町職員と旧鹿島町の職員の格

差について計算を行ったことがありますの

で、記憶をたどりながらの説明になります

が、よろしかったらご説明をいたしたいと思

います。 

 まず、先ほどの町長の答弁の中で、できる

だけ早く是正を行いたいとのことでありま

す。それに伴う財源でありますが、昨年の４

月現在におきまして、旧鹿西町の職員を旧鹿

島町職員に置きかえた場合、職員全体ですが

月額で約130万円の差がございました。これ

は年齢、それから勤務年数を単純に置きかえ

たもので、一番重要な勤務成績等は考えてお

らず、そして一番なことは条例等の運用の誤

りがあったことによるものであると私は思っ

ております。 

 記憶をたどってみますと、35歳以下の職員

については３町とも余り格差はなかったよう

に思っております。35歳以上の職員から格差

が出てきているというふうに思っておりま

す。ある職員におきましては、月額４万円以

上の格差があった職員がいたと記憶をしてお

ります。 

 私は、先ほどの議員の質問にもありました

ように、旧鹿島町の職員の給与は決して高い

とは思っておりません。旧鹿西町職員給与と

鹿島町職員給与を比較した場合の差額を申し

上げましたけれども、旧鳥屋町の職員の格差

は私は計算をしておりませんのでわかりませ

んが、ラスパイレス指数等を見ますと旧鹿西

町、鳥屋町とも同じでなかったかなと思って

おります。同じ格差が生じておるとすれば、

月額で約二百七、八十万円の財源を要するこ

とになるのではないかなという数字が出てお

ったことを記憶しております。 

 中能登町となった現在、一度に格差を是正

することは地方自治法上、また県の指導等も

あることから、どのようにするか、また町長

とも検討させていただき、ご理解も願いたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 小坂博康君 

○32番（小坂博康君） 今ほどの答弁で、法

律上とか県の指導、いろいろあったりして一

度にできないとなれば、何かいい基準を設け

てされるのか。また、どういう方法があるの

かとかいう何か考えがあったら、町長からで

も結構ですがお聞かせ願えればと思います。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 今ほども話ししたよ

うに、もう少し時間をいただきたい、そう思

います。 

○議長（作間七郎君） 小坂博康君 

○32番（小坂博康君） これで質問ではあり

ませんが、要望になると思いますけれども、

町長の早急の英断を期待して質問を終わりた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 次に、29番 坂井幸

雄君 

  〔29番（坂井幸雄君）登壇〕 

○29番（坂井幸雄君） ３点ばかりお願いし

たいと思います。 

 杉本町長は、若かりしころ木村武司さんと

ともに青年団活動、また郡栄会ということで

人の和を大切にしておられたわけでございま

して、その流れは今でも続いていると思いま

す。 

 青年団のときには青年団協議会の会長とい

うことで、人の和を大切に。また、県議会の
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ときには海外交流機構理事長ということで交

流を促進しておられたわけでございます。 

 そういう観念でありますので、ひとつ人と

人との交流に対して質問したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ふるさとを後にして都会に活躍されている

方々がおられます。普通だったら鹿島町では

大門町とか交流があるんですけれども、中能

登町、旧の鳥屋から都会へ出て活躍している

人たちの交流の促進をお願いしたいわけでご

ざいます。 

 今、合併して町の統一ということで、旧の

ことでどうのこうのというのは少しおこがま

しいんですけれども、あえて少し言わせてい

ただきます。 

 旧鳥屋町としては、昭和62年７月11日に大

阪鳥屋会が発足しました。そのもとというの

は、ふるさとを離れて大阪で大変努力され

て、徒弟制度の一環として互譲会制度がござ

います。例えばの話、浴進会とか良川会とか

花友会とか、そういう会の集まりが大阪鳥屋

会ということでございます。その方々が一堂

に会して、うちのふるさと鳥屋町ということ

で交流を密にしていたわけでございます。そ

のつながりも大切でありまして、平成10年に

東京鳥屋会、金沢鳥屋会も発足したわけでご

ざいます。 

 大体、会員数にすれば300名か400名おいで

るんですけれども、懇親会などにはなかなか

出席していただけないわけでございますが、

その交流会の通信連絡費が恐らく今回の予算

には打ってなかったかと思われますので、そ

の点よろしくお願いしたいと思います。打っ

てあれば、ぜひともその事情を聞いて、よろ

しくお願いいたします。 

 そのふるさとと中能登町との交流でござい

ますが、旧の一例を申しますと、西暦2000年

のときに鳥屋町にルネサンス鳥屋曳山という

ことでお祭りがありました。８月13日、お盆

のころでございます。そのときには、ふるさ

とのお墓参りを兼ねて大阪鳥屋会の人たちや

東京鳥屋会の人たちも参加していただきまし

て、大変にぎわったわけでございます。そう

いう交流も一つ大切かと思います。 

 それともう一つは、池島大介選手がオリン

ピックの選考会のときに神戸の六甲山の大会

がございました。そのときでも大阪の方が応

援していただきまして、選考会の審査委員に

は一役を担ったと思います。 

 それからもう一つは、ここに坂井課長がお

られますが、その子供さんが金沢高校で甲子

園に出場した場合でも大阪鳥屋会の方々が10

数名応援していただき、また30人31脚という

ことで、鳥屋小学校が全国大会で横浜に出ら

れたときにも東京鳥屋会が応援に来ていただ

いたわけでございます。 

 そういう交流がひとつ大切と思われますの

で、ぜひともふるさとの交流、また都会へ出

ている人と町の交流の促進のほど、よろしく

お願いしたいと思います。 

 その点、ひとつ町長の考えをお願いいたし

ます。 

 続けて質問させていただきます。 

 きょうの新聞では、能登空港の搭乗率が

63％ということで目標を達したわけでござい

ます。以前にアクタスを読んでいた場合に

は、３月、４月ということで、愛知博もあり

搭乗率が低下していたわけでございますが、

きょうの新聞では目標の63％ということで、

何とか目標を達成して危惧することがなかろ

うかと思うんですけれども、現在の能登空港

－羽田便に関しては、地元の人たちが利用し

にくい運航の時間帯かと思われます。能登に

観光客を誘致するには今の時間帯がいいのか

なというわけでございますし、また地元にと

っては日帰りの会議などには不便さがついて

回っているわけでございます。 

 その点、今後、地元の利用客の向上があっ

て、時間帯も変更できるんじゃなかろうかな

という考えがございますので、その点をまた
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町長、県議会もしておられましたので、検討

の余地をまた討議していただきたいと思いま

す。 

 ４年後には羽田空港が新滑走路が開港しま

す。現在は１日に26万回の発着がありまし

て、４年後には41万回の発着ということで聞

いておりますので、その点までいかなくても

いいんですけれども、とにかく地元の人が利

用できる時間帯の要請をぜひともしていただ

きたいということでございますので、その点

ひとつ町長の考えをお知らせ願いたいと思い

ます。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 坂井議員からのご質

問がありました都会とふるさと交流について

の質問についてお答えをいたします。 

 地域の振興、活性化対策におきましては、

地方と都会との交流を活発化させることは非

常に重要なことと考えております。交流人口

の拡大により、地方と都会の双方がメリット

を享受でき、またＵターンやＪターン、Ｉタ

ーンなどにもつながる可能性もあります。ま

た、定住人口の拡大や民間経済への波及や企

業の誘致など、さらに発展の可能性を秘めて

おります。 

 中能登町におきましても、合併以前より大

阪鳥屋会などとの組織を初めとして、旧町単

位で郷土出身組織との交流があったところで

あります。郷土出身者のお心の中には、厳し

い経済情勢ではありますが、ふるさとを思

い、郷土を大切にし、郷土の役に立ちたいと

いうような思いがあると思います。 

 このようなお心を大切にし、今後とも交流

を継続し、人的なつながりを大切にして、中

能登町の発展運営につなげていきたいと考え

ております。 

 どうかご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。 

 また、ふるさと交流の予算につきまして

は、今は特別には打ってありませんけれど

も、これからどのような交流が行われるの

か、それを見ながらまた考えていきたいと、

そう思っております。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 坂井議

員からご質問がございました能登空港の利用

促進についてのご質問にお答えいたします。 

 能登空港は、開港以来、能登地域の活性化

と空港の存続を図るため、中能登町を初めと

いたしまして能登地域の自治体や経済団体が

協力して、日ごろより皆様方に切に能登空港

の利用促進をお願いしているところでござい

ます。これまでも議員各位を初め各種団体の

皆様にたくさんのご利用をいただきましたこ

とに対しまして感謝を申し上げたいと思いま

す。 

 さて、ご質問の地元利用者の便を考えた場

合のことでございますが、このことは能登空

港開港以来、発着時刻は地元利用者にとって

は不便な時刻に固定されているところでござ

います。このため、議員もご指摘のように東

京での日帰りの会議等のビジネスにはほとん

ど利用できません。また、旅行の利用にいた

しましても、首都圏での滞在時間が非常に短

いということになっております。 

 一方、羽田から能登へ訪れる観光客には便

利な時刻となっておりまして、実際、利用者

割合を見ましても開港１年目が地元と首都圏

の割合でほぼ25対75というような割合になっ

ております。２年目に至りましては、地元が

20、首都圏が80という割合にまで上がってき

ております。 

 路線の採算は首都圏からの観光客に依存し

ているのが現状でございます。このようなこ

とから、地元利用がさらに期待されるわけで

ございますが、地元利用がしづらい面も明確

でございますので、市町村から地元利用の利
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便性を図る要望を出しているところであり、

県からも航空会社に検討を働きかけていると

ころでございます。 

 しかしながら、現在での採算の維持は首都

圏からの観光客に依存していることや、羽田

空港の朝夕の発着枠が大変過密であることか

ら、厳しいとのことであります。 

 地元の利用が首都圏からの利用以上になれ

ば検討がさらに進むかと思います。卵が先か

鶏が先かという議論もあるわけでございます

が、今後ともダイヤ変更を航空会社に働きか

けてもらうよう能登地域の市町一体となって

県へ継続して依頼していきたいと思いますの

で、どうかご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 坂井幸雄君 

○29番（坂井幸雄君） 先ほどの２点ばかり

はよろしくお願いいたします。 

 続き、前へ進みたいと思います。 

 巡回バスの運行に関してでございますが、

旧町ではいろいろと事情があり、検討の上の

現在の運行だと思っております。高齢化社会

で、また社会情勢の変化とともに鹿島と鳥

屋、鹿西の東西関係の路線も少ないわけでご

ざいますが、この点も交流の一環としても一

歩でも半歩でも進めていただきたいと思いま

すし、また、巡回バスは高齢者の方々の足だ

と思いますので、ひとつ今後の運行の道順並

びに停留所を考えるときには、その方々の弱

者の意見を聞いて、よろしくお願いしたいと

思います。 

 積雪のときには、現在の運行では鹿島さん

の場合にはいろいろとバスの利用度が多いか

と思いますが、鹿西さん、鳥屋さんの場合に

は運行してから日が短いのでなかなかなじま

ない点がございますが、今後とも検討されて

よろしくお願いしたいわけでございます。 

 特に積雪のときには、停留所まで出るのに

凍結やら積雪があって、お年寄りの方がそこ

まで行くのは大変だと思いますので、できる

だけ旧道路の家の連檐地区を通していただき

まして、家から近い距離のところで乗られる

ようにいろいろと検討していただきたいと思

います。 

 それから、社会情勢といたしましては、金

融機関関係の方々が統合やら縮小ということ

でございますので、なかなか年金をもらう

方々が不便さを感じておられますので、金融

関係の近くを通るよう、停留所があるように

していただきたいと思いますし、それから質

疑のときにも、中能登町は４つの駅がござい

ます。町外へ出る場合には、どうしてもお年

寄りは駅を利用することが多々あろうかと思

いますので、駅をひとつ、ずっと基点とは言

いませんが、ある程度の時間帯のときには駅

を通じるような運行の行路をひとつお願いし

たいということでございます。 

 とりあえず今までは鳥屋町でしたら基幹道

路を通っていて、停留所は集会所ということ

でございますが、できるだけ旧道路の消雪装

置や幅のあるところへお願いしたいわけでご

ざいます。 

 その点、ひとつ今後検討の余地があるのか

どうかということでお願いしたいと思いま

す。 

○議長（作間七郎君） 堀内地域振興担当課

長 

  〔地域振興担当課長（堀内浩一君）登壇〕 

○地域振興担当課長（堀内浩一君） 坂井議

員からご質問がございました巡回バスの運行

についてお答えいたします。 

 現在、巡回バスの運行につきましては、合

併後の当面の経済性を考慮いたしまして、旧

町単位で運行していた方式を継続いたしまし

て、旧町ごとで運行いたしております。この

ため、旧町ごとにバス停の数や位置、それか

ら通行する道路に違いがございます。 

 旧鳥屋地域では、バス停を基本的に集会所

単位で設けまして、幹線道路を多く通行して

おります。また旧鹿島地域では、旧道をかな
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り多く通行し、細かくバス停を設けて運行い

たしております。旧鹿西地域では、ほとんど

県道などの幹線道路を運行している状況でご

ざいます。 

 ３月以降の利用者の状況を見ますと、旧鹿

島地区の利用者が最も多く、１日当たりでは

120人前後でございます。旧鳥屋地域、旧鹿

西地域ではそれぞれ40人前後となっておりま

す。 

 このような違いは、旧鹿島地域では従来か

ら鉄道交通が利用しにくかったような歴史的

経緯がございます。それで、バス利用が受け

入れやすかったという、そういう環境の違い

もあるかと思います。他の２地域と比べ、い

ち早くコミュニティバスを導入して、利用者

の声を反映させながら現在の運行方法にたど

り着いたという経緯もあるかと思います。 

 今後は、そのような事例を十分検討材料に

入れまして、道路幅員、それから消雪、除雪

の対応などを考慮しながら、高齢者を中心と

した利用者の利便性を配慮した運行となりま

すよう、そして今ほど議員も申されました駅

とか金融機関のことも配慮いたしまして、議

員の皆様方、それから利用者代表、地域の代

表者の方々と十分検討の場を持っていきたい

と考えております。 

 これにより、運行する道路の選択やバス停

の設置位置などについて協議を図り、皆様に

できるだけご利用いただけるよう改善を図っ

ていきたいというふうに思います。どうかご

理解、ご協力をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 坂井幸雄君 

○29番（坂井幸雄君） ぜひともよろしくお

願いいたします。 

 終わります。 

○議長（作間七郎君） 次に、33番 谷 晃

吉君 

  〔33番（谷 晃吉君）登壇〕 

○33番（谷 晃吉君） 通告に従って質問を

させていただきます。 

 私たちの中能登町が実現して、はや４カ月

近くたちました。今ここにこうして一般質問

に立つに際しましては、まことに感無量のも

のがあります。 

 と申しますのも、24年前に私が町議に初当

選して運動公園議会議員として出させていた

だいたとき、集まって、会議が終われば解散

してしまうだけの状態だったので、当時の守

田議長に、我々３町はいずれ将来一つになる

時期が来るだろうから、そのときに備えて今

から年に一度ぐらいは一緒に研修旅行でもし

て一晩ゆっくりお酒を酌み交わし、将来を語

り合える機会をつくったらどうだろうかと明

言いたしましたところ、それはいいことだな

ということで取り上げてくれまして、以後、

研修旅行が行われてきたわけであります。 

 それから二十有余年の歳月が流れて、３町

力を合わせてここに合併が実現したのであり

ますが、これからも皆さんとともに協力して

未来ある中能登町のまちづくりに尽力してい

きたいと願っております。 

 さて、合併して一番重要なことは、未来の

ある中能登町にすることだと思うのでありま

す。 

 先日テレビを見ていましたら、新しく発足

したさいたま市の新市長が当選直後の第一声

で、最初に取り組まなければならない重要な

私の仕事は企業誘致でありますと叫んでおり

ました。あの関東地方の日本の真ん中にいて

100万以上の人口を有する大都市においてさ

えも、市長の第一の仕事は企業誘致であると

言っているのであります。都会の町工場もど

んどん中国に移転していって、空洞化してい

く時代になってきたわけであります。 

 しかしながら、せんだって来の中国におけ

るサッカー試合の暴挙や、歴史認識に対する

中国各地のデモや暴動などの傍若無人ぶりは

いかがなものでしょうか。それに加え、日本

の国連安保理における常任理事国入りに対す
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る悪質な妨害などなど目に余るものがありま

す。 

 日本は戦後長年にわたり、特に近年におい

ては苦しい不況の中で、血のにじむような努

力をしているときでさえも、国民の借金をふ

やしてまでして中国に３兆5,000億余りに及

ぶ途方もない膨大な政府開発援助を与え、そ

れに加えて、それに匹敵する巨額の民間協力

をも与えながら、感謝の気持ちのかけらもな

く、おまけに大手企業はまだしも、たくさん

の中小企業がヤオハンデパートのように朝令

暮改のいかさまなやり方でだまし取られて苦

しんでおるのが、日本の大手新聞のほとんど

がその事実を報道していないのであります。 

 今ごろ法治国家の体をなさない共産独裁国

家・中国のカントリーリスクの危険さに目覚

めてきた日本企業の意欲ある経営者たちに、

能登半島の中能登町に目を振り向けてもらう

絶好のチャンスではないでしょうか。今こそ

大きなアドバルーンを上げるべきだと思うの

であります。 

 県の方も、昨年は松下電器関連企業の誘致

には隣の富山県に負けましたが、それには補

助金の最高額が石川県が20億円であったのに

対し、富山県は30億円であったのが大変影響

したように報じられております。その後、石

川県も反省しまして35億円まで助成可能にい

たしましたが、我が町もそれに対応していか

なければならないときに、中能登町の見せ金

が10年来、旧鹿西町が乗せてきた金額の同じ

では意欲が疑われるのではないでしょうか。 

 我々は、１町では力不足でありますから３

町合併したのであります。昔の毛利元就の教

えではありませんが、１本の矢は折れても３

本の矢は折れがたいのです。１足す１足す１

は、４や５の力にもなり得るのです。 

 中能登町と人口の余り違わない珠洲市にお

いてさえも最高５億円は出しますよとアドバ

ルーンを上げました。 

 きらりと光る中能登町を築いていくには、

大胆な発想の転換を図り、日本の優良企業か

ら振り向いてもらえる魅力ある町にしていか

なければなりません。 

 幸いにも当町は賢明な先輩たちのおかげで

県内では財政的にも健全な方であり、今の余

力のある間に何としても地元を豊かにする優

良企業を誘致して、若者の働ける場を提供し

てあげなければなりません。 

 あるとき保護司の方が、若者の不良化を防

ぎ、また更生させるためにも働くところが必

要です。ぜひ企業誘致してくださいと申され

ました。 

 将来性に乏しく、やがて人口は40％は減少

するだろうと言われている能登にあって、若

者が希望を持って住める町にしてあげなけれ

ばなりません。 

 今、当町にとって最大の課題は、さいたま

市長の第一声と同じく企業誘致であります。

それも消費型の企業ではなく、地元を豊かに

してくれる生産型の企業でなくてはなりませ

ん。地元企業の方々には大いに頑張っていた

だいておりますが、限界が見えています。県

知事もそのことを肝に銘じたからこそ、最高

20億円を35億円にしてくれたわけでありま

す。 

 町長は、県知事、県議ともに良好な関係に

ありますから、仲よくスクラムを組んで、ト

ップセールスに邁進してもらいたいと願うも

のであります。 

 町長の気合いはいかがでございましょう

か。使命感にあふれ、情熱に燃えた答弁を期

待して、降壇いたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 企業誘致問題につい

て、谷議員の質問にお答えをいたします。 

 工業団地を整備すれば企業が立地するとい

う時代は終えんし、最適生産立地の観点で立

地場所が決定される時代へと変化をしており

ます。 
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 中能登町においても、こうした企業の動向

を踏まえて、地域経済の強化につながる今後

成長が期待できる産業分野の誘致及び既存企

業の活性化と課題に取り組みながら企業誘致

の推進を図り、企業誘致の実現によって地元

雇用の増大、町の税収の増大、建設投資の効

果、直接的な製造品の生産効果、下請など関

連企業の発展、消費による地域商業のサービ

ス業の発展など波及効果が見込まれることか

ら、谷議員のご指摘のように地元を豊かにし

てくれる企業誘致に向け、地域の活性化方策

の一つとして積極的に取り組んでいきたいと

考えております。 

 今後とも県と連携をとりながら企業誘致を

一生懸命推進していきたいと考えておりま

す。 

 よろしくご理解いただきますようお願いを

いたします。 

○議長（作間七郎君） 岡野商工業振興担当

課長 

  〔商工業振興担当課長（岡野 昇君）登 

   壇〕 

○商工業振興担当課長（岡野 昇君） 谷議

員の質問にお答えいたします。 

 予算計上の300万円の件でございますが、

予算計上に当たり、はっきりした額をとらえ

ることができないため最低限必要額を計上さ

せていただきましたものでありまして、大き

な額を計上しますと他の事業に影響を及ぼ

し、当初予算が組めなくなるものでありま

す。それで、町の補助金額は最高7,000万円

となっております。これが確定した時点で、

補正でもって対応させていただきたいと考え

ております。 

 決して意欲がないものではありません。ご

理解のほどをよろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 谷 晃吉君 

○33番（谷 晃吉君） ただいまは積極的な

ご答弁をいただいてありがとうございます。 

 しかし、最高額が7,000万ということでは

その程度の規模のものしか期待できないとい

うことになりますので、今後はもっと大胆に

行動のとれるような方向へ持っていっていた

だきたいと思います。 

 何しろこの問題は中能登町の将来の命運が

かかっている大事な問題でありますので、今

後とも強い執念と積極性を持って取り組んで

いっていただきたいとお願いをいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） ここで10分間休憩い

たします。 

           午後２時25分 休憩 

 

           午後２時38分 再開 

○議長（作間七郎君） 再開をいたします。 

 11番 甲部昭夫君 

  〔11番（甲部昭夫君）登壇〕 

○11番（甲部昭夫君） いよいよ２日間の最

後になり、最後にこうして一般質問させてい

ただくことを喜びといたします。 

 そこで、最後というのはとにかく皆さんが

私の言いたいことを既に言っておられた方も

おいでになりますので、私のつくってきた原

稿を多少割愛いたしまして、要点だけをお聞

きしたいと思います。 

 しかしながら、それをうまく言えるかどう

かは私の能力にかかっておりますが、それだ

けの力はないので重複するかもわかりませ

ん。よろしくお願いいたします。 

 当町の企業誘致についてお聞きをしたいと

思います。 

 現在、中能登町には企業誘致条例、そして

規則がございます。その内容は、企業進出を

しようとする側にとっては非常に小さなメリ

ットでないかと思われます。 

 町も合併して、だんだんと変わっていきま

す。若い人たちが安心して住めるようになる

ためには働く場所が大事であると、そういう

ふうに思っております。 
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 今までに当町に企業進出をしたいというよ

うなお話があったものかどうかということを

一つお聞きしたいと思います。 

 そこで、私は考えますが、企業の進出を求

めるならば、今までのような考え方では消極

的ではないかと、そういうふうに思っており

ます。対外的に積極的なアピールをして、い

つでも受入体制が整えるようなことにならな

いかなというふうに日ごろ思っておりまし

た。そこで、仮称ではありますが企業誘致検

討特別委員会とか、または企業誘致プロジェ

クトチームとか何か組織をつくって、当然、

町、議会、そして商工会等の団体が一体とな

り、その情熱を県内外に示してほしいと思っ

ております。 

 進出する企業が、これはと思えるような条

件も必要ではないかと思います。例えば、土

地の無料提供、無償提供などを考えてもよい

のではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

 現在、鹿島地内には今年中に某デベロッパ

ーによりアルプラザの前に新しく商業集積所

ができると聞いておりますし、二、三日前の

新聞にもアルプラザが拡幅、増幅工事をする

というようなことも新聞に出ておりました。

こういうものも追い風となって企業誘致がで

きれば、町長のおっしゃる小さくてもきらり

と光る町が実現するのではないかと、そうい

うふうに思っておりますが、この辺のことを

町長にお話を聞いてみたいと思いますので、

町長よろしくお願いをいたします。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 当町の企業誘致につ

いて、話がなかったかについて甲部議員の質

問にお答えをいたします。 

 ことしの４月に、県の紹介で一企業から電

源立地等の補助対象地域である当町へ空き工

場がないかというお話が１件ありました。担

当者と面談を行ったところでありますけれど

も、面談後には旧鳥屋地内の空き工場を紹介

し、現地確認を行い、地主へ連絡をし、後

日、企業と地主と交渉が行われましたが、条

件等で残念ながら不調となっております。 

 また、これ以降にも担当課の方へ町の助成

制度について企業から問い合わせがあったと

も聞いております。 

 次に、企業誘致に対する当町の組織づくり

についての質問にお答えをいたします。 

 現在、県の産業立地課、企業誘致担当課で

ありますけれども、それが事務局となり、能

登地域４市７町で構成されている能登地域活

性化人材確保推進実行委員会という組織があ

ります。この組織は、県と市町が一体となっ

て能登地域への企業誘致を推進し、企業への

雇用人材の確保ができる体制づくりを行うも

のであります。 

 これらを活用しながら、町といたしまして

も、今後、企業誘致に関する組織づくりを行

いたいと考えております。 

○議長（作間七郎君） 甲部昭夫君 

○11番（甲部昭夫君） 町長、例えば今いう

土地の無料提供など考えてみたことはないか

とか、考えたらどうかというような、そうい

うお話はどんなものでしょうか。 

○議長（作間七郎君） 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 今話もしたとおり、

３町の一番いい町の条例を今つくっておりま

す。そういう中で、今、条例改正をも含め

て、土地の提供がいいのか、7,000万円がい

いのか３億円がいいのかというような大変な

決断をした答弁をしたつもりであります。 

○議長（作間七郎君） 甲部昭夫君 

○11番（甲部昭夫君） それでは、町長から

ご返答いただきましたことはよくわかりまし

た。 

 ほかのものに関しては、先ほどから２日間

の間に皆さん細かくこの件に関して答弁をし

ていただいていますので、これ以上、私は申
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すことはございません。 

 次に、鹿西町の４号線整備工事についてお

聞きをしたいと思います。 

 これも、きのうでしたか杉本議員の方から

質問がございました。今年の予算書にはそれ

は載っております。 

 皆さんご承知のように、この道路は鹿西町

の西馬場から通称沖馬場の方へ向かうＪＲ線

を通って長曽川の橋を通っていく道路でござ

います。 

 この４号線工事に関しては、当局より詳し

いことは私たちは聞いておりませんが、せん

だって地元の方とお話をする機会がございま

して、この道路が一部変更になって改良され

るということをお聞きしましたので、事務の

担当の方にお電話をして聞いてみましたとこ

ろ、工事はする、間違いないというような話

でございました。 

 そのときに、この説明会が西馬場の集会所

で行われるということも聞きましたので、そ

の辺を確認いたしましたところ、やはりそう

いう集会があるというようなことでございま

した。 

 私は、この道路はやはり生活道路でもあ

り、非常に大切な通学道路でもあるというふ

うなことを常々思っておりまして、この工事

がどのように企画されていくのか、また、そ

の集会所にあったときの反応というか、そう

したものも地元の地権者の方を含んでどのよ

うな反応であったか、澤井課長にお聞きをし

たいなと思っております。 

 歩道は子供の命を守る安全で安心な道路と

いうことで、どうしても必要な道路であろう

と思いますので、工事を完成させる上におい

ては歩道の併用を必ずしていただきたいとい

うふうに要望いたします。 

 また、ＪＲの踏切に関しても、長曽川の工

事に関しても、本来であれば平成18年に完成

する予定でなかったかなと、そういうふうに

思っておりますが、これもきのうの答弁いた

だきまして19年までかかるというふうな話で

ございましたので、その辺の答弁は結構です

けれども、その歩道の併用ということをどの

ような計画になっているか、澤井課長にお聞

きしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） 甲部議員の

先ほどのご質問にお答えいたします。 

 まずもって、旧鹿西町で計画しておりまし

た町道４号線の工事でございますけれども、

これにつきましては地方道路整備臨時交付金

事業の採択を受けて進めておる工事でござい

まして、最終的には西馬場から井田の交差点

までを改良する計画でございます。ちなみに

10年間の計画でもって改良を進めていくとい

うことでございますが、旧の西馬場の中でも

通称沖馬場地区につきましては、現在の道路

を拡幅するのではなくて、熊野川沿いにもっ

て振りかえて井田の方までを進めていく、そ

ういう計画で進めております。先般、４月28

日付で今年度の交付金の内示もあったわけで

ございます。 

 ことしは地権者の方々の用地買収と実施設

計を計上させていただいておりますので、そ

の点につきましても、また議員さん側面から

ご支援のほどをお願いしたいと思っておりま

す。 

 それと、２点目の歩道のある道路でござい

ますけれども、この歩道につきましては、交

通量調査等を行っておりまして、現時点では

歩道部分を特に設けてはございません。路肩

を広くとってこの道路を供用するという形に

なっておりますけれども、昨日お話ししまし

たとおり踏切の改良工事等もありますので、

その辺、再度検討していきたいというふうに

考えております。 

 長曽川改修あるいはＪＲの踏切につきまし

ては、昨日、杉本議員の答弁でお話ししたと

おり19年度の施行でございますので、そうい
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ったときにはまた細部お話をさせていただき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（作間七郎君） 甲部昭夫君 

○11番（甲部昭夫君） それでは、先ほども

申し上げましたけれども、説明会があったと

いうことを聞いておりますけれども、その説

明会の地権者、その他の地元の方の反応とい

うのはいかがなものでしたでしょうか。 

 あわせて、歩道という問題は出たか出なか

ったか。そういうようなこともあわせてご説

明をお願い申し上げます。 

○議長（作間七郎君） 澤井土木建設課長 

  〔土木建設課長（澤井昭範君）登壇〕 

○土木建設課長（澤井昭範君） 先ほどの質

問の中で抜けておりまして、まことに申しわ

けありませんでした。 

 説明会につきましては、５月20日に西馬場

の集会所において、区の役員さんや地権者の

方にお集まりいただきまして説明会を開かせ

ていただきました。 

 そのときには概要説明だけでございますの

で、おおむね皆様方の感触といたしましては

理解をしていただいた、そういうふうに受け

とめさせていただいております。 

 ただ、１名ばかり、どうしても行政に対す

る反対の方がおられますので、その人の説得

についてはまた今後検討もさせていただい

て、また議員の協力もいただきたい。そうい

うふうに思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 甲部昭夫君 

○11番（甲部昭夫君） 親切丁寧にご説明を

いただきまして、まことにありがとうござい

ます。 

 私の言わんとすることを町長初め澤井課長

からいいご返事をいただけたと思いますの

で、これからまたこういうものに関して一生

懸命私らも地元の声を聞いて皆さんにお伝え

をして、いいまちづくりに励んでいきたいと

思っておりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 ありがとうございました。 

○議長（作間七郎君） 以上で本日の一般質

問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（作間七郎君） 本日の日程は全部終

了いたしました。 

 あす29日午前10時より本議場で開会をいた

します。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後２時54分 散会 
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           午前10時55分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（作間七郎君） ただいまの出席議員

数は41人であります。ただいまより定例会を

再開し、本日の会議を開きます。 

 本日の会議の議事日程は、お手元に配付の

議事日程表のとおりであります。 

 

 ◎委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（作間七郎君） 日程第１ 委員長報

告・質疑・討論・採決 

 これより本定例議会より付託をしておりま

した報告第29号、議案第５号より第19号並び

に請願第１号より第６号まで、報告１件、議

案15件、請願６件を一括して議題といたしま

す。 

 以上の案件の委員会における審査の過程及

び結果について、各常任委員会の報告を求め

ます。 

 総務常任委員会委員長 若狭 武君 

  〔総務常任委員長（若狭 武君）登壇〕 

○総務常任委員長（若狭 武君） それで

は、総務常任委員会の審査の結果につきまし

てご報告いたします。 

 本定例会から総務常任委員会に付託を受け

ました報告１件、議案６件、請願３件につき

まして、この６月21日午前10時より、鳥屋庁

舎の町社会福祉センター、この２階にありま

す第２研修室におきまして委員会を開催し、

全委員出席並びに作間議長の同席のもとで慎

重に審査をいたしました。 

 なお、委員会では、中能登町の町内におい

て４カ所のＪＲの駅があるわけなんですが、

その駅の管理運営方策や、また巡回バス、マ

イクロバスの運行の効率化、また学校林や遊

休施設、土地などの公有財産の有効利用並び

に町イベント事業などについて、いろいろな

今後の課題につきまして質疑、意見、要望等

につきまして協議いたしました。町執行部の

方から前向きに取り組むということのご返答

をいただきました。 

 それでは、審査の結果につきまして簡潔に

ご報告をさせていただきます。 

 まず、報告第29号 平成16年度中能登町一

般会計繰越明許費繰越計算書についてであり

ます。この報告第29号につきましては、全会

一致で承認をいただきました。 

 続きまして、 

 議案第５号 政治倫理の確立のための中能

登町長の資産等公開に関する条例の制定 

 議案第９号 中能登町墓地公苑条例の一部

を改正する条例について 

 議案第11号 石川県町村議会議員公務災害

補償組合規約の一部を改正する規約について 

 議案第12号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の変更について 

 議案第13号 七尾鹿島広域圏事務組合規約

の変更について 

 以上、議案５件につきましては、全会一致

で原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、 

 請願第２号 最低賃金の引き上げを求める

請願 

 請願第４号 永住外国人住民の住民投票権

付与を求める請願 

 以上、請願２件につきましても、全会一致

で採択いたしました。 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算、これにつきましては、賛成多数により

原案どおり可決いたしました。 

 請願第５号 分権時代の新しい地方議会制

度の構築を求める請願、これにつきまして

は、継続審議との意見もございましたが、賛

成多数により採択をいたしました。 

 なお、この報告の結果につきましては、お

手元に配付をしてあります委員会審査報告書

のとおりでございますので、見ていただきた

いと思います。 

 以上、簡単ですが総務常任委員会の報告を
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終わりたいと思います。 

○議長（作間七郎君） 次に、民生常任委員

会委員長 杉本平治君 

  〔民生常任委員長（杉本平治君）登壇〕 

○民生常任委員長（杉本平治君） それで

は、民生常任委員会の審査報告を行います。 

 民生常任委員会は、６月22日10時より、鹿

西庁舎において、委員全員出席のもと常任委

員会を開催し、委員会に付託されました条例

議案３件、予算議案４件並びに請願２件につ

きまして、執行部も同席し、慎重に審査をい

たしました。 

 その経過並びに結果につきまして報告をい

たします。 

 提案されました議案につきましては、議会

初日の町長の提案理由説明と各予算につきま

しては、６月７日の内示会で大まかな事業や

予算の説明を受けていましたので執行部から

の説明は省かせていただき、各議案ごとに委

員の方々からの質疑を行いまして執行部から

の説明を求め、審査をいたしました。 

 委員会では、子育て、介護支援並びに施設

の管理運営などさまざまな質疑や意見並びに

要望などの発言が行われ、執行部からは、今

後の具体的な方針策などを提示願い、前向き

な返事をいただきました。 

 それでは、審査の結果につきまして簡潔に

報告いたします。 

 議案第６号 中能登町不妊治療治療費の助

成に関する条例の制定について 

 議案第７号 中能登町ひとり親家庭等医療

費給付に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第８号 中能登町出産祝金交付条例の

一部を改正する条例について 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算 

 議案第15号 平成17年度中能登町老人保健

特別会計予算 

 議案第16号 平成17年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第17号 平成17年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 以上、議案７件につきましては、全会一致

で原案のとおり可決いたしました。 

 続きまして、請願第１号でございます。

「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める請願

につきましては、全会一致で採択をいたしま

した。 

 なお、請願第３号 乳幼児医療費助成への

国保国庫負担の減額調整（ペナルティー）の

廃止を求める国への意見書採択を求める請願

につきましては、内容等をもう少し検討する

必要があるとの委員からのご意見が多かった

ため協議いたしましたところ、全会一致によ

りまして委員会の継続審査案件となりまし

た。 

 以上、ご報告いたしました結果につきまし

ては、お手元に配付の委員会審査報告書のと

おりであります。 

 以上、簡単でございますが、民生常任委員

会の報告を終わる次第であります。 

○議長（作間七郎君） 次に、産業建設常任

委員会委員長 宮本空伸君 

  〔産業建設常任委員長（宮本空伸君）登 

   壇〕 

○産業建設常任委員長（宮本空伸君） 産業

建設常任委員会から審査の結果を報告いたし

ます。 

 産業建設常任委員会に付託を受けました報

告１件、議案３件につきましては、去る６月

23日午前10時より、鹿島庁舎２階の大ホール

におきまして委員11名全員出席により委員会

を開催し、慎重に審議をいたしました。 

 事前に内示会で関係事業の予算については

説明を受けていますが、詳細な事業内容や予

算につきましては、特に産業建設事業での新

規事業や継続事業などの内容について再度執

行部より説明をお願いし、慎重に審査をいた

しました。 
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 その結果につきまして簡潔にご報告いたし

ます。 

 審査の結果、 

 報告第29号 平成16年度中能登町一般会計

繰越明許費繰越計算書について 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算 

 議案第18号 平成17年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第19号 平成17年度中能登町水道事業

会計予算 

 以上、報告１件並びに議案３件につきまし

ては、いずれも全会一致で承認、可決いたし

ました。 

 なお、報告いたしました結果については、

お手元に配付の委員会審査の報告書のとおり

であります。 

 以上、簡単でございますが、産業建設常任

委員会の報告を終わります。 

○議長（作間七郎君） 次に、教育常任委員

会委員長 若狭明彦君 

  〔教育常任委員長（若狭明彦君）登壇〕 

○教育常任委員長（若狭明彦君） 教育常任

委員会から審査の結果を報告いたします。 

 去る６月24日午前10時から、鹿西庁舎３階

の301会議室におきまして、作間議長の同席

のもと、委員全員の出席によりまして教育常

任委員会を開催いたしました。 

 本定例会から教育常任委員会に付託を受け

ました報告１件、議案１件につきまして執行

部からの説明を求め、質疑、審査を行い、ま

た、請願１件につきましても慎重に審査をい

たしました。 

 委員会では、一般会計予算に関連いたしま

して各種団体の補助金や負担金についての質

疑、発言があり、特に県立鹿西高等学校の支

援策、教育振興費についての質疑では、執行

部側から、中能登町唯一の県立普通科高校と

して地元中学生や近隣中学生からもあこがれ

誇れる高校として、今後積極的に支援してい

きたいとの返答を受けました。 

 また、小中学校教職員の方々への積極的な

クラブ活動への参加や一般指導員との協力体

制の強化などについても要望し、町としても

今後力を注ぎたいとのことでした。 

 それでは、付託された案件などの審査結果

につきまして簡潔にご報告いたします。 

 審査の結果、 

 報告第29号 平成16年度中能登町一般会計

繰越明許費繰越計算書について 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算 

 以上、報告１件並びに議案１件につきまし

ては、いずれも賛成多数にて承認、可決いた

しました。 

 また、請願第６号 義務教育費国庫負担制

度の堅持を求める請願につきましては、全会

一致で採択いたしました。 

 なお、報告いたしました結果につきまして

は、お手元に配付の委員会審査報告書のとお

りであります。 

 以上、簡単ではございますが、教育常任委

員会の報告を終わります。 

○議長（作間七郎君） 以上で委員会の委員

長報告が終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行いま

す。 

 質疑の方はおいでませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 質疑がないようです

ので、質疑を終結いたします。 

 討論・採決 

 次に、上程議案報告第29号の討論を行いま

す。 

 討論の方はございませんか。──ないよう

ですので、以上で討論を終結いたします。 

 次に、採決を行います。 

 報告第29号 平成16年度中能登町一般会計

繰越明許費繰越計算書についての採決をいた

します。 
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 お諮りいたします。 

 報告第29号については、委員長報告は賛成

多数で原案のとおり承認であります。報告第

29号は委員長報告のとおり決定することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 全員賛成でありま

す。よって、報告第29号は委員長報告のとお

り承認されました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、議案第５号よ

り議案第19号までの討論を行います。 

 討論の方はありませんか。 

 39番 清水 昭君 

  〔39番（清水 昭君）登壇〕 

○39番（清水 昭君） 議案第14号 平成17

年度中能登町一般会計予算について、日本共

産党議員団を代表して反対の討論を行いま

す。 

 まず、今年度予算につきましては、町民の

皆さんとともに力を合わせ、築き上げてきた

県内でも先進的な役割を果たした諸施策、今

議会で提案されている議案第６号 不妊治療

費の助成、議案第８号 出産祝金交付条例を

初め、これまでの固定資産税の税率1.4％、

教育、福祉、医療、在宅福祉対策事業、老人

ホーム入所措置事業、敬老慰問事業、中学生

徒へのヘルメット支給、各種事業費の地元負

担金の軽減措置など、その他数多くのサービ

スは高く負担は低くの立場に立ち、町単独事

業として予算編成方針を貫いた点について

は、前向きの先進的な予算編成内容であり、

その決断を評価するものであります。 

 しかしながら、議案審議の中でも質疑があ

ったように、早くも在宅福祉対策事業、老人

ホーム入所措置事業、敬老慰問事業等に対

し、今年度より国や県が補助を打ち切ってし

まいました。その上、ともすれば先進的な地

方自治体の単独事業に対し、逆にペナルティ

をかけようとさえしています。これが現実の

自民党政治の実態であります。 

 一昨日行われました同僚議員の一般質問の

中でも財政問題に触れましたが、昨年７月、

当時の３人の町長を初め合併協議会で協議し

採択された中能登町まちづくり計画と平成17

年度予算を比較したときに、歳入歳出ともに

大きな格差を生じ、今後の財政運営に大きく

支障をもたらすことは必至であります。 

 また、平成27年度以降、激変緩和期におけ

る地方交付税と基金のあり方についても大き

な危惧を持つものであります。私たちが合併

によってもたらされる不安が早くも17年度予

算案に浮き彫りになっております。 

 予算は政治を映す鏡ともいいます。今後、

杉本町政においては、どのような財政困難に

遭遇しようとも、これまで町民とともに築い

てきた諸施策の後退をさせることもなく、住

民に開かれた清潔な中能登町建設に努力され

ることを期待し、議案第14号に対する討論を

終わるものであります。 

○議長（作間七郎君） そのほか討論の方あ

りませんか。──なければ、討論を終結いた

します。 

 議案第５号から議案第13号、条例関係議案

９件の採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５号から議案第13号の９件の議案に

ついての委員長報告は、全会一致で原案のと

おり可決であります。委員長報告のとおり決

定することにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、議案第５号から議案第13号、議

案９件は原案のとおり可決されました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、議案第14号に

ついて採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第14号 平成17年度中能登町一般会計

予算については、委員長報告は賛成多数で原



 －136－ 

案のとおり可決であります。議案第14号は原

案のとおり決定することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 起立多数でありま

す。よって、議案第14号は委員長報告のとお

り可決することに決定いたしました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、議案第15号よ

り議案第19号までの平成17年度特別会計予算

等、議案５件を一括して採決いたします。こ

れにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。 

 お諮りいたします。 

 議案第15号、16号、17号、18号及び議案第

19号の議案５件については、委員長報告は全

会一致で可決であります。委員長報告のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、議案第15号、第16号、第17号、

第18号及び第19号は、原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、請願の採決に

入ります。 

 請願第１号 「進行性化骨筋炎」の難病指

定を求める請願を採決いたします。 

 この請願に対する委員長報告は採択であり

ます。 

 お諮りいたします。この請願を委員長報告

のとおり採択することにご異議ございません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第１号は採択と決しまし

た。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、請願第２号  

最低賃金の引き上げを求める請願を採決いた

します。 

 この請願の委員長報告は、採択でありま

す。請願第２号は、委員長報告のとおり決定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 全員起立でありま

す。よって、請願第２号は採択することに決

定いたしました。 

 

○議長（作間七郎君） 請願第３号について

は、委員長の報告は継続審査であります。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、請願第４号  

永住外国人住民の住民投票権付与を求める請

願を採決いたします。 

 この請願の委員長報告は採択であります。

請願第４号は委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 起立多数でありま

す。よって、請願第４号は採択することに決

定いたしました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、請願第５号  

分権時代の新しい地方議会制度の構築を求め

る請願を採決いたします。 

 この請願の委員長報告は採択であります。

請願第５号は委員長報告のとおり決定するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 全員賛成でありま

す。よって、請願第５号は採択することに決

定いたしました。 

 

○議長（作間七郎君） 次に、請願第６号  

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願

を採決いたします。 

 この請願の委員長報告は採択であります。 
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 お諮りいたします。この請願を委員長報告

のとおり採択することにご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、請願第６号は採択と決しまし

た。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（作間七郎君） 追加日程 

 お諮りいたします。 

 ただいま町長より同意議案第３号 中能登

町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについてが提出されました。 

 これを日程に追加し、議題といたしたいと

思います。これにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、追加日程第２ 同意議案第３号 

 教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについてを議題といたします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔町長（杉本栄蔵君）登壇〕 

○町長（杉本栄蔵君） 本日、追加提案いた

しました議案についてご説明申し上げます。 

 同意第３号は、教育委員会委員の任命につ

いてであります。 

 今回、教育委員会委員として議案の方が最

適任者であると信じ、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第４条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。 

 以上、簡単でございますが、私の説明を終

わります。 

 議員各位におかれましては、慎重なるご審

議の上、適切なるご同意を賜りますようお願

いをいたしまして、提案理由の説明を終わり

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（作間七郎君） 町長の提案理由の説

明が終わりました。 

 議案は人事案件であり、さきに議員各位の

ご理解を得ておりますので、質疑、討論を省

略し、採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 同意第３号は、原案のとおり同意すること

にご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、原案のとおり同意することに決

定いたしました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（作間七郎君） 追加日程 

 次に、日程第３ 発議第５号 「進行性化

骨筋炎」の難病指定を求める意見書を議題と

いたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 杉本平治君 

  〔38番（杉本平治君）登壇〕 

○38番（杉本平治君） それでは、私の方か

ら提案を行いたいと思います。 

 議会議案発議第５号であります。進行性化

骨筋炎に関する意見書案でございます。 

 条文を朗読いたしまして提案にかえる次第

であります。 

 「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める意

見書 

 「進行性化骨筋炎」「進行性化骨性線維異

形成症」は、約200万人に１人の確率で発病

し、未だ原因不明な部分が多く、治療法も確

定されていない難病です。 

 医師・看護師でも認知度が低く、更には患

者会や支援団体も無い為、この難病に悩む患

者数の実数も把握できていないのが実状で

す。「進行性化骨筋炎」は、筋肉が骨に変化

し、骨が身体の関節を固め、あらゆる部分の

動きの自由を奪います。身体の変形に伴い、

呼吸器官や内蔵への影響も出てきます。進行

するスピードが速く限度のない病状悪化に不
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安を抱えながら生活しています。 

 アメリカなどで研究がなされていますが、

日本では行われていません。つきましては、

国において早期に「進行性化骨筋炎」を特定

疾患調査研究対象事業の対象疾患に指定（難

病指定）され、研究を進めると同時に一日も

早く治療法発見にご尽力賜りますよう要請し

ます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成17年６月29日 

 石川県鹿島郡中能登町議会 

 以上で提案を終わります。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は即決することに決しまし

た。 

 これより発議第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することにご異議ございません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は可決されました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 次に、日程第４ 発

議第６号 最低賃金の引き上げを求める意見

書を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 若狭 武君 

  〔30番（若狭 武君）登壇〕 

○30番（若狭 武君） 発議第６号になりま

すが、最低賃金の引き上げを求める意見書に

ついて提案者の説明をさせていただきます。 

 案文を朗読して提案にかえさせていただき

ます。 

 最低賃金の引き上げを求める意見書 

 最低賃金制度は、労働条件の改善、労働者

の生活の安定を図る上で重要な役割を担って

います。 

 都道府県ごとに定められる地域別最低賃金

は、全国的な整合性を図るとして、毎年、中

央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参

考に、地方最低賃金審議会の審議を経て改定

されています。 

 しかしながら、その改定は一般労働者の賃

金改定に比べ、改定が遅れるのが常態になっ

ているとともに、決定される最低賃金額は全

国平均646円と著しく低いものとなっていま

す。そのため、パート労働者、派遣労働者ら

非正規労働者の賃金は、この数年さがりはじ

め、実際に青年単身者では１ヶ月10万円あま

りでの生活が余儀なくされています。少子化

問題が重大視されていますが、経済的自立、

結婚さえおぼつかない状況は、いっそう深刻

さを強めるものとなっています。 

 政府は、地域別最低賃金改定にあたって

は、早期に時間額を1,000円以上に引き上

げ、パートなど不安定雇用労働者の均等待遇

を実現し、欧米諸国で制度化されている全国

一律最低賃金の確立を早期に図るとともに、

最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充な

ど、一層の充実を図られるよう強く要望しま

す。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成17年６月29日 

 石川県鹿島郡中能登町議会 

 以上で説明を終わります。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 
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  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は即決することに決しまし

た。 

 これより発議第６号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 全会一致です。よっ

て、本案は可決されました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 次に、日程第５ 発

議第７号 永住外国人住民の住民投票権付与

を求める意見書を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 若狭 武君 

  〔30番（若狭 武君）登壇〕 

○30番（若狭 武君） それでは、発議第７

号になりますが、永住外国人住民の住民投票

権付与を求める意見書についての提案者の説

明をさせていただきます。 

 案文を朗読して提案にかえさせていただき

ます。 

 永住外国人住民の住民投票権付与を求める

意見書 

 近年、国際化が進展するなかで、我が国に

居住する永住外国人は、社会の構成員として

納税の義務を果たし、さらには地域社会の一

員としての役割を十分担うとともに、我が国

の社会、文化、経済等の多くの分野で活躍し

ている。 

 しかし、永住外国人の待遇は、徐々に改善

されてはいるものの、地域住民として日常生

活に関わりの深い地方の政治に参加する方途

が開かれていない状況である。 

 よって政府におかれては、こうした状況を

十分認識され永住外国人住民の住民投票権付

与について検討されるよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成17年６月29日 

 石川県鹿島郡中能登町議会 

 以上で説明を終わります。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は即決することに決しまし

た。 

 これより発議第７号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 起立多数です。よっ

て、本案は可決されました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 次に、日程第６ 発

議第８号 分権時代の新しい地方議会制度の

構築を求める意見書を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 甲部昭夫君 

  〔11番（甲部昭夫君）登壇〕 

○11番（甲部昭夫君） 意見書の提案説明を

いたします。 

 発議第８号 分権時代の新しい地方議会制

度の構築を求める意見書案について、提出者

として提案させていただきます。 

 本案について朗読し、提案にかえさせてい

ただきます。 

 大綱のみを朗読させていただき、ご了解を

承りたいと思いますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

 平成11年の地方分権一括法の成立により、
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地方公共団体の自己決定権と自己責任はます

ます大きくなり、地方議会の権限も飛躍的に

拡大した。 

 地方議会は、その最も重要な機能である立

法的機能・財政的機能・行政監督機能を充実

強化し、今まで以上に行政執行へのチェック

機能を向上させ、分権時代に期待される議会

の役割を果たしていかなければならない。 

 その主な項目として、議員定数の自主選

択、２番目に議会の機能強化、そして３番目

に議会と長の関係、４番目に議会の組織と運

営の弾力化。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成17年６月29日 

 石川県鹿島郡中能登町議会 

 以上でございます。よろしくお願いをいた

します。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は即決することに決しまし

た。 

 これより発議第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 起立多数です。よっ

て、本案は可決されました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 次に、日程第７ 発

議第９号 義務教育費国庫負担制度の堅持を

求める意見書を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 若狭明彦君 

  〔26番（若狭明彦君）登壇〕 

○26番（若狭明彦君） 発議第９号 義務教

育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を賛

成者９名の方の賛同を得まして提出いたしま

す。 

 案文を読み上げさせていただきます。 

 2006年度国家予算編成において義務教育費

国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 義務教育は未来を担う子どもたち一人ひと

りが国民として必要な基礎的資質を培い、社

会人となるためのセフティネットです。義務

教育の全国水準や機会均等を保障する基盤づ

くりは国の責務であり、そのために設けられ

たのが義務教育費国庫負担制度です。 

 今、「三位一体改革」のもと本制度を廃止

し税源を移譲したうえで一般財源化すること

が検討されています。しかし、義務教育の根

幹を引き続き維持するためには財政的保障は

今後も国が行い、その推進は設置者である市

町や当事者である学校が裁量を発揮できる仕

組みに改めるべきであると考えます。 

 政府におかれては、こうしたことをご理解

のうえ、2006年度国家予算編成において下記

の事項の実現に向けてご尽力賜りますよう要

請します。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 記 

 教育の機会均等・水準確保・無償制の維持

等、義務教育の根幹を維持するために不可欠

な義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 

 平成17年６月29日 

 石川県鹿島郡中能登町議会 

 よろしくお願いします。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 
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  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は即決することに決しまし

た。 

 これより発議第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することにご異議ございません

か。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案は可決されました。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（作間七郎君） 日程第８ 発議第10

号 特別委員会の設置及び委員の選任 

 中能登町議会政治倫理特別委員会の設置に

ついてを議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 亀野冨二夫君 

  〔９番（亀野冨二夫君）登壇〕 

○９番（亀野冨二夫君） ただいま提出いた

しました議会議案第10号について、提案理由

の説明をいたします。 

 私ども議員には、中能登町民の負託にこた

え、町民の奉仕者として、その人格と倫理性

が求められております。みずからの襟を正

し、町民から信頼される議員活動をして、そ

の使命達成に努めなければならないと思いま

す。 

 特別委員会を設置する趣旨は、議会として

政治倫理について研さんすることを目的とし

て、中能登町議会会議規則第14条の規定によ

り議案として提出するものであります。 

 よろしくお願いを申し上げまして説明とい

たします。 

○議長（作間七郎君） 説明が終わりまし

た。 

 お諮りいたします。 

 本案については、即決したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、本案を即決することに決しまし

た。 

 これより発議第10号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案を可決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（作間七郎君） 全会一致でありま

す。よって、本案は可決され、政治倫理特別

委員会を設置することに決しました。 

 

○議長（作間七郎君） 暫時休憩いたしま

す。 

           午前11時53分 休憩 

 

           午後０時06分 再開 

○議長（作間七郎君） 再開をいたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました政治倫理特別委員

会の委員については、委員会条例第８条１項

の規定により別紙名簿のとおり指名したいと

思いますが、これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、政治倫理特別委員会の委員に

は、ただいま指名した名簿のとおり選任する

ことに決しました。 

 ただいま選任された委員の方々には、次の

休憩中に委員長、副委員長の互選を行い、そ

の結果を議長に報告願います。 

 ここで、委員会開催のため暫時休憩いたし

ます。 

           午後０時06分 休憩 

 

           午後０時07分 再開 

○議長（作間七郎君） 再開いたします。 

 正副委員長の互選の結果を報告いたしま

す。 
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 委員長、副委員長の互選が行われ、委員長

には39番 清水 昭君、副委員長に21番 山

森 功君に互選されましたので、報告いたし

ます。 

 

 ◎閉会中継続調査の件 

○議長（作間七郎君） 日程第９ 閉会中の

継続調査の件 

 ここで、閉会中の継続調査を議題といたし

ます。 

 議会運営委員長、総務常任委員長、民生常

任委員長、産業建設常任委員長、教育常任委

員長及び政治倫理特別委員会委員長より、会

議規則第75条の規定による所掌事務、所管事

務調査のため閉会中の継続調査の申し出があ

ります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申し出のとおり閉会中の継

続調査とすることにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（作間七郎君） 異議なしと認めま

す。よって、各委員長からの申し出のとおり

閉会中の継続調査とすることに決定いたしま

した。 

 

 ◎閉議・閉会 

○議長（作間七郎君） 以上で本定例会に付

議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。 

 平成17年第３回中能登町議会定例会を閉会

いたします。 

 どうも皆さんご苦労さまでございました。 

           午後０時10分 閉会 
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